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平成２３年塩尻市議会９月定例会 

福祉教育委員会会議録 
 

○日  時  平成２３年９月９日（金） 午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項 

 議案第１号 平成２２年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳出２款総務費中１項総務管理費１

４目人権推進費及び１６目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費７目楢川保健福祉

センター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保険総務費、１０目後期高齢者医療運営費

及び４項国民年金事務費を除く）、５款労働費中１項労働諸費４目ふれあいプラザ運営費、１０

款教育費 

○出席委員 

      委員長   山口  恵子 君         副委員長   宮田  伸子 君 

       委員   永田  公由 君           委員   金子  勝寿 君 

       委員   森川  雄三 君           委員   中原 巳年男 君 

       委員   鈴木  明子 君 

○欠席委員 

      なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○請願紹介議員 

      西條  富雄 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のために出席した理事者・職員 

省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

      庶務係長  小澤  真由美 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前９時５９分 開会 

○委員長 皆さん、おはようございます。予定の時間より少し早いですけれども、これから９月定例会福祉教育

委員会を開会いたしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日の委員会は、委員全員出席し

ております。審査に入る前に理事者からあいさつがあればお願いしたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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理事者あいさつ 

○副市長 大変お忙しいところ、福祉教育委員会をお開きをいただきましてありがとうございます。今委員会に

つきましては、平成２２年度の歳入歳出決算の審査ほかをお願いすることになっております。ただいま私どもは、

各施策あるいは事業の評価について、どうあるべきかということを研究をしているところでございます。したが

いまして、特に決算の御審査に当たりましては、お出しいただいた御意見をその評価の中に取り入れてまいりた

いというふうに考えておりますので、どうぞよろしく御審査をお願い申し上げましてごあいさつといたします。 

○委員長 それでは、本日の日程を申し上げます。副委員長のほうから申し上げますのでお願いいたします。 

○副委員長 皆さん、おはようございます。本日と９月１２日の日程を申し上げます。両日とも議案審査となっ

ております。なお、１２日は終了後に協議会の開催を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。以上で

す。 

○委員長 ここで、職員の方の異動がありましたので、異動の職員の方から自己紹介をお願いしたいと思います。 

［職員自己紹介］ 

○委員長 当委員会に付託された議案は、別紙付託案件表のとおりです。それでは、ただいまから議案の審査を

行います。なお、審査には、議案に関係する職員のみの出席といたしますので、随時退室してください。また、

発言に際しましては、議事の円滑な進行のため委員長の指名を受けた者のみの発言といたします。また、発言・

答弁は、はっきりとわかりやすくお願いいたしたいと思います。議事進行への御協力をお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１号 平成２２年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について中 歳出２款総務費中１項総務管理費１

４目人権推進費及び１６目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費７目楢川保健福祉セ

ンター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保険総務費、１０目後期高齢者医療運営費及び

４項国民年金事務費を除く）、５款労働費中１項労働諸費４目ふれあいプラザ運営費、１０款教育

費  

○委員長 議案第１号中、歳出２款総務費中１項総務管理費１４目人権推進費及び１６目市民交流センター費、

３款民生費（１項社会福祉費７目楢川保健福祉センター管理費、８目老人医療事務費、９目国民健康保険総務費、

１０目後期高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、５款労働費中１項労働諸費４目ふれあいプラザ運

営費、１０款教育費についてを議題といたします。審査は区分をして行います。初めに総務費のうちについて、

１４目、１６目について審査を行います。それでは、説明を求めます。 

○男女共同参画・人権課長 それでは１４目人権推進費でございますが、主なものを御説明いたします。それで

は決算書１０９ページをごらんいただきたいと思います。決算説明資料は３７ページとなります。決算書備考欄、

人権推進諸経費の４つ目の黒ポツ、人権擁護委員協議会負担金２７万円余でございますが、このうち松本人権擁

護委員協議会負担金２０万３，０７０円につきましては、協議会の活動を支援するため、人口一人当たり３円の

割合で負担したものでございます。その下の塩尻市部会負担金６万７，０００円。これは、現在塩尻市で活動し

ていただいております９名の委員さんの分でございまして、一人当たり６，７００円を負担したものでございま

す。その下の黒ポツ、犯罪被害者支援センター負担金１３万円。こちらのほうはセンターの活動支援として人口

一人当たり２円を負担したものでございます。以上です。 
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○総務課長 １６目市民交流センター費、よろしくお願いいたします。説明資料の３８ページ、決算書１１０、

１１１ページからでございます。決算書のほうで御説明させていただきたいと思います。１１１ページ備考欄、

中間あたりですが、初めの白丸、職員給与費。これにつきましては、市民交流センターの総務課及び市民活動支

援課の職員の給与関係でございます。 

２番目の白丸、市民交流センター開設計画推進事業ですが、これは開館へ向けての諸費用ということで予算化

されております。主なものですが、消耗品費５４９万９，５３１円。開館に向けまして食器類、壁柱のマグネッ

ト類、セキュリティカード等々、さまざまなものを購入させていただいております。黒ポツ４つ下がりまして、

開館記念イベント委託料ですが、昨年７月２９日開館を皮切りにですね、約１カ月、毎週毎週さまざまなイベン

トを行っておりましたが、その委託料としまして１７４万９，３００円でございます。 

続きまして次の白丸、市民交流センター管理諸経費ですが、交流センターの管理費用ということになります。

主なものですが、３つ目、印刷製本費ですが、１６２万６，６９２円。開館に際して多く使っておりますが、利

用案内、それから申請書類、封筒類の印刷費でございます。１つ飛びまして、施設管理委託料２，６０５万８，

２００円。これにつきましては、市の専有部分について警備、清掃、附帯設備の委託等々を委託しているもので

ございます。２つ下に飛んでいただきまして駐車場使用料ですが、これにつきましては市営駐車場を使っており

ますが、その分の使用料ということで特別会計のほうに支払っているものでございます。その次の施設管理分担

金ですが、これにつきましては、えんぱーく管理組合というものをつくってあそこの施設を管理しておりますが、

そちらのほうへ管理費及び電気代、水道料等を負担金として支払っているものでございます。 

続きまして市民交流センター交流企画事業ということで、通常の運営費、事業費に相当する部分でございます

が、下の黒ポツ２つ目、嘱託員報酬３７１万９，２０７円となっておりますが、最終のところで要人数分という

ことになっております、１名分となっておりますが、実際は、上半期、工事関係の嘱託が１名おりましたので、

１．５名分ということで実際の金額になっております。めくっていただきまして、黒ポツ８つ下がっていただき

まして消耗品費３０５万２８１円ですが、通常消耗いたしますインク、紙、トナー、イベント用の消耗品等々の

費用でございます。さらに８つ下がっていただきましてＩＴ講座運営事業等委託料。これにつきましては、ＩＣ

Ｔルームで行っておりますパソコン講座、市民向けのものを多くやっておりますが、そちらの委託料ということ

で５９６万４，０００円でございます。３つ飛んでいただきまして、ひとり親家庭等の在宅就業支援事業委託料

１億８，０２７万円でございますが、これにつきましては、厚生労働省からの補助事業ということで１００％補

助金で平成２２年、２３年ということで、初年度の事業費として塩尻市振興公社へ委託して事業を行っておりま

すが、その分でございます。主なものについては以上でございます。 

○市民活動支援課長 引き続きまして、決算書１１２、１１３ページの協働のまちづくり推進事業について御説

明させていただきます。決算説明資料３８ページになりますのでごらんいただきたいと思います。主なもののみ

を説明させていただきますけども、上から２つ目の嘱託員報酬につきましては、市民交流センターの協働による

運営を目指す協働コーディネーターを１名嘱託員として採用しておりまして、市民サポート組織えんぱーくらぶ

等とのコーディネートをお願いしているところであります。それから、黒ポツ下に下がりまして１０個目になり

ますけれども、市民活動支援業務委託料１４８万５００円ですけれども、こちらは市民活動団体に市民活動の支

援業務の委託をしたものであります。内容につきましては、各団体等の広報力のスキルアップ等の講座を開催し
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ていただいたりとかですね、あるいは、市内の団体の情報を集めまして冊子にして多くの市民の方々にごらんい

ただくような形で、２９団体ほどヒアリングをかけて情報を集めていただきました。それから、日常的には相談

業務等を行っていただいております。それから、下から２つ目になりますけれども、協働のまちづくり提案公募

事業補助金。これにつきましては、主体的な市民、これからの公益を担う市民活動団体の育成支援を目的に補助

金を出している事業でありますけれども、金額にして１９３万８，５００円、１０事業１０団体に支援したもの

でございます。その下、市民で活かそうえんぱーく実行委員会負担金１００万円ですけれども、こちらは、市民

交流センター開館にあわせまして、より市民の主体的な方々が市民交流センターの多様な活用方法を提案いただ

いて、その団体５団体で実行委員会を組織しましてそれぞれの事業を実施していただいたものでございます。以

上です。 

○総務課長 同じページ、一番最後の行になりますが、市民交流センター開設計画推進事業（繰越）ということ

で、平成２１年度分の繰越でございます。具体的には、工事が平成２２年度に若干延びたということで、その費

用を繰り越したという形になっております。めくっていただきまして、その内容ですが、一番初めの黒ポツ、図

書等運搬委託料４８６万３，３４０円につきましては、いわゆる引っ越し代ということで図書館の資料等々を運

ぶのに委託しております。次の情報関連整備等工事費９，８７０万円ですが、これは、えんぱーく内の情報関連

のネットワークの構築のための整備工事を委託の工事費でございます。次の市民交流センター取得費、建物費相

当分ということで、１１億９，１７７万４，１００円ですが、これにつきましては、平成２２年９月の議会で最

終の取得費が議決されておりまして、最終的には３５億７，３５１万４，１００円ということになっております

が、その最終支払いを平成２２年度に行っております。備品購入費１億４９２万７６７円ですが、下にあります

２行分、家具等３９品目それから展示ケース等１９品目につきましては、平成２１年の９月議会で財産取得の議

決をいただいたものの支払いでございます。最後の食器棚等につきましては、そのほか、具体的には楽器とか、

ホワイトボード、看板、消火器とか、現場に合わせながら買い進めたものでございます。以上でございます。 

○委員長 それでは質疑を行います。委員より御質問ありますか。 

○金子勝寿委員 １１３ページ、市民で活かそうえんぱーく実行委員会負担金ですか、５事業ということですが、

ちょっと詳しく説明していただければ、下から２つ目ですね。 

○市民活動支援課長 これにつきましては、市民交流センター開館、昨年７月末に開館したわけですけれども、

その半年間、３月までの間で市民の活動団体、具体的にはＮＰＯ法人グループＨＩＹＯＫＯ、任意団体塩尻こど

も劇場、それからＮＰＯ法人ジョイフル、それから市民サポート組織のえんぱーくらぶ等で御提案いただいた事

業ですけども、その具体的な内容につきましては、グループＨＩＹＯＫＯさんのほうで御提案いただいたのがＩ

ＣＴルームの活用事業ということで、塩尻市の一大イベントになっておりますハロウィンの事業に合わせまして

ハロウィングッズをパソコンでつくるという講座を開催していただきました。それから、塩尻こども劇場につき

ましては、お子さん、お母さん一緒に生の演劇を観るということで、その事業を多目的ホールで開催をしていた

だいたということです。それから、ジョイフルさんにつきましては、市民交流センター、多くの方々が活用して

いただいているんですけれども、コミュニケーション能力を養うということで、ゲームを使ったコミュニケーシ

ョンを養う、そういう企画を出していただきまして、市民の皆さんとコミュニケーション能力の向上を目的にし

た企画を提案していただきました。それから、えんぱーくらぶのほうに関しましては２事業を御提案いただきま
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して、市民交流センターで開催されました、えんぱーくクリスマスのイベントに合わせましてさまざまなドリー

ムメッセージ、特に若者が受験勉強等に活用していただいているんですけれども、自分の将来についての夢等の

メッセージを壁柱を活用しまして多く集めまして、その情報を発信をしたという、そういう事業であります。も

う１つにつきましては、世代間交流事業として、えんぱーくらぶのほうで御提案をいただきまして、塩尻市の９

つの夢をかなえようという、ワークショップ形式だったんですけれども、講師をお呼びしてそのワークショップ、

それから、めんこ・おはじき・じゃんけんポンということで、多くの親子の方々に昔のめんことかおはじきとか、

そういう遊びを通じながら交流を図ったという、そういう事業であります。以上です。 

○金子勝寿委員 ５事業それぞれ均一に補助金というか、出したんですか。 

○市民活動支援課長 それぞれ事業の内容によりまして、実際の部分でいきますと、一番多い事業で３５万円、

それから一番少ない事業で１２万円ほどということで、事業の内容によって実行委員会の中からの決算書はいた

だいていますので、それぞれ事業に応じての支出になっております。 

○金子勝寿委員 監査委員からの審査所見の中でもあったんです。例えばＨＩＹＯＫＯさんのこういうパソコン

講座、多分担当課を越えていろいろあると思うんですよね。その辺の精査っていうのは、ちょっとこれ、部長の

ほうから答弁してもらったほうがいいのかもしれないんですけど、その辺、来年見直し、多分特に生涯学習関係

が多いと思うんですけれど、振興公社とか。その辺、副市長のほうがいい、見直しローリングかけますか。要す

るに、同じような講座が担当課でばらばら、ばらばらあるという話なんですけれど。 

○副市長 御指摘いただきましたとおり、パソコンの講座の幾つかのジャンルと言いますかですね、そのセクシ

ョン、セクションごとにそれぞれやっているところがございます。重複しているところもございますんで、実施

計画なり、予算編成の中でですね、きちんと精査をしていきたいと思っておりますが、今のところそれぞれ、例

えば女性のための講座とかですね、その特徴づけをそれぞれしておりますので、一概に全部均一的にというわけ

にはなかなかまいりませんけども、いずれにせよ重複しているものにつきましては、できるだけ精査をして指導

をしてまいりたい。 

○金子勝寿委員 できるだけお願いします。私は以上です。 

○永田公由委員 １１１ページのね、市民交流センター管理諸経費の中で、施設管理委託料２，６００万円、当

初予算の４，３００万円、１，７００万円の違いっていうのはどういうことですか。 

○総務課長 一言で言えば入札の差金になりますが、当初こちらのほうで必要と思うものを設計を上げて予算化

したところですけれど、それに対して応札がこういう額だったということでございます。 

○永田公由委員 １，７００万円からの違いってものは、どういうところが違うか、たとえ入札にしても。それ

で、きちんとできているか。 

○総務課長 少し細かく言いますと、昨年、業者が一回かわっておりますが、その段階で再入札の形になる中で、

またさらに落ちたというような経過も実はございますが、根本的にやることはもちろん仕様の中で、何人来て、

どれだけの掃除を何時から何時というようなこと、あるいは、警備は何時から何時まで入ってとかですね、全部

仕様の中にうたっておりますので、その手抜きが、手抜きと言ってはいけないんですけど、どこかをはしょって

安くしているということは、そういうことでは思ってはいません。 

○永田公由委員 そうすると、今度はね、平成２４年度の予算編成の中で委託していく場合に、今度はこの２，
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６００万円というのがいわゆる基準と言やあ変だけど、そういう価格になっていくという形になるわけですか。 

○総務課長 一つの目安にはなると思っております。ただ、ちょっと１年やってみてですね、私たちが求めたも

のに対する答えとしては、そういうものだろうと思って今やっていますが、ちょっと足りない部分等で精査はし

なければいけないと思っていますので、その結果として予算要求の段階で上がるのか下がるのか、ということは

あると思いますが、基本的にはこの額は一つのベースとなると思います。 

○森川雄三委員 その関係でもう１つ、２つ下にね、施設管理組合っていうのをつくって、市の関係の部分は分

担をするというような話なんですが、これは、委託業者と管理組合とどういう形になっているわけ。 

○総務課長 清掃、警備等一式を、市がまず委託契約をして、やっております。市がですね、実際持ち分的には

９割近いところを持ってるものですから、管理組合、ほかの松本ケーブルテレビさんとか、商工会議所さんとか

ですが、とで組合をつくっておりますが、そちらのほうとしては、それぞればらばらに発注したんでは割高にな

るであろうということで、市が発注した先に入札をかけて契約をしようという段取りで進めておりまして、こち

らのほうの契約につきましては、いわゆる共有部分について管理等をお願いしているというわけでございます。 

○森川雄三委員 共有部分ということはまあ会議所もそうだけれども、そこら辺もこの分担金というのは、例え

ば市がこれで４，０００万円出す場合に、会議所はどのくらいの割合で出してるわけ。 

○総務課長 建物ができる前に何度かこういう会議を持ちまして、結論的にはですね、持っている床の平方メー

トル当たり２６０円を管理費としてそれぞれが負担しあうということになっております。プラス電気と水道料等

の光熱水費については、それぞれがメーターを持っております。これが実費でそれぞれが支払うということで、

中電のほうは元の大メーターを見て請求書をよこすものですから、私どもも市の部分を一括して分担金という形

で組合のほうに払って、組合のほうで一括して納付してもらうという流れを取っているものですから、ちょっと

ここの施設分担金が膨れる形にはなっております。 

○森川雄三委員 だから、会議所はどのくらい。それはわからん、金額的には。 

○総務課長 済みません、ちょっと今、会議所の金額はここにありませんので。 

○森川雄三委員 それで、この管理組合の実体というか、それはどういう組織になっているわけ。 

○総務課長 理事をそれぞれの団体、団体と言いますか、会社等から出していただいておりますが、理事長は副

市長がやっております。あと、市民交流センター長、経済部長、それから商工会議所、松本ケーブルテレビ、そ

れぞれから理事を出していただいていると。それからあと、監査委員を民間の会社から出していただいている。

そういうような組織構成で。基本的に数多くはありませんので、それぞれが役員を持っているような形にはなっ

ております。 

○森川雄三委員 ちょっともう１点、いいです。次のページだがね、ひとり親家庭の在宅就業支援。１００％補

助事業だっていうことなんだが、これ、内容はどういう、いわゆる振興公社へ委託しておるというさっきのお話

だがね。これ、どういう支援か。 

○総務課長 厚生労働省の事業ということで、一義的にはですね、いわゆるひとり親家庭がございますが、親御

さんお一人で子供さんを養っていらっしゃる方ですね、そういう家庭を支援したいということです。その支援の

仕方として、在宅で仕事ができるような技術を身につけていただきたいということで、これの事業内容になりま

すが、研修をですね、その皆さんにして、しかも、その研修はＩＴ関係の、要するにパソコンを使って仕事がで
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きるような技術を身につけていただいて、在宅でゆくゆくは仕事ができるようなことができればと。要するに生

活のそれで少しでも助けになればというようなメニューでして、具体的には、先ほど言いましたように、平成２

２年、２３年の２カ年でその研修を受けながら、できれば一部仕事もその中で取りながらですね、その仕事に合

った研修を受けて２年間を修了していただくと。その研修の期間、逆に言えば仕事がその皆さんはできなくなり

ますので、研修の部分は、それに対して生活のための手当を支給するというようなメニューになっております。 

○森川雄三委員 そうすると、平成２３年度までだね、２カ年、国の制度で来ているわけだね。 

○総務課長 はい、そうです。 

○森川雄三委員 これは、要するにその支払い先は、いわゆるひとり親の生活費というか、そういう場面もある

んだが、加えて、研修先に対する支払いというか、そういうものも含まれているということでいいです。 

○総務課長 一式含まれますので、当初のですね、その皆さんにパソコンを使っていただくためのパソコン費用

も補助対象になっておりまして、それから今、場所としてはですね、在宅でもちろんできるように、家でその環

境を整えてもらうんですが、出て来てワークステーション的に仕事、研修ができる環境も整えることになってる

ものですから、それはウイングロードの３階の一角にですね、その研修室をつくってあります。そこのいす、テ

ーブルとかという什器類も補助対象になっておりまして、そういういわゆる初期投資分ですね、が対象になり、

さらに研修が始まりますと、その研修の教師といいますか講師と、プログラムを作成しなければなりませんし、

それに関する一式、教育費ですね、それが対象になり、それからもう一つは、その皆さんへの手当が対象になる

ということになります。 

○森川雄三委員 対象者は何名ぐらいおられる。 

○総務課長 今回この事業でですね、平成２２年、参加者１４６名の方が参加しております。 

○森川雄三委員 それは、市内では全域くらい。全部網羅しているということかい。 

○総務課長 はい、市内全域です。 

○森川雄三委員 ああ、そうかい。 

○委員長 よろしいですかね。 

○森川雄三委員 はい。 

○鈴木明子委員 今、協働のまちづくり推進事業の１１３ページの真ん中へんに載っているんですが、協働サポ

ート関係で嘱託員の報酬っていうのが盛られていて、さっき説明をしていただいたかと思うんですけど、もう少

し具体的に、日常どういう仕事に携わっているのか御説明ください。 

○市民活動支援課長 具体的には、市民交流センターの市民サポート組織、開館前からその組織を立ち上げまし

て平成２２年度、平成２３年の３月末現在でサポート組織の人数ですけども、個人が１２５、団体が２４で組織

されている市民サポート組織えんぱーくらぶですけれども、その活動を具体的には支援をしているという形にな

ります。平成２２年度の実績でいきますと、会議等、１００回を超える会議等の事務局的な部分と、あと具体的

に開館後につきましては、図書館とか、あるいは子育て支援センター、あるいは総務課の事業に関するサポート

活動ですね。具体的に言いますと、一周年記念の時の講演会の受付をサポートに入るとか、そういう部分の市民

と行政との間のコーディネート、それから、大きい市民サポート組織になりましたので、その組織の運営に関す

る部分で運営委員会あるいは三役会、あるいはグループ会議等が随時開催をされておりますので、その日程調整
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等、あるいは、えんぱーくらぶ内の情報の共有の通信の発行等の業務を行っていただいております。以上です。 

○鈴木明子委員 相当多方面というか、多岐にわたる仕事に携わっている方だと思いますけど、何か特別そうい

う経験を積まれた方を採用しているとか、そういうことはどういうふうに。 

○市民活動支援課長 前職のほうは、生涯学習部のほうの生涯学習のほうの嘱託をしていただいていた職員、嘱

託職員でしたので、そういう部分で団体等の調整等に関する部分はノウハウをお持ちだったと聞いております。

あと、協働コーディネーターと言いますか、そういう研修会等が開かれた場合につきましては、例えば県の生涯

学習センター等ですね、そういうところには出席、参加をしていただいて、ＯＪＴも含めてそういう研修をして

スキルアップを図っていただいているところです。以上です。 

○委員長 済みません、関連ですけれども、交流センターの建設当初から言われている公設民営化をゆくゆく目

指していきたいということだったと思うんですけれども、その市民が主に中心になっていて運営をしていくとい

うところの最初の部分が、この協働のまちづくり事業のコーディネーター、今の説明をしていただいた方たちが、

今後中心になっていくというようなとらえ方でいいわけですか。 

○市民活動支援課長 それは、委員長申されたように、市民交流センター運営管理方針の中で、塩尻市の市民交

流センターにおきましては、公設民営ではなくて、公設市民営を将来的に目指すという形をうたっておりますの

で、そこに関しまして、市民の方々の運営能力ですね、あるいはノウハウ、経験等を行政と協働しながら、どこ

までが運営できるのかできないのかというところを、昨年７月末開館したばかりですので、その辺を市民の皆さ

んと話し合いながら、今後どういう形につくっていくかということも含めて検討をしていくというところになり

ます。ですので、来年即その市民サポート組織がここの部分を運営をするという形の中での公設市民営という姿

は、なかなかまだ現実的には見えない状態ですけども、それを塩尻市としては新しい公共施設を目指すために模

索をしている最中という形です。以上です。 

○委員長 その将来的な姿、一応目標の年度、まだ始まったばかりということですけれども、いつごろをめどに

一応目指してやっていらっしゃるかということを、中長期的に見てどのようなお考えなのか。今スタートしたば

かりということで、様子も見ながらだと思うんですけれど、その辺ちょっとお聞かせください。 

○市民交流センター長 今、委員長のほうからもお話ございましたが、実はオープンする前もですね、こういう

準備会というような形で市民の皆さんからキャッチボールを進めてきました。いろいろ、まずイメージとしてあ

るものはあるんですが、実際やってみると難しいということが幾つもございます。そういったことをですね、オ

ープン前、オープン後、市民の皆さんとキャッチボールをしながらここまで来ております。運営管理方針の中で

はですね、将来的にということで、市民の皆さんと段階を踏む中でですね、目指すところは公設市民営でござい

ますのでその方向に行くわけなんですが、どこまでというところはですね、まだお互いがやる中で着地点を時期

を見出しながらですね、ステップを踏んで行きたいと。こういったことが基本的な考え方ですので、今の段階で

は、いつということはちょっとまだ、申しわけないですが。 

○中原巳年男委員 １１５ページの備品購入費ですが、これ、業者的に市内業者が入っている部分なのか、市内

業者では対応できないようなものだったのかというのは、どんな感じなんでしょうか。 

○総務課長 先ほどの説明でですね、平成２１年の９月に財産取得の議決をお願いしましたというふうに申し上

げた部分の件で言いますと、その時４つお願いしておりまして、平成２１年に支払いの済んでいる分が７，００
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０万円ありまして、残っている分の６，０００万円がここで運営事業の分で支払われておりますが、これはすべ

て市内業者で、４つの業者さんになりますがそれぞれ行われております。それから、そこで拾いきれないものが

当然ありましたので、それ以外のものについて最後の３，８００万円で対応しておりますが、これは原則的に私

ども、購入に当たっては市内業者優先という原則を持っておりますので、会計課と相談する中で市内で購入でき

るものはいたしますし、市内では扱えないものについては市外からということで、特に購入に関して特別なもの

はなかったので、そのように対応しております。 

○副委員長 済みません、戻ります。１１３ページの先ほど金子委員の聞かれた、市民で活かそうえんぱーく実

行委員会負担金の件なんですけど、この５団体はどのようにして選出をされたのか。公募だったのか、それとも

手を挙げたところが５団体だけだったのか、それか、幾つかある中から選ればれたのか、それはどなたがどうい

う基準で選んだのか。負担金なので総事業費の何パーセントかを負担しているのか、１００％なのかを教えてく

ださい。何パーセントいうのは、例えばこども劇場に関しての総事業費の何パーセントを負担されたのか、教え

てください。 

○市民活動支援課長 市民で活かそうえんぱーく実行委員会の立ち上げに関しましては、平成２１年度に市民活

動団体のほうから総事業で２４件ほどの提案をいただきまして、その中を精査をさせていただきまして平成２２

年度の予算計上として、市負担金の部分で１００万円を盛らせていただきました。その中で、先ほど事業につき

ましては、予算査定の中で具体的な部分を出しましてこの負担金になったという経過でございます。 

各団体等の負担部分ですけれども、総事業費が当初予算額で１１５万５，０００円になりまして、決算額でこ

の数字になっております。ですから、事業者の負担金、まあ参加者の負担金等ですね、事業によっては参加費を

取ってやっている事業ですので、その事業が事業費、参加者負担金等が、決算額でいきますと６万８，５２９円

ということと、あと、当然負担金で支出しておりますので、その実行委員会の預金利息１７円というものがあり

ますけれども、その中で決算をしていただいたという形になります。 

○副委員長 総事業費でおっしゃっていただいたので、例えばこども劇場に関しては、その時の１事業に対して

何パーセントの負担をしたか教えてください。 

○市民活動支援課長 これは参加者負担金を取っている事業と、あと、事業者負担金の部分があります。今、手

元に細かい資料がなくて申しわけないので、後ほど資料を出させていただきます。 

○副委員長 ありがとうございます。 

○永田公由委員 えんぱーくはあれですか、ガラスのひび割れ以来ですね、建物自体に不具合はないですか。 

○総務課長 ないと思っております。 

○永田公由委員 それともう１点ね、いわゆる組合から寄贈された１階のスペース部分ね、空いているところ、

あれについては何か活用策っていうのは出てきてますか。 

○総務課長 申しわけありません、それは経済部商工のほうで今対応しておりまして、ちょっと私どものほうと

は連絡取り合っておりません。申しわけありません。 

○副市長 承知している限りでお答えしますけども、今、まちづくり会社、新しいまちづくり会社を出資を募っ

ておるようでございますので、基本的には市のほうからそこへお貸せをするなり、委託をするなりして、今、業

者をそちらのほうで募集をかけて探しているようでございます。数社、飲食関係でございますけれども、当たり



 10 

があると言いますかね、そういうふうなことを聞いております。 

○金子勝寿委員 ちょっと全般的ですが、図書館は閉館時間１時間ぐらい削ったのかな、どうなんですか。 

○総務課長 今回の説明の話の中で、図書館の閉館時間を午後８時から７時に、１時間短縮してございますが、

９月いっぱいで一応終了する予定でございます。もとへ戻すという。 

○金子勝寿委員 いわゆる社会人向けの利用ということも含めて、いわゆる開館時間のお話、午後８時まで延ば

したことがあるんですけど、その辺、利用者の実態とかはつかんでいますか。例えば午後６時以降は、平均日時

で開館中はどのくらい来るとか。職員配置も、人件費とかでもいろいろその辺見ていかないと、１年なので、ち

ょうどローリングするいい時期だと思うんですが、いかがでしょうか。 

○市民交流センター長 実は、この節電のですね、対応を考える時にちょっと調べましてですね、午後７時から

８時が大体利用者のですね、４％から５％を占めておりまして、ちょっと市民の皆さんに御不便をおかけすると

いうことでございますが、その高い低いございますが、判断させていただいて１時間少なくさせていただいたこ

ともありますので、そんな状況でございます。 

○金子勝寿委員 じゃあ、当分また復活したらそのまま午後８時まで。 

○市民交流センター長 運営管理方針の中でもですね、図書館は知のインフラだということがございますので、

基本的にはその午後８時という時間で考えております。 

○金子勝寿委員 あと、全般的な話で、これは市民の方から大分言われたんですが、いわゆる午後９時まで、た

しか３階部分はあいておりますよね、午後１０時までね。高校生、男女いろいろ夜そんな話もあるものですから、

その辺、要するに死角が多い、壁柱構造で多いところということで、市民の方から大分そんな、ちょっとどうな

のという話を聞いたんです。その辺、対策。見守りをふやしたとか、その辺を講じているのかどうなのか、実態

を、もし把握しているかどうかから話を、含めてちょっと説明をいただきたいと思います。 

○総務課長 実態と言いますか、若い子が多く、おかげさまで来ている施設になっておりますので、男女そろっ

て来るということはあります。ちょっと物陰といっても、具体的にはですね、トイレとかそういうところになる

かと思いますけど、そういうところへ入り込むというのは、別にえんぱーくだけじゃない、総合文化センター等々

でもよく起きている。よくでもないですが、たまに起きることなんですが、基本的には見回りをふやす、あるい

は声をかけるということが基本だと考えておりますので、警備員さんとですね、それから私たちと、それからえ

んぱーくらぶの皆さんに見回りボランティアということをやっていただいておりまして、この三者で緩急つけな

がら声をかけ、見回るということをしております。 

○金子勝寿委員 細かいことですが、どのくらいのスパンで、例えば１時間なのか、３０分なのか、その辺のル

ールはどうなっていますか。 

○総務課長 警備員さんは１時間以内で回るようにしています。その間を私たちが回っております。 

○中原巳年男委員 １０９ページの犯罪被害者支援センター負担金というのがあるんですが、この犯罪被害者支

援センターというのはどういう組織で、この負担金を負担している自治体というのはどの辺のところ、中信地区

なのか松本広域なのか、その辺についてはどうですか。 

○男女共同参画・人権課長 担当の係長から。 

○人権係長 犯罪被害者の支援センターにつきまして説明をさせていただきます。こちらの団体はＮＰＯ団体で



 11 

ございまして、主に犯罪被害者の方につきまして電話の相談だけではなくて、犯罪を受けることによってストレ

スを受けた方につきまして、実際に付き添い、病院とか警察の付き添いをしております。負担金につきましては、

県内のほとんどの市がこの趣旨に賛同させていただきまして、負担金を出しております。また、県のほうからも

補助金が出ている団体でございます。以上でございます。 

○中原巳年男委員 この支援センターっていうのは、県内に何カ所かあるわけですか。 

○人権係長 県内に１カ所でございます。長野市にございます。 

○中原巳年男委員 それで、利用率というか、件数というか、実際の活動に見合うだけの負担になっているのか

どうか。 

○男女共同参画・人権課長 こちらの主な事業は、広報活動と、あと被害者支援事業、それから支援員の育成事

業という、大きな３つの事業を行っているところでございまして、広報活動につきましては県内各地で各自治体

と共同してポスターというか、あるいはチラシ配布、そういった活動、あと、広報紙の発行等を行っております。

被害者の支援事業の内容としましては相談事業ですね。電話の相談活動、あるいは面接相談、それからですね、

あと具体的にですね、被害者の支援ということがございます。裁判所での手続き等を処理を行ったりとか、そう

いった実務、そういったことも活動内容としてやってますけれども。こういったものはボランティアの方たちに

よるものが多いということで、そのボランティアの育成ということで研修会等、そういったものも頻繁に行われ

ているという内容でございます。 

○中原巳年男委員 この犯罪被害者支援センターというもの自体の、そのものの広報とか、そういうのがあまり

知られていないんじゃないかなという気がしますので、せっかくそういう組織があって、それで県内の各自治体、

あるいは県のほうで負担金を出して運営しているということであれば、もっと県民に知られるような方策という

ものを、何か講じていくということを要望しておきますんで、何らかの方法を考えていただきたいと思います。 

○委員長 では、要望ということでいいですね。 

○鈴木明子委員 市民交流センターの家具・調度のことなんですけれども、具体的に言いますと、イベントホー

ルですかね、５階の、すごいいすが重くてね、ものすごく使いづらいし座りにくいという声があるんですけど。

それは一つの例ですが、調えた家具・調度について使っている中でね、いろいろ不具合とか声とかもあるんでは

ないかと思うんですけど、そういう見直しやなんかについては、何か検討されていますか。 

○総務課長 イベントホールの机は確かにですね、当初あんなにあっちへ動かしたり、こっちへ動かしたりと想

定もしてなかったんですが、私も重いとは思っております。ちょっと検討という意味で言いますと、始まったば

かりで、今それをかえるとかですね、ちょっとそこまではまだしにくいのかなというふうに思っておりまして、

もうちょっと皆さんの声を聞きながら考えてまいりたいとは思っております。 

○鈴木明子委員 まあちょっと、やっぱり愛される施設にするには、そういった点もきめ細かに見ていったほう

がいいんじゃないかなっていうふうに思います。準備したりするのに、年寄りじゃとてもできないっていう声も

あります。 

○委員長 じゃあ、要望でいいですか。 

○鈴木明子委員 はい。 

○委員長 次、ございますか。いいですか。なければ次に進みます。次、民生費について説明を求めます。 
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○福祉課長 それでは１３４、１３５ページをお願いいたします。３款民生費第１項の社会福祉費１目の社会福

祉総務費からお願いいたします。あわせまして決算説明資料の４０ページからをあわせてお願いしたいと思いま

す。委員報酬からお願いしたいと思います。委員報酬の福祉委員報酬ですけども、民生委員１５９人を福祉委員

として委嘱しております。地域福祉の向上のために活動をお願いしているところですが、その方々への報酬とい

うことになります。１２月から新たに１６０人の方、任期が満了したということで１６０人の民生委員の方々に

交付しているものです。 

次、１３７ページをお願いいたします。その黒ポツの一番上ですけども、民生委員協議会活動補助金４７８万

２，０００円ですけども、これは民生委員の活動を支援するもので部会だとか地区の活動費、それと、県民協の

負担金、また地域活動費の費用弁償等に充ててほしいということで補助しているものです。それからずっと下に

下がりまして、８つ目にあります民生委員活動費等交付金ですけれども、１，０２４万円というのがあるんです

けれども、これは県からの委託金でして、同額が歳入となっていまして入ってきたものが、これを全額それぞれ

の活動費ということで交付しているものです。民生委員さんですけども、資料にもありますとおり、１年間の相

談・支援の回数ですけれども、延べ４，２９１件で、平均して一人２７件の相談・支援を行いまして、活動日数

では２万９，２８２日、一人平均して１８３日の活動をしていただいております。次に、楢川の外出支援事業補

助金４１２万円ですけども、これは、公共交通機関の利用が困難な楢川地域におきまして高齢者及び障害者の通

院等、外出の利便を図り、社会参加に貢献するものです。それと、地域福祉の向上に寄与するためにＮＰＯ法人

ビレッジならかわが実施しています過疎地の有償運送に対して補助しているものです。 

次の地域福祉推進事業ですけれども、これ、ほぼ中ごろにありますけども、地域ささえあい事業委託金１，６

２２万６，０００円ですけども、これは、社協の暮らしの安心サービスの一環、ご近所支え合いマップづくり事

業の推進、それと地域自主グループの活動育成事業等に対しての委託料で、その主なものが人件費等に充てられ

るものです。その下のＮＰＯ法人等の活動補助金６０万円ですけども、これは心身障害者福祉事業補助金交付要

綱というものがありまして、これに基づきまして、ＣｏＣｏ、ここは移動支援だとか居宅介護をやっている事業

所ですけども、ここと、てくてく、グループホームですけども、これに対して５年間を限度に家賃や地代の２分

の１、上限２万５，０００円ですけども、これを限度に補助しているものです。次の社会福祉協議会本来事業推

進補助金１，９６６万７，０００円余ですけども、これは社会福祉協議会の活動の充実だとか、福祉意識の高揚

を図るための広報啓発などの事業に携わっています、総務に関係する職員の人件費の８人分及び事務費です。こ

れにつきましては、介護保険事業との按分によって補助をしているところです。次のボランティアセンター事業

補助金１，２１６万８，０００円余ですけども、これはボランティア活動の充実に向けまして行政研修の開催だ

とか、ボランティア体験を通じた福祉教育講座の開催、それの講師の謝礼、そのほか、ボランティアセンターの

運営のための職員の人件費等に充てられます。ボランティア登録状況は、災害ボランティアを含めると、１７６

団体、５，４８２人ということになっております。その下のしあわせネットワーク事業補助金２，１５１万２，

０００円余ですけども、これは福祉委員や福祉協力員が社協の事業を実施する際の活動経費だとか、地区で行わ

れています、ふれあい食事サービス、それと元気づくり事業等の地域活動の推進にかかわるものに対しての補助

をしたものです。 

その下の白丸ですけども、第１３回塩尻市戦没者追悼式は、３年に１回、塩尻戦没者追悼式を挙行するわけで
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すけども、昨年の１１月１７日に挙行した、その費用に当たるものです。 

その下の白丸、ふれあいセンター施設維持費ですけども、これはふれあいセンター洗馬の指定管理料です。３，

７３８万１，０００円が主なものです。ふれあいセンター洗馬では、年間延べ利用人数が６万７，４９９人です。

一日平均２５５人に利用をしていただいているところです。 

次の障害者福祉費の障害者福祉事業をお願いいたします。これは１３９ページをお願いしたいと思います。５

つ目の黒ポツですけども、そこに障害者福祉センター指定管理委託料、次の精神障害者授産施設指定管理委託料

がありますけども、これは社会福祉協議会に管理を委託しています障害者福祉センターすみれの丘、精神障害者

授産施設そよかぜの管理委託が主なものです。その下の地域活動支援センター事業運営委託料２，３１５万円余

ですけども、これは市内にあります市の共同作業所というものがあります。宗賀の共同作業所がＮＰＯ法人マシ

ュマロに、また楢川共同作業所がありますけども、これはＮＰＯ法人ビレッジならかわに委託していますが、こ

の委託料が主なものとなります。その下の障害者相談支援事業等委託料９５９万５，０００円ですけども、これ

は松本市、塩尻市、安曇野市ほか、松本圏域の８市村が構成メンバーとなりまして、松本障害保健福祉圏域自立

支援協議会というものを設置しております。この自立支援協議会では、相談支援事業を圏域内の法人に委託して

おりまして、中核となる障害者総合相談支援センターというものを松本市、安曇野市、塩尻市に設置してありま

す。ここでコーディネーター、プランナーが初期の相談の窓口となっておりますが、サービス利用計画の策定に

より継続的な個別支援を行っているものです。昨年の１０月ですけども、保健福祉センターに、社協の隣ですけ

ども、ここに障害者総合相談支援センター、ボイスというものが設置されました。ここは、６カ月間で１，３２

７件の多くの相談を受けているということでございます。その下少しいきまして、グループホーム施設整備補助

金ですけども、６６６万６，０００円ですが、これはＮＰＯ法人フルサポート塩尻が設置します第二ほたるの家、

場所ですけども、角前工業団地、昔で言いますとサンプラザ塩尻といいますか、昔のドライブイン塩尻があるか

と思うんですけども、あの北東のところに建てた施設があるんですけれども、そこの設置に当たりまして、県の

補助金が２，０００万円ありました。これを除いた３分の２、６６６万６，０００円を補助したものです。黒ポ

ツでその２つ下になりますけども、地域活動支援センター事業運営補助金６３１万２，０００円ですけども、こ

れは心身障害者福祉事業補助金の交付要綱に基づきまして、フルサポート塩尻、先ほどのほたるの家を建てたと

ころですけども、そこが運営します野村作業所というのがあります。これは、ＧＡＺＡのちょうど東側にあるん

ですけども、そこの野村作業所の運営の一部として補助しているものです。その下の障害者自立支援対策特別対

策事業補助金１，８２２万円ですけども、これは決算書の説明資料の４０ページにありますように、障害者自立

支援法の施行に伴いまして、事業運営の安定化、新法への移行を円滑に進めること及び障害者等への負担軽減を

図ることを目的にしまして、県の補助金による事業を行ったものです。事業内容はそこにありますとおり、事業

運営安定化事業、通所サービス等利用促進事業ほかがあがっております。その下の地域生活支援事業給付費５，

０７６万円余ですけども、これは、障害者が地域の生活を送るために必要な訪問入浴というのがあります。訪問

入浴では７９９件が利用していただいております。これが７９８万円。それと、介護者の就労支援や一時的な休

息のために、障害者の日中における活動の場を提供しますが、日中一時支援、これが月３６人、延べ３０９人に

方に利用していただいて、これが１，６６２万円。それと円滑に外出できるよう移動を支援する移動支援事業と

いうものがあります。これは月５６人、延べ６７４人の方に利用していただき、２，２９５万円にかかる給付費
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となっております。昨年比では、２５０万円の増となっております。 

 その下の障害者福祉施設費ですけども、障害者が更生施設だとか授産施設等へ入所、通所することによりまし

て、日中活動の場の確保と機能訓練、作業訓練を行っています。身体障害者福祉施設費負担金は、ささらの里建

設費の負担金３００万円と上松荘の建設負担金となります。その下の身体障害者施設訓練等給付費５９０万円余

ですけれども、これは幸泉園だとかハートフル五明に本市から入所しています２人分の給付費となります。次の

ページをお願いします。１４１ページの一番上ですけども、知的障害者施設訓練等給付費１億３，８００万円余

ですけれども、これは、西駒郷だとか四賀アイ・アイほか１０施設、それと、すみれの丘ほか２施設に通所して

いる児とか者の生活訓練だとか職業訓練の給付費となります。 

 その下の障害者援護事業ですけども、これは総額で７，３９０万円余になりますけども、このものですけども、

障害児の福祉手当というものがあります。これは２０歳以上で在宅の重度障害者に対して月額１万４，３８０円

を給付するもので、延べ２６８人に給付したものでございます。次の特別障害者手当ですけれども、これは常時

介護を要する２０歳以上の在宅の重度障害者を対象にしまして月額２万６，４４０円ですけども、１，２４６人

の方に給付したものです。その下の重度心身障害者福祉年金ですけども、心身に重度の障害がある市民税非課税

の方を対象にしまして、２０歳未満は月額４，０００円、２０歳以上が月額３，０００円を給付したもので、延

べ１万１，４９９人に給付をしたものです。 

その下の障害者福祉扶助費は、総額では４億６９９万円余ですけども、昨年が３億７８１万円余でしたので、

およそ１億円の増ということになっておるものです。この事業ですけれども、障害者の児・者に対しましての補

装具だとか日常生活用品の給付、障害福祉サービスの提供及び各種助成を行ったものです。決算説明資料では４

１ページに記載してございます。更生医療給付金ですけども、これは、身体障害者手帳の交付を受けている１８

歳以上の方が、その障害を軽くしたり、取り除いたりしたりして日常生活を容易にするための医療費の給付とい

うことです。主なものでは、例えばペースメーカーの埋め込みだとか、人工関節を入れかえたりだとか、人工透

析、また、心臓手術等を行う時の給付を行うもので、２０３件、３，０４６万円余を給付したものです。その下

のですね、障害福祉サービス給付費。これは３億３，７１２万円余ですけども、これは障害福祉サービスを給付

しまして障害者の生活を支援するものです。家庭などで利用できる訪問系のサービス、それと入所施設などでの

昼間利用できる日中系の活動のサービス、それと施設入所して利用できる居住系のサービス等がありまして、そ

れぞれのサービスを組み合わせて、それぞれの者に適したサービスを給付しているものです。これは、利用者の

負担軽減というものがなされました。それとあわせて今、新体系ということで、先ほどの旧法の施設から新しい

施設に入ったら、新法になった時の給付費等に変わるんですけども、そのことによりまして平成２１年度より、

この事業につきましては８，５００万円の増額となっているところです。その内容ですけども、国ではちょうど

平成２２年の４月からですけども、障害者及び配偶者又は障害者の親が非課税世帯の場合は、障害福祉サービス

のほか、補装具にかかる利用者負担制度、これが今まで１割としていたものを徐々に減らしてきまして、これを

無料としたところです。それとあわせて、これまで大門のマシュマロ作業所というのがあったんですけども、こ

れが地域活動支援センターというものだったんですけども、これが、給付費のほうの範疇に入ります就労継続支

援Ｂ型に移行したということがありまして、利用者だとか金額が伸びたものです。 

次の障害者にやさしいまちづくり事業ですけども、これは、聴覚障害者の日常生活におけるコミュニケーショ
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ンの確保のために福祉課の窓口に常駐しています手話通訳者の報酬だとか、また、市に登録している方々が、聴

覚に障害のある方がそれぞれ病院だとか、地域活動でどうしても手話の通訳者を派遣してほしいという時に派遣

します通訳者また要約筆記の派遣の費用となっております。 

次の老人福祉費も進んでいいでしょうか。 

○委員長 ここで休憩をしますので、お願いいたします。１０分間休憩を取りますのでお願いいたします。 

午前１１時０７分 休憩 

      

午前１１時１７分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解きまして、ただいま説明を受けたところまでの質疑を行います。委員より御質問

はありますか。 

 済みません、その前に。 

○活動支援担当係長 先ほどのこども劇場の事業の負担金に占める割合ですとか、総事業費についてお答えさせ

ていただきます。総事業費は２５万５，５１９円でした。負担金の決定額につきましては、２１万２，０１９円、

その差額が４万３，５００円ですけれども、こちらはチケットが参加者の負担金ということで、５００円のチケ

ットが８７枚分ということで、市のほうから、市の負担金からは２１万２，０１９円ということで１００万円に

占める割合にしましては、２１．２％ほどということでございます。 

○副委員長 ありがとうございます。 

○森川雄三委員 １３７ページね、ふれあいセンター洗馬の指定管理者の関係なんだが、毎年何となく少しだが

上がってきている。指定管理者委託の場面で、いわゆる委託料が下がるってことはあり得ないのか。その点、例

えば上がってきたというのは、なんでか、その点はいかがです。 

○福祉課長 昨年より上がった内容ですけども、毎年、委託料については水道光熱費については、最終に精算を

しましょうということになっております。それで、水道光熱費、去年はちょうど、昨年より若干多かったという

ことがありまして、この金額ということになっております。原則的については一定で、それプラス光熱費だけは

協議して、余ったら返してくださいというふうにお願いしているものです。 

○森川雄三委員 ことしから入浴代を取るようになったよね。そうなると、さらに委託料が下がってもいいと思

うんだが、そこら、今年度予算はどんな感じ、具体的には。これはわからん。 

○福祉課長 委託料につきましては、この金額においているんですけども、最終的にやはり入浴者、利用者がど

のくらいあるかわからないということで、その分については、燃料代含めて３年間は精算を実施するということ

で協定を結んでいます。 

○森川雄三委員 いわゆる福祉施設の中期ビジョンっていう中でね、この間も３つの施設、３圏域というか、の

中で、今度、桔梗荘の跡地へっていう場面ですけどね、その３つの施設を、確かに圏域を分けるは結構なんだけ

れども、その利用地域によってはなかなかその施設へ利用できないという地域がかなり多いと思うんだよね。い

わゆる、例えば楢川を例に取れば、前にも申し上げたように、ふれあいセンターまで行くかって言って行ったら、

それこそ数パーセント、数人の利用であるという形の中では、本当に福祉施設としての体をなしているかって言

ったら、何となく寂しさは受けるわけなんですよ。そこから、そういった中期ビジョンのみを、計画を見た時に



 16 

ですね、やはりもっと小さな中間施設というか、そういうようなものを各所に設けるような思いというか、施策

というか、そういった点はいかがですかね。 

○福祉課長 やはり、これから高齢者がどんどんふえていく中で、どのようにしていけばいいのかということが

一番課題になると思います。また、あわせてこれまでどおり右肩上がりじゃない中で、どうやってこれからその

経費を捻出していくのかというようなことも、いろいろ課題があると思います。その中で、老人福祉センターが

この形態でいいのか、また、ほかの施設を、例えば公民館利用だとか、総合的に考えた中で、高齢者がどのよう

な活動をする中で自分の生きがいを持って、また楽しく生きていくことができるのかというようなことを、これ

からも考えた中で、中長期ビジョンの細部のまとめといいますか、そういうものを考えていきたいというように

考えているんですけども、やはり施設的には、これ以上細かいものをつくるのは難しい時代であるかなというふ

うに考えております。 

○森川雄三委員 また楢川を例に取っちゃいけないだけども、例えばならい荘がありますよね、現在、株式会社

で行っているわけですけれども、決算見たところが、今年度はちょっと赤字だというような話になっている。と

ころが、内容を見ますと、各地の敬老会で、ならい荘を利用されてるというような場面も結構見えますしね。だ

から、ああいった施設が、この塩尻市にはほとんどないですよね。ほとんどないって、まずないと言って等しい

と思うんですよ。あそこら辺を、これから市が手を入れていけということに最終的にはなるわけだけれども、福

祉施設としての利用といった点も考えていただけたらいかがかなと思うわけだし、設備もうんともう老朽化しと

るもんでね、なかなかこれは難しさがあるんですけれども、そんな思いというものはどうですかね。ここら辺、

副市長あたりにもお聞きしなきゃいけないとは思うんだが、その点どうですかね。 

○副市長 ならい荘ですけども、民間、施設は市のもの、市がつくって民間の、民間と言いますか、市が７割以

上出資をしている第三セクターがですね、運営をしているということでございます。年間で大体五、六千万。今、

今年度はちょっと５，０００万円を切って４，０００万円くらいのですね、売り上げを上げて１５０万円ぐらい

な赤字が出てるようなところで、まあかつかつ運営をしておりますけれども、前々からの累積赤字もございます

のでなかなか経営的には苦しい。しかも、委員おっしゃるように、設備も老朽化してきておりますので、それな

りの手当をしていかなきゃいけないということで、基本的には、ああいう宿泊施設の将来っていうのはなかなか、

今の状態で経営をしていくのはなかなか難しいなという感じは持っております。したがいまして、どういう形で

存続をさせていくのか、あるいは、場合によったらですね、いわゆるああいう宿泊施設というか旅館業みたいな

ものをですね、形態的に廃止をして違う目的に転換をしていくということも一つの方法であろうかなというふう

に思っておりますので、いずれにせよ、全体の状況がこれ以上悪くならない段階でですね、手を打っていくとい

うことが一つだろうというふうに思っておりますので、庁内でもしっかり検討させていただきたい。委員の御提

案がありました福祉施設の用途というのも視野に入れながらですね、検討させていただきたいと、こんなふうに

考えております。 

○森川雄三委員 ぜひ検討していただきたいと思うんですけども、その福祉って言うとですね、なかなか言いに

くいんだけども、手厚く当然やっていきたいというのが行政であるし、市の一つのそれがシンボルというような

形になっていくのかもしれないが、福祉だからすべて無料でどういったものも利用できるとかですね、果たして

これが本当に公共の福祉なのかって考えるとですね、ちょっとやっぱり疑問も感じる点があるんですよね。やは
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り受益者負担というか、利用される方々に少しでも負担をいただけるような、そういう方向が取れないものか。

その辺は非常に難しいとは思うんですけれども、あまり福祉福祉といって踏み込んでいきますとね、これは、そ

れこそ財政にかなり影響してくる問題になってくるんじゃなかろうかと思うんですけどね。そこら辺もぜひ、こ

れは要望じゃないけれども、検討していくべきではなかろうかと提案をさせていただくということにしておきま

しょう。 

○副市長 御提案承りましたので、しっかり検討をさせていただきますが、市と言いますか、私としましてはで

すね、恐らく５０年足らずのうちに、人口の３０％が６５歳以上のいわゆる高齢者というふうに言われている方々

の人口がふえてくるということになりますと、そういう中で、その方々を画一的に扱っていくということはなか

なかできにくいであろうと。しかもそれは、元気なお年寄りをきちんと生き生きとして生活ができて、しかも社

会参加できるようなことが一番望ましいわけでございますので、そういう施策。それからもう一つは、本当に介

護が必要な老人を、高齢者をどうやってケアをしていくかというふうな二面性からですね、考えなきゃいかんな

というふうに思っております。したがいまして、今、本会議でも出ておりますけども、ふれあいセンターのあり

方、それから特に入浴施設等のあり方についてですね、これは本当に必要なものなのかどうなのか、市がやらな

きゃいけないものなのか、あるいは、市がやったとするならですね、きちんと一定の負担を求めていくというこ

ともある程度は必要だというふうに考えておりますので、その辺も総合的にですね、都市計画の中で全部は網羅

できないかもしれませんけれど、しっかり議論をさせていただいて、いい方向に進んでいきたいなと考えており

ます。 

○鈴木明子委員 何点かあるんですけど、とりあえず、１３７ページの楢川の外出支援事業補助金というのがあ

りまして、４００万円ほどが使われているわけですが、これはどういう方が対象になっている事業で、具体的に

はどんなふうに運営されているのか。 

○福祉課長 この事業ですけども、６５歳以上のお一人暮らしの方、それと高齢者世帯、それと心身に障害を持

つ方が対象になります。あわせまして、家族だとか御自身が交通の手段、車だとかそういうものがない方が登録

していただくということになります。登録していただくのは、今１０２人の方が登録をしています。稼働車両が

４台ありまして、予約制を取りまして、それによりそれぞれの場所へ移動する時に乗せていってもらうというこ

とになります。この中で、楢川の地区内では、１回片道ですけども２００円、それと木祖村は５００円、それと

塩尻だとか木曽町は１，０００円、市内を越えた隣接の市町村は１，５００円をその都度いただいてということ

になります。 

 その関係なんですけども、収入では、この補助金４１２万円、それと利用者からの利用料、それと年会費とし

て６，０００円を出すことになってます。これの、合わせて５５４万円となります。その支出なんですけども、

人件費と言いますか、ドライバーさんの人件費、それと車両修繕だとか保険だとか、そのようなものに充てられ

るということになっています。延べ利用者数ですけども、１，４６６人いました。それと、運行日数というのが

２９７日というのが、昨年の実績です。以上でございます。 

○鈴木明子委員 そうしますと、さっきの森川委員の質問と合わせますと、例えば、ふれあいセンター洗馬へ行

きたいっていう時には、１，０００円負担して、交通費をかけて行くっていうことになりますか。 

○福祉課長 元気な方は、できましたら振興バスに乗っていただいて、これは当然６５歳以上の独居だとか、そ



 18 

れぞれ介護認定を受けてる方が主になりますので、ほとんど自分では自力で動くことがあまり達成できない、そ

ういう方が主になります。ですので、お医者さんに行く時だとか、主は塩尻市内のお医者さんだとか、木曽病院

へ行ったりだとか、そのような方の利用が多い、というふうになっています。 

○鈴木明子委員 とても、さっきの話との関連で、負担が大きいなあっていう印象で、年会費もあって１回ごと

にもこれだけ自己負担があってというので、それでもないよりはいい制度だろうとは思うんですけども。楢川以

外のところのね、タクシー利用補助券みたいな性格かなっていうふうに思うんですけども、ちょっとこう、随分

聞いてみたら違うので。ちょっと勉強させてもらいます。 

○中原巳年男委員 実際に楢川地区の人たちが、非常にサービス低下になって使いにくくなったっていう話があ

るんですよね、これについて。当初、デマンド方式みたいな形でというようなことだったみたいなんですが、ち

ょっとその辺のところで、例えば通院するにしても、同じ日に同じ病院へ何人かまとまって行くとかいうような

ことをして、少しでも安くできないのかなという、そういう話はちょこちょことあるんですけど、その辺につい

てはどうでしょうか。 

○福祉課長 今のおっしゃったように、この外出支援の関係ですけど、全部予約制になっています。予約制にな

って、今おっしゃったように、例えば同じ方面に行くとか、というふうに乗り合いで行っていただくというのが

原則になっています。ですので、今おっしゃったように病院に一緒に行きたいだとか、で、そこで待っててもら

って一緒に帰ってくるとか、そのように利用していただいているものなのです。 

○中原巳年男委員 その辺のところが、予約を受けているほうで調整ができないかなということなんですよ。例

えば、きょうとあしたと、同じ病院へ、きょう２人行って、あした１人行くんだったら、例えばきょうかあした

に３人まとめていくような形にして、少しでも経費を安くして負担を減らせないかなっていう。病院に行く人た

ちは、それ、わからないんですよね。予約を受けてるほうは、それがわかるんですよね。だから、例えば買い物

に行くにしても、じゃあ毎週火曜日と木曜日に買い物にみんなで行こうよというふうにして、まとめて買い物に

出ることで、１回当たりの利用者数をふやすことで少しでも料金を下げられないかとか、もうちょっと運営の仕

方を検討してみてもらえればと思うんですけど、どうですか。 

○福祉課長 今おっしゃったように、買い物等はそれぞれまとまって行けば、皆さんもうまくできるかなと思い

ます。また、病院の関係はそれぞれ診療日というのが関係するかと思いますけども、またビレッジならかわさん

とよく相談させていただいて、なるべく経費を抑える形でうまくできないかということを相談させていただきた

いと思います。 

○中原巳年男委員 それともう１点、ここの委員会とは関係なくなっちゃうんだけど、さっき振興バスを使えば

という話があったんだけど、楢川線で塩尻まで来て洗馬線に乗り換えると、往復で４００円かかるんですよね。

だから、その辺のところの乗り継ぎとかそういうのも、もし何らかの形を考えてほしいって前々から言ってるの

はそういうことで、振興バスで行ってっていうと、市内だと５００円ですか、１回。塩尻へ来る場合。 

○鈴木明子委員 ううん、１，０００円。 

○中原巳年男委員 １，０００円か。片道１，０００円、そうすると往復２，０００円だよね。そうすると、無

理はあるけど振興バスを使えっていうと、乗り継げば４００円かかるんだよね。それで、その振興バスのあると

ころまで、仮にこの利用をしたとすれば、結構な金額になっちゃうんだよね。先ほど森川委員の言ったように、
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地域で３つというのはわかるけど、実際に利用は非常にしにくい状況になるんじゃないかなというふうに思うん

で、ちょっとここの委員会とはちょっと外れちゃう部分もあるんだけど、利用しやすい交通手段ってものをちょ

っと考えてもらいたいんです。これは答えはいいです。 

○永田公由委員 関連で。やってやるにこしたことはないんだけどさ、すべて金は税金でやってることだもんで

ね、ある程度、我慢もしてもらわなきゃいけないこともあるし、これ、村時代とどういうふうに違うわけ、じゃ

あ。これは村時代からやってることでしょう。で、市になって、どこがいけなくなって、どこがよくなったかっ

ていう、そういう説明もしてもらわんとさ。 

○福祉課長 この事業ですけども、合併以前は、市内で社協さんの車両をそのままビレッジさんに貸与すると言

いますか、譲渡する形で始まって、合併当初からとは変わってはいない事業でございます。 

○永田公由委員 変わってないってことだね。だから、楢川旧村の人たちが、サービス低下になってるって、今、

中原委員は言うんだけど、どういう点でサービス低下になっているんだろう。聞いてる、そういうことは。 

○中原巳年男委員 合併前の状況。 

○委員長 現在と合併の前と、どのような点がサービス低下になっているかということで、もしおわかりになり

ましたら。 

○福祉課長 料金体系だとか、予約体系は全部一緒です。ですので、どこが。また、使っている方に、どうした

いのだとか、ビレッジさんを通して聞いてみたいと思います。 

○福祉事業部長 私が聞いておりますのは、タクシー券の助成を受けられないということで、市内の高齢者の方

たちはタクシー券の助成が受けられまして、タクシーの利用ができますけれども、楢川の方たちはタクシー券の

助成が受けられないということは、前々から聞いております。タクシー業者とも何回も話し合いをしましたけれ

ども、やはり事務所をここへ置くことは無理だというようなことやら、また、そういうような観点から、この楢

川の外出支援事業というものがきちっと整備されているので、楢川の皆さんにつきましては、こちらのほうで御

理解いただきたいというお話をしております。また、楢川の元気な高齢者の皆さんは、地域振興バスを使ってす

がのの郷に来て、講座等とても一生懸命やってらっしゃる方もいますし、それからまた、社会福祉センターのほ

うにも行っていただいて、社会福祉センターの利用も十分にしていただいているということも聞いております。 

○副委員長 関連で。この事業なんですけれども、先ほどの御説明で、稼働日数が２９７日で車を４台所有だっ

たんですけど、１台当たりが２９７日、それとも４台でですか。 

○福祉課長 運行日数が２９７日ということです。 

○副委員長 ４台全部。 

○福祉課長 それぞれ個別に動いていてとか、例えば、１日２台の日もあるし、３台の日もあるんですけども、

年間で運行日が２９７日です。 

○副委員長 そうすると、１台当たりは８０日も動いていないと思うんですけれど、４台がいつも動く回数が多

いから、４台を所有しているのか。例えば、経費を少しでも抑えて利用者負担を下げることを考えれば、もし２

台で回しきれるのであれば、２台にしておいたほうが、車両の補修費とかそういういろんな経費がかからないよ

うに思うんですけど。 

○副委員長 この４台ですけども、やはり大きさがそれぞれ違ってまして、大きなものはワンボックスカーでも
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って８人乗りだとか、１０人乗りだとかというのもあります。ですので、それぞれの行く場所だとか、利用形態

によって、この車を使いわけていると。そういうふうに聞いております。 

○森川雄三委員 単純に１台８０日ということじゃないだ。 

○福祉課長 １日に複数動いている日もありますので、１日１台ってわけじゃないです。 

○副委員長 ４台が出る日もあるっていうことですか。 

○福祉課長 はい。 

○副委員長 それは、年間にどのくらいですか。 

○福祉課長 例えば、４月ですと、１２２人の方が利用された。１２２人の方が利用しているものですから、例

えば２６だと、１日４人というふうになるんですけども、それぞれ方向別に行っているので。 

 またビレッジから詳しい資料を取り寄せないと、月刊のとりまとめ等の資料もありますので、それを後ほどま

た、出させていただきたいと思います。 

○委員長 お願いします。ほかにございますか。 

○鈴木明子委員 その下のほうで、地域福祉推進事業の下のほうになりますけど、ＮＰＯ法人の活動補助金とい

うことで、５年を限度に家賃の半額を補助しているというのがありましたけれども、５年を限度にというのは、

どういう見通しに立ってそういう方針になったのか、ちょっと説明してください。 

○福祉課長 このＮＰＯに対しましては、塩尻で事業を興すに当たって初期の補助ということで、５年をおおむ

ねにということで、出したものです。 

○鈴木明子委員 ５年ぐらいたてば収益やなんかも上げられるようになって、家賃も払っていけるようになるだ

ろうっていう、そういう見通しっていう見方ですか。 

○福祉課長 はい、そうです。 

○鈴木明子委員 実態に即して見ていただきたいと思いますが、実際の運営がよくなっていれば、そういう見通

しのもとに５年がたったのでもう終わりですっていうこともあると思うんですけど、中身を見ながらの適切な補

助を行っていただかないと、実際にはそれほど事業が進んでうまくいってないということも、うまくいってると

いうことだけではないと思うものですから、それは具体的な活動を支援ということだものですから、実態を聞い

たり見たりする中で考えていっていただけたらなというふうに思います。意見です。 

○委員長 意見でいいですかね。次、ございますか。 

○金子勝寿委員 ふれあいセンター洗馬のことで、有料化して、きょう現在というか、もし数字があればですが、

いわゆる利用者数の推移、少なくなったのかどうかという点と、料金収入どのぐらい上がっているのか、２点。 

○福祉課長 利用率ですけども、例えば８月ですと、前年度に比べまして、利用者は４８．７％で、人数では２，

３０９人。前年が４，４５５人になっております。このうち入浴につきましては２，０１６人ですので、４５．

３％という状況になっております。料金につきましては、また一覧表が、利用率の一覧表。 

○金子勝寿委員 ３月から８月までの利用者数。 

○福祉課長 ありますので、それをじゃあお示しするようにします。 

○委員長 お願いします。いいですかね。 

○永田公由委員 １３９ページのね、地域活動支援センター事業の関係で、いわゆる作業所が３つあるんですけ
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ど、これらの運営方針とかね、運営内容とかというようなものは、市のほうでチェックは入れているわけですか。 

○福祉課長 地活センター等につきましては、それぞれ毎月事業報告、例えば、どのお子さんがどのような作業

をやったとか、そういうようなものを一覧表にしていただいているところになります。地活センターにおいては、

そんなようなものをいただいて、あわせて時々、自分たちのほうもまた、どのような作業をしてるのとか、どこ

を直したらいいのかということで、運営等もお聞きしながら回っているところです。 

○永田公由委員 決算書のチェックなんかは、入れてますか。 

○福祉課長 これは毎年いただいてまして、チェックをさせてもらっています。 

○永田公由委員 それから、その作業所に通所している人たちの作業賃金というようなものは、それぞれの作業

所によって違うのか、それとも、ある程度統一した金額で出しているのか、その辺はどうですか。 

○福祉課長 この関係ですけども、市の委託しています共同作業所、宗賀と楢川につきましては、作業工賃とい

うことで一日８００円の保障をして、それぞれの利用者さんに給付をしているところです。また、マシュマロ等

におきましては、結構キャンドルをつくったりだとか、シャボン玉をつくったりだとかしてるものですから、最

低１万８，０００円くらい、月、収入になると、そのようになっております。 

○永田公由委員 野村は。運営補助出してるんだけど、野村なんかもチェック入れてます。 

○福祉課長 野村につきましても同じく作業内容だとか、それぞれチェックをさせてもらって、収支等も見させ

ていただいているという状況です。 

○森川雄三委員 障害福祉なんだけどもね、この平成２２年度が８億円ですか。この２年くらいで毎年１億円く

らいずつ上がって来ているように思いますが、市内でですね、いわゆる障害を持たれている方々、その補助対象

になる方々というのは、全部でどのくらい、何名くらいおられるんでしょうか、わかります。 

○福祉課長 これは、それぞれ対象の方が、給付をするに当たりまして障害の区分認定等をして、それぞれ必要

な方に対して給付をしているわけですけども、そうですね、地域にいらっしゃる方は２７４件を給付していると

ころです。ひと月当たり。 

○森川雄三委員 全員で２７４名ですか。ということは、２７０名の方々に対して単純にこの福祉費というもの

が使われておられるわけですか。要するに、うんと荒っぽい計算でいけないが、単純にそういうことですよ。 

○福祉課長 身障者手帳をお持ちの方はやはり、３，０００人くらいいらっしゃいます。その中で、やはり自由

度って言いますか、どうしても１種１級で体が動かないとか、そういうような方がこのようなサービス、例えば

身障もありますし、知的もあります。その方々の必要な給付している人数が、今言った２７４人ということにな

ります。 

○森川雄三委員 底辺底上げをしたというようなこともこの間の説明でね、おっしゃったけれども、いわゆるそ

ういう軽度な方にもある程度補助対象として、ここからお出しをしたり、てこ入れをしたりされているというこ

とで理解していいわけだね。その点は。 

○福祉課長 やはり、それぞれ利用計画、身障者一人一人に対してどのようなサービスを使って生活をしていけ

ば、地域として中で暮らしていけるかというもの、それぞれ立てていかなくちゃいけない。というのは、これか

ら平成２４年から決まるわけなんですけども、そのような利用計画に基づいて給付を行うということになります。

ですので、そうこうと言いますか、その中でやっても別に軽度な、例えば、この間の聴覚の関係ですと、補聴器
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の補助があるとか、そういうことがあるんですけども、一部負担金についての軽減策等はあるんですけども、ど

んどん底上げしていくという状況は、今はない状況です。 

○森川雄三委員 ちょっとね、細かい点で、１４１ページの真ん中あたりの、障害者等の補装具給付とか日常生

活用品給付ね、これはもう毎年同じくらいの金額が当然のごとく計上がされてるんですよ。ところが、例えば、

これはどういうものを対象に給付しているのか、補助してるのか知らないが、単純に頭の中で考えるに、車いす

を補助したということになりますとですね、それが毎年更新をするということはあり得ないなというようにも考

える。私の単純な考えでね。ほかの用具もそうですけど、一回給付した用具に対してですね、また次の年、同じ

ように給付をするのかというようにも取れちゃうんだが、その点はどうなんです。 

○福祉課長 それぞれの補装具の給付に当たりましては、耐用年数というものがあります。例えば、車いすだっ

たら何年ですよとか、単下肢の装具だったら何年ですよ、それを何年に一遍は補助しますけども、あとは修理だ

けですよとか。そういうふうな基準があるものですから、それに沿ってやっているところです。 

○森川雄三委員 何となく。それが大体毎年１，０００万、２，０００万かかると、単純にそこをトータルして

くるとね、そういうふうにとらえりゃいいと思う。また、その下のね、障害者福祉サービス給付金、先ほどちょ

っと御説明いただいたが、例えば人工関節だとか透析をされている方とか、それから心臓病で手術されたとか、

というようなことかい。ペースメーカーを埋める。そこら辺の給付っていうことなんだが、医療保険でいわゆる

医者へ払うわね、ある程度。例えば心臓手術なんていやあ数千万もかかるような、数百万もかかるような医療費

を取られる。そうすると、このサービス給付っていうのは、だれにどういうように給付するっていうか、ちょっ

とこれがわからんで聞きたいんだが。 

○福祉課長 今、委員さんのおっしゃったのは、済みません、サービス給付じゃなくて更生医療のほうになりま

す。更生医療というのは。 

○森川雄三委員 その上のね。 

○福祉課長 はい。上の更生医療というのがその該当になります。この中で、例えば自己負担限度額っていうの

があるんですけども、これを一般の４万２００円としたとします。この中で心臓手術だとかなんかした場合に、

例えば２００万円かかりますと、そのうち社会保険の負担分というのが１４０万円あります。高額療養費が６０

万円から４万２４０円を引いた５５万９，８００円あるんですけども。この中で、更生医療の中の自己負担金は

あくまでも４万２４０円に対して、更生医療はそのうちの９割、３万６，１８０円で、個人負担分は１割の４，

０２０円ということになるものですから、この例えば心臓手術２００万円をやった時の更生医療の給付費という

のは、３万６，０００円というふうに計算されます。それが１件当たりで、当年については更生医療は、そこに

ありますとおり２０３件があったという状況です。 

○森川雄三委員 そうだ、間違えたね、おれもね。下で話しちゃった。金額がえらい３億になってる、下は。違

うんだ、これは。 

 そして、他市町村というかね、と比較して、この障害者福祉のボリュームっていうものはどうなんです、本市

は。非常に手厚いと見ているのか、当然このくらいはもうどこでもやってるとか、その点はいかがです。 

○福祉事業部長 障害福祉費につきましては、それぞれ今、国の制度も変わってきたり、当初は応益、応能負担

を取るという方向で来てましたけれども、それもなくなりつつあり、自己負担ゼロというような感じで、とても
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こういうふうに伸びてきています。その中で各市町村もやはり悩んでいる。この障害給付費をどのようにやって

いけばいいかというのは、どこの市町村も頭を抱えている状況でして、塩尻市が特に、一部のサービスは塩尻市、

濃くしているところがございますけれども、国の言う、いわゆる自立支援法に基づいたサービスというのは、県

下各地とても悩んでいる状況で、ほぼ同じレベルかと思っております。先ほど障害サービス給付費３億３，７０

０万円近くありますけれども、これがさっき、居宅で２４７人近くとお話ししましたけれども、いわゆる障害者

版の介護サービスみたいなものを受けているサービス費がこれでして、ですから、やはり２４７人の方で割り算

しますと、やはり一人の方に対しては多くのサービスを提供しているという状況になりますけれども、やはりこ

れは各市同じ状況でございます。 

○委員長 ほかによろしいですか。なければ、ここで午後１時まで休憩といたします。午後は老人福祉費のほう

からまいりますので、よろしくお願いします。 

午前１１時５９分 休憩 

      

午後０時５９分 再開 

○委員長 それでは、皆さんおそろいですので、休憩を解いて再開といたします。民生費老人福祉費から、民生

費一括して説明を求めます。説明は簡潔で、お願いいたします。 

○福祉課長 それでは１４２、１４３ページからお願いします。そこにあります老人福祉費の老人福祉施設費で

すけども、これは養護老人施設組合負担金、温心寮ですけども、その負担金です。これは本市からは２０人の人

が入っているところです。その下の特別養護老人福祉施設組合負担金は、これは桔梗荘に関する土地の償還に関

する分担金ということになっております。その一番下の養護老人福祉施設措置費、これはですね、温心寮だとか

松本にある松風園、それと和楽荘だとか、それぞれ施設があるんですけども、そこに２７人の方が入っているん

ですけども、その方々の措置費となっております。以上です。 

○長寿課長 長寿課ですが、お願いをいたします。決算説明資料につきましては４１、４２ページにございます。

引き続き、次の白丸、老人福祉施設整備維持費１，７３３万円余の１つ目の黒丸、社会福祉センター送油管調査

委託料１１０万円余、それから次の社会福祉センター土壌等状況調査委託料７７７万円でございますが、昨年４

月３日に社会福祉センター女子トイレにおきまして重油臭があり、地下埋設送油管からの重油漏れが疑われた際、

その時の送油管調査委託料及び土壌等調査委託料でございます。その下の社会福祉センター送油管改修工事２４

５万円余でございますが、こちらは、地下埋設重油管を地上タンクとし、送油管を地下埋設から地上配管に改修

をしたものでございます。その下の黒ポツ、軽費老人ホーム建設借入償還金補助金６００万円でございますが、

ケアハウスえんれい建設にかかわる塩嶺福祉協会への補助金でございます。この償還にかかわる補助金は、平成

２２年度が最終年度でございます。 

２つ目の白丸に行っていただきまして、老人福祉センター等運営事業９，６７４万円余でございますが、この

中の６つ目の黒ポツ、老人福祉センター百寿荘につきましては塩嶺福祉協会に補助を行い、百寿荘以外の社会福

祉センターすがのの郷等の５つの施設につきましては社会福祉センターへ指定管理委託料、それから補助を行い、

高齢者の健康の推進や教養の向上等を図ったものでございます。この中の社会福祉センター指定管理委託料が、

前年度比４５０万円ほど減額となっておりますのは、地下埋設送油管からの重油漏れにより４月から１２月まで
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入浴施設を休止していたことにより、支出が不用となったとみなされる費用から、代替温泉施設さつき苑、田川

浦温泉旅館の使用料７５万円余を差し引いた額につきまして、社会福祉協議会から返還されたことによるもので

ございます。６施設あわせまして、年間延べ利用者数は６万６，２００人余、一日平均利用者は２６１人で、前

年度比５１人減少しております。 

その下の白丸、高齢者等生活支援事業６，８６８万円余につきましては、一人暮らしの方、あるいは低所得の

高齢者等へ各種福祉サービスを提供いたしまして、高齢者の自立支援と家族の介護負担軽減を図ったものでござ

います。ページをめくっていただきまして１４５ページ、中ほどの黒ポツ、高齢者にやさしい住宅改良促進事業

補助金６９３万円は、低所得の居住環境整備に対する補助。また、その４つ下の黒ポツ、高齢者世帯等タクシー

利用料金助成金６８２万円余につきましては、市民税非課税世帯で交通手段を持たない高齢者世帯の一般タクシ

ーや、それから寝台タクシーにつきましては要介護３以上の方に、寝台タクシーの利用を助成をしたものでござ

います。その３つ下の黒ポツ、介護サービス利用助成事業６３２万円につきましては、要介護認定を受けている

住民税非課税世帯に対しまして介護サービス利用助成券をお出ししたものでございます。 

次のページをお願いをいたします。１つ目の白丸、高齢者生きがいづくり事業２，２５２万円余でございます

が、高齢者がみずから行う生きがいづくりや社会参加に向けた活動を助成をしたり、長寿者を市または地域でお

祝いをし、高齢者福祉の増進を図ったものでございます。この中の下から４つ目の黒ポツ、老人クラブ活動助成

事業補助金３８０万円余は、市老人クラブ連合会活動及び市内の４４の単位老人クラブ活動に助成を行ったもの

でございます。それからその２つ下の敬老行事補助金でございますが、市内各区におきます敬老行事に対して補

助金を行ったものでございます。 

次の白丸、介護基盤整備費４，２０１万円余でございます。こちらにつきましては地域介護・福祉空間整備補

助金６６１万５，０００円は、片丘地区の認知症高齢者グループホームの、さとびのスプリンクラー整備、火災

警報施設整備に対する補助。それから、介護基盤整備補助金３，５４０万円につきましては、片丘地区の認知症

高齢者グループホームきんもくせいの建設及び開設準備にかかわる補助金でございます。 

次の白丸、老人福祉施設整備維持費８３３万円余につきましては、繰越とありますが、老人福祉センター田川

の郷の屋根、外壁補修に関する費用でございます。 

その次の白丸、社会福祉センター重油流出対策事業３，６６０万円余でございますが、社会福祉センター地下

埋設送油管重油流出に伴う周辺のボーリング調査及びみどり湖への重油流出拡大を防止するためにみどり湖岸に

対策工事を実施し、臨時作業員により重油回収を行った費用でございます。 

○福祉課長 続きまして、４目の福祉医療費をお願いします。その中の福祉医療事務諸経費の一番下ですけども、

審査集計事務委託料ですが、これは医療機関等からのレセプトの集計審査を長野県国民健康保健団体に委託して

いますけども、１４万２，５３１件分の委託となります。その下の福祉医療扶助費３億５，０５０万円余です。

これは、昨年比では２，３００万円の増額となっております。これは、小学校６年までの拡大によりまして、児

童分が３，７４０万円の増、それと食事の給付費ですけども、１０月から廃止となったものですから、３か月分

の９１０万円が減、それと昨年度はインフルエンザ等が流行がなかったということから医療費が抑えられまして、

障害者では１２０万円、乳幼児では２１０万円、母子の関係では２００万円の減額となったものです。以上です。 

○長寿課長 １４９ページをお願いをいたします。５目介護保険事務費の２つ目の白丸、社会福祉事業繰出金５



 25 

億８，４８９万円余につきましては、法定の負担割合に基づきまして介護保険事業特別会計に繰り出しを行った

ものでございます。前年度に比べまして、１，５４３万円の増でございます。内容につきましては介護保険事業

特別会計で申し上げます。 

○福祉課長 続きまして、保健福祉センター管理費をお願いします。これは保健福祉センターの通常の維持管理

にかかわるものです。 

○委員長 では、児童福祉費のほうも引き続きお願いします。 

○こども課長 それでは、ページ少し進みまして１５２、１５３ページをお願いいたします。第２項児童福祉

費でございます。決算説明資料のほうは４３ページからになりますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。初めに第１目の児童福祉総務費２１億５，４６８万円余につきましては、こども課に関する経費のほかに

子ども手当関係の扶助費が主なものでございます。１５３ページの備考欄の最初の丸でございますが、委員等

報酬の中に嘱託員報酬１９４人がございます。この内訳につきましては、保育士が１８７人、栄養士が３人、

調理員は４人という人数になります。 

丸を３つ下がりまして、児童福祉事務補助金の民間保育事業補助金４６５万円余でございますけれども、塩

尻市に居住している乳幼児を受け入れた民間保育所の支援を通じまして、保護者負担軽減と入所児童の処遇向

上、さらには安定した運営を図ることを目的に、子供の数に応じて補助をしているものでございます。こちら

に施設ごとの金額がございますけれども、広丘にミッキーハウスがあったわけですが閉鎖されておりますので、

２カ所、やまのこ共同保育園、キッズワールドの２カ所になったものでございます。人数につきましては資料

の４３ページ中段にございますけれども、やまのこが１人、キッズワールドが１７人でございました。 

○福祉課長 続きまして児童手当扶助費ですけども、これは児童手当ということで２月、３月分の想定額にな

ります。 

続いて１５４、１５５ページをお願いします。その白丸のところでは、児童扶養手当扶助費、これが２億１，

５６６万円余ですけども、これは母子・父子家庭の１８歳までの児童を養育している方に給付したものです。

実人数では４５６人、母子家庭が４３４人、父子家庭が２２人に付与したものです。 

続きまして子ども手当ですけども、これは延べで８万９，９８７人に付与したものです。以上です。 

○こども課長 続きまして中段第２目になりますが、児童運営費１３億４，８４０万円余でございます。保育

園、子育て支援センター、それからこども広場等に関する経費が主なものになります。最初の丸、保育所運営

費９億５，８１５円余につきましては、保育園１６園の運営経費ということになります。決算説明資料は４３

ページ、一番下の欄でございますけれども、本年３月現在では、１，７４７人の児童をお預かりしておりまし

た。それらによりまして、保護者の育児と仕事の両立支援に努め、児童の健やかな成長を図ったところでござ

います。また、そちらに記載してございますけれども、未満児や障害児の受け入れのほかにも、長時間、さら

には日曜日・祝日の保育、それから入園していない児童のためには一時保育、また、保護者の仕事や家庭の状

況に柔軟に対応する意味で、それらの特別保育事業を実施してまいったものでございます。 

備考欄に戻りますけれども、最初の中点に一般職員給料がございます。１０５人ですが、内訳は、園長が１

６人、保育士が８６人、調理員が３人という内訳になります。その下３つ下がりまして臨時保育士賃金でござ

いますけれども、保育士の休暇に伴います代替職員、あるいはパート保育士でございますし、その下の臨時調
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理員はパート調理員、さらにその下の長時間保育賃金は朝夕の長時間部分を対応していただくパート職員の賃

金です。またそこから３つ下がりまして、園医謝礼がございますけれども、児童の内科健診それから歯科検診

を春秋の２回行ったものでございます。次のページ１５７ページからお願いします。上から２つ目に給食費１

億２，４９４万円余がございますが、おやつを含めた食材費になります。３歳未満児につきましては御飯も含

めた完全給食、異常児につきましては、家庭から御飯を持ってきていただく副食給食を提供しております。そ

こから９つ下がりますけれども、市外保育所入所児童委託料２１７万円余でございますが、市内に居住する児

童の保育を市外の保育園へ委託したものでございまして、平成２２年度の理由といたしましては、里帰り出産、

あるいはＤＶ対策、一人親の勤務先等の事情に対応したものでございます。 

そこから４つ下がりまして、給食調理業務委託料６，８０２万円余でございますけれども、業務委託園を年

次的に拡大してまいりました。平成２２年度では、中ほどの片丘保育園、新たに民間委託に移行して、１６園

中１２園で運営の効率化を図っているところでございます。委託業務ですけれども、衛生管理はもとより、ア

レルギー対応まで幅広い業務、支障のない業務が提供されているというところでございます。それから、その

下６番目のところに備品購入費１，５５３万円余がございますが、こども安心基金事業として文庫の整備がで

きることになり、また、ＡＥＤの整備、これらの事業が認められましたので、この機会に保育園へ設置させて

いただいたものでございます。 

○教育総務課長 １５７ページの一番下の事業でございますが、保育所施設改善事業をお願いいたします。決

算額が４３０万円余になっておりまして、前年に比べまして３，７００万円余の減額になっております。備考

欄に明細がございますけれども、前年度につきましては国の経済対策の臨時交付金を活用いたしまして、施設

の整備工事、それから吉田原保育園の駐車場の買い戻し、またきめ細かな臨時交付金を充当した施設営繕、こ

れらがございました。施設営繕につきましては１６３ページのほうにございますので、後ほど説明させていた

だきます。したがいまして、ここにつきましては保育園の通常の経常的な施設改善にかかわる経費でございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○こども課長 続きましてその下の丸、１５９ページの最初の丸ですが、育児支援推進事業でございます。６

５９万円余でございますけれども、子育て支援センターの関係経費を次の子育て支援センター事業のほうに組

みかえましたので、大きく減額しているところでございます。主な事業については、説明資料の４４ページ上

段に掲載させていただきました。その中にございますが、特別保育事業としては、各保育園それぞれ特色を生

かしながら保育活動、支援事業を進めておりますので、その中で、つどいの広場事業、あそびの広場事業、こ

ういった事業を保育園に入園していない子供たちにも提供して、保護者交流等の場を設けて支援をしたところ

でございます。それから、子育て支援ショートステイ事業もございますが、これにつきましては、一人親家庭

などで保護者が出張等で帰宅できない時、宿泊も含めてお子さんをお預かりする事業でございまして、３カ所

の児童養護施設に延べ３５泊で児童の受け入れを委託したものでございます。それから、病児・病後児保育事

業ですけれども、桔梗ヶ原病院内に専用の保育室を設けて受け入れをお願いしております。年間では４７人の

利用があったということでございます。それから備考欄のほうですけれども、最後の黒点に備品購入費がござ

いますが、先ほど保育園で出た同様の内容の整備をさせていただいたものでございますので、お願いいたしま

す。 



 27 

○子育て支援センター所長 子育て支援センター事業について御説明いたします。引き続きましてその次の丸

です。昨年末のえんぱーく移転に伴い、子育て支援事業の内容を幅広く充実を図ってまいりました。施設利用

につきましては、２カ所の支援センターを合わせますと、何らかの形で子育て支援センターを利用された方は

３万３，０００人を超えることになりました。済みません、説明資料の４４ページになります。 

歳出について主なところを御説明いたします。歳出表の１５９ページ黒ポツの６つ目ですね、臨時職員賃金

です。これは講座やその他事業を行う際の託児保育士賃金、また、土曜日とか日曜日の勤務の代替保育士の賃

金となっております。次の講師謝礼ですが、支援センターの昨年度の講座８０回のうちの、外から講師を招い

て開催した約４０回分の謝礼となっております。下から６個目の丸ポツですが、印刷製本費です。これは、え

んぱーくへの移転に伴い、新たにリーフレット等を作製したものです。それから、下から５つ目と下から４つ

目の電力使用料、上下水道使用料は、北部子育て支援センターのものです。えんぱーくの支援センターは総務

課予算に含まれております。１６１ページになります。備考欄黒ポツの３つ目ですが、郵便料は、あったか通

信の通信料として使用したものです。赤ちゃんのあったか通信を延べ３，９０８世帯にお送りしました。あっ

たか通信といいますのは、別名パパ・ママレターと言いまして、一人のお子さんが誕生した月から１歳９カ月

になるまでの７回にわたって、子育て情報を送付するものです。それから８つ目、登録システム開発委託料で

すが、２カ所の子育て支援センターに入室の際、すべての方がえんぱーくカードを使用しまして利用者数の把

握を行うためのシステム開発の委託料となっております。次の備品購入費ですが、内容は北部子育て支援セン

ターにかかわる備品と、こども課と同様の安心こども基金によるＡＥＤの設置です。以上です。 

○こども課長 続きましてその下の丸、児童福祉施設防犯対策事業でございますけれども、不審者の侵入等に

対応し、警察署への自動通報、あるいは近隣の市民への協力依頼、それらをするシステムの借り上げ料でござ

います。 

その下の丸、保育補助員設置事業につきましては、愛称おじいちゃん先生の設置経費でございます。 

○教育総務課長 その下の事業でございます。広丘野村保育園建設事業でございますが、昭和４２年建の築後

４０年を経過いたしました広丘東保育園でございますけれども、平成２１年と平成２２年の債務負担行為によ

り施設の改築を行いました。定員につきましては１７０人、延べ床面積は１，３１４平方メートルという内容

になっております。建設工事の内容につきましては、工事請負費等明細書の４０ページをごらんいただきたい

というふうに思いますけれども、建築主体工事のほか、電気設備工事、太陽光発電設備工事、機械設備工事、

これがその内容となっております。 

続きましてその下の事業でございます。楢川保育園建設事業でございますが、老朽化にやはり対応した統合

保育園を平成２３年度に改築をするための実施設計等の費用でございます。計画につきましては、木造平屋建

ての４９９平方メートル、定員は５０人という内容になっております。なお、工事につきましては６月の議会

で議決をいただきまして、６月２８日起工式を行わさせていただきました。現在、３月１６日までの工期で今

施工をしているというところでございます。 

○子育て支援センター所長 次に、こども広場管理諸経費について御説明いたします。説明書は同じく４４ペー

ジになります。ごらんください。平成２２年８月２８日にオープンとなりましたこども広場の管理諸経費となり

ます。この施設は子育て支援センターと異なり、広いスペースを生かして発達に応じ親子で楽しめる遊びと集い
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の広場となっております。開館から３月末まで、利用者数３万７，４００人、登録者数３，２８６家庭という大

変多くの方々に御利用いただきました。なお、９月３日に６万人を達成いたしました。 

歳出について概要を説明いたしますと、９つ目の臨時職員賃金についてですが、通常の職員体制は、平日４名、

土日５名の体制で勤務しております。ただし、常勤は３名ですので、不足の保育士を臨時、代替保育士で賄って

おります。１６３ページ備考欄をごらんください。２つ目の登録システム開発委託料ですが、入館の際、登録件

数や入場者数の把握のために必要なシステムの開発を委託したものです。一家庭一登録、一つのカードにより入

場者数、家族数を機械に通すという方法のものです。４つ目の備品購入費ですが、こども広場開設に伴い、例え

ばドラえもん滑り台とか、室内のアスレチックなど、大小１９５点の遊具及び事務用品を設置したものです。次

に施設管理負担金ですが、これはウイングロードビルを全体的に管理する塩尻市振興公社に支払った負担金で、

８月末から約７カ月分余の金額です。内訳は、エレベーター、エスカレーターの保守点検料とか、警備費、それ

から清掃業務、廃棄物業務、光熱水費などの面積割での負担となっております。以上です。 

○教育総務課長 それでは同じページ、２目児童運営費の最後でございますが、先ほど申し上げました保育所施

設改善事業（繰越）事業でございます。きめ細かな臨時交付金を充当をいたしまして、施設整備工事２カ所につ

きましては、日の出保育園のテラスの改修、もう一つがみずほ保育園の床の張りかえ工事というものが内容にな

っております。以上でございます。 

○福祉課長 続きまして母子福祉費をお願いします。２つ目の白丸の母子福祉事務諸経費の一番下の母子家庭

等児童生徒就学支度金ですけども、これは小学校入学４５人、中学校入学７６人の方、合計１２１人に一人１

万円ずつ入学のお祝い金を差し上げたものです。 

その下の自立・就労支援推進事業の母子家庭高等職業訓練促進費７６１万４，０００円ですけども、これは

看護師の養成機関等において資格取得を目指しまして、２年以上のカリキュラムを修了する者に対して給付す

るもので、非課税世帯につきましては月額１４万１，０００円、市民税の課税世帯は７万５００円を支給する

もので、平成２２年度については６人の方に支給をしました。 

次の児童福祉施設費の母子生活支援施設入所委託費ですけども、これはＤＶにより保護した一つの家庭を施

設入所しましたけども、その委託料となっています。 

その下のＤＶ対策支援事業は、週３回お願いしています相談員の報酬となっています。以上です。 

○家庭教育室長 続きまして４目家庭教育支援費についてお願いいたします。相談及び家庭教育啓発等にかか

わる事業の経費でございます。次、ページめくっていただきまして１６４、１６５ページをごらんください。

家庭教育支援事業諸経費でございますけれども、主な部分、真ん中辺、印刷製本費でございますが、はやね早

おき朝ごはん・どくしょの夏休みにお子様たちにお配りしている生活記録表の印刷代でございます。また、１

つ飛びましてＣＡＰ研修委託料がございますが、桔梗小ほか３校で実施しました研修の委託料になります。ま

たその下、相談支援員派遣委託料でございますが、シルバーまたＮＰＯ法人ジョイフル等へ支援をお願いいた

しました委託料になります。 

○こども課長 続きまして第５目の児童健全育成費１億３，３８７万円余でございますが、児童館７館、児童

クラブ１園の運営に関する経費でございまして、館長、児童厚生員の人件費が主なものになります。 

３番目の丸に児童館・児童クラブ運営諸経費がございます。３，９１２万円余でございますが、決算説明資
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料の４５ページ中段に利用状況を掲載させていただきました。主に放課後、夏休みの学童保育、まあ児童クラ

ブですけれども、その利用によりまして、延べ６万８，０００人余の児童に活用されました。決算書に戻りま

して、次の１６７ページをごらんください。上から８番目ですけれども、洗馬児童館指定管理委託料１，４３

７万円余でございますけれども、市社会福祉協議会へ管理運営を委託したものでございます。４つ下に備品購

入費８８５万円余がございますが、保育園等でふれました安心子ども文庫の関係、あるいはＡＥＤの設置が主

なものになりますので、お願いいたします。 

○教育総務課長 その下の事業でございます。児童館・児童クラブ施設改善事業でございますが、７館１分館

２クラブの環境の維持の向上に努めた経費でございます。決算内容、決算額につきましては、前年とほぼ同額

になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○家庭教育室長 続きまして６目発達支援費でございますが、元気っ子応援事業にかかわる経費でございます。

上から２つ目の相談補助員賃金でございますけれども、こちらは元気っ子事業をする際に、担任保育士が担当

のお子さんをみることができませんので、そこへパート等の代替保育士が入る賃金になります。その下、元気

っ子相談等謝礼でございますが、医療相談、発達検査等にかかわる経費でございます。下から３つ目、元気っ

子応援相談指導委託料でございますが、ふりはたこども輝き相談所に委託しております個別のお子さんの分析、

所見また指導等にかかわる経費でございます。 

○福祉課長 それでは、生活保護費をお願いします。その中の右へ行きまして、生活保護事務諸経費の一番下

ですけども、備品購入費ですけども、これは生活保護業務のデータベース及び電子レセプトに対応するもので、

先の９月に補正をお願いしたものですが、生活保護システムを導入したことに伴うハードウエアとソフトウエ

アのものです。これは、セーフティーネットの支援対策事業の補助金の対象になっていまして、ほぼ全額が国

の負担となっている状況です。 

次の１７１ページをお願いいたします。そこの生活保護扶助費ですけども、扶助費の中で内訳ですけども、

扶助費では４億９，０００万円余。昨年度よりも４，０００万円ふえているという状況です。最も多いのがや

はり、今回制度がちょうど保険が入れないと言いますか、全額の負担になるものですから、医療扶助が一番多

く２億５０９万円、次が生活扶助で１億７，７００万円という状況になっています。保護の状況ですけども、

平成２３年３月３１日現在ですけれども、２５４世帯３６９人。保護率では５．０パーミルになっています。

最も多いのがやはり高齢者世帯の８６世帯、次に多い世帯は、離職等により生活が困窮している世帯で６３世

帯、次が傷病世帯の５９世帯となっているところです。平成２２年の３月３１日と比較しますと、２８世帯３

８人ふえているんですけども、平成２２年度に保護開始した実世帯が７６世帯、自立した世帯が４６世帯とい

う状況になっております。 

それと済みませんが、次の１７２、１７３ページですけども、そこに５項の１目としまして災害救助費があ

りますけども、これは、決算はゼロでした。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。それでは今、残り一括して説明をしていただきましたが、次に質疑に入り

ます。質疑は、老人福祉費から１５２ページの児童福祉費の前までに区切って質疑をいたしますので、お願いし

ます。委員より質問はございますか。 

○鈴木明子委員 １４７ページの介護基盤整備費で、きんもくせいの開設に伴って３，５００万円余っていうよ



 30 

うな補助金が出ていますが、これは、国・県から来たものと合わせて市から出て行ったものと理解していいです

か。 

○長寿課長 こちらの介護基盤整備補助金につきましては、全額県からの財源となっております。 

○委員長 よろしいですか。次、ございますか。 

○永田公由委員 同じく１４７ページの社会福祉センターの重油の流出の関係ですけど、これについては、指定

管理者であった社会福祉協議会のほうからは、多少なりとも費用負担という形で出されてますか。 

○長寿課長 この社会福祉センター重油流出対策事業３，６６０万円につきましては、全額市から、財源として

は全額市のものであります。１４３ページのですね、指定管理委託料の中で前年度より約４５０万円、指定管理

委託料が減額となっている中でですね、今回の事故によりまして入浴施設が利用できなかった部分で、それに伴

う燃料費、電気料等減額となったと思われるものについては、減額と言いますか、その部分は指定管理の中で返

還という形を取ったものでございます。 

○永田公由委員 それはわかる。だから、社会福祉協議会から重油の流出に対して何らかのお金が、見舞金とか

そういう形で来てるかということ。 

○長寿課長 この中では、特にお金は出ておりません。また平成２３年度におきましてですね、市の直営に社会

福祉センター、管理になったわけですけれども、その中の相談員１名につきましては社協のほうで費用を負担す

るという形で今、１名派遣をしている。そういった中で、社協としては一つの姿勢を示しているというふうにと

らえています。 

○永田公由委員 そうすると、市とすれば、社協に対してはそれ以上のものは求めないと。 

○長寿課長 ええ、そのように考えております。 

○森川雄三委員 関連でね、これ見りゃ、５，０００万円くらい無駄な銭がかかっちゃってる感じだよね。そし

て、この間の新聞の報道でも、なんか水回りだか、月に何リットル程度しかくめないと。今後３０年もかかりゃ

しないかというような報道もあったけど、今回の関係で、いわゆる毎年１，０００万円近い予算を計上して、そ

して処理をしていくということなんだが、３０年間これをずっと続けるっていう考え方なのか、そこら辺はどう

なんです。 

○長寿課長 漏れたと想定される量が１万リットルを超えて、仮に１万リットルと想定をして、新聞の記事では

ですね、今まで手で回収していた部分が３４０リットル、そういうものから、それは新聞の記者がですね、単純

にそれを割ると３０年という数字を出したものと思っております。私どもといたしましてはですね、その漏れた

であろう、仮に１万リットルとしたものをですね、全額あそこで、全部があそこに下りてきて回収できるのでは

なかろうと思います。それで、今後につきましては、周りに設けました観測井戸を観測し、それから、あそこで

今集めている部分については、一部目詰まりを解消する、一部砂利の入れかえなどもやってみてですね、今後そ

の経過を見ながら、どの程度それを継続するかというのを、経過を見ながら検討していく必要があろうと思いま

す。 

○森川雄三委員 単純に考えて、もしね、３０年も本当に続くんであれば、年間１，０００万で３億円だよね、

単純な計算で。それはもう大変な莫大な銭だし、何とも言えないんですけども、いっそのこと土壌改良じゃない

けども、思い切って、いずれは、市がどうしたってその手だてをしなきゃいけないという場面であるんなら、い
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っそのこと、土壌改良的なことを考えていかなきゃいけんじゃないかと思うんだけどね。そこら辺の経費の、ど

っちのほうがウエイト的に負担が少ないのかというような場面も出てくるかと思う。５年ばかやったら、もうや

めちゃっていいよっていうんならね、これはまあ問題ないかもしれないんだけどせ、だけど最終的にはすべて責

任を持たなきゃいけないわけでしょう、市がね。その辺、いかがです。 

○長寿課長 おっしゃるとおり、その経費とか、どこまでやらなきゃいけないかというのは、なかなかはかりか

ねるところがあるわけですけれども、今現に、社会福祉センター、上を御利用いただいておりましてですね、そ

の下にも一定の量もあるということを想定いたしますと、社会福祉センターの開館を終了する時期、そういった

ものを見た中でですね、あの建物の下にある部分。建物を撤去がいいと、いずれ出てこようかと思いますので、

その時期に、一つの考える目安であろうかと考えております。 

○鈴木明子委員 今のことに関連してですけども、これまでの説明の中では、出てきているものについて環境の

基準上、問題があるレベルではないっていうふうに言われているわけなんですけれども、ある意味、福祉センタ

ーを取り壊したりする時点においては、そういう環境基準上問題がないと言われていても、その機会には、ある

意味土壌改良も含めて検討をするという、そういうことですか。 

○福祉事業部長 法律が変わる可能性もありますけれども、現時点では、人が立った状態の時に、油臭、油膜を

感じないということですので、もし撤去した場合はですね、コンクリートで固めるとか、そういう手段を取るこ

とも一つの方法だと思っております。ただ、流れてきているものをどうするかということになりますと、やはり

細々でも今の処置をですね、続けていくのが一番安い方法ではないかと思っておりますので、森川委員さんにも

御心配いただきましたけれども、いろいろの工夫をしながらですね、今、毎日臨時さんがやっていますけれども、

それを週３回にしていくとか、いろんなことを試みながら少ない経費ではいきたいと思っておりますけれども、

対症療法を続けていきたいと思っています。 

○永田公由委員 例えばね、あそこを掘って、今言ったようにね、埋めてやるという方法ね、コンクリで今部長

が話したように。そういうものに対しても試算はされているわけ。その工事自体が、あそこは傾斜地で、そうい

った工事が不可能なのか、それとも、やろうと思えばできるのか。で、やるとすれば、大体どのぐらいの費用が

かかるかということは、試算はしてない。 

○福祉事業部長 ほかの例とか見まして、こういう工法ですと幾らぐらいかかるとか、こういう工法ですと幾ら

ぐらいかかるっていうアバウトなものは、私たちも随分研究しましたけれども、まだ実際にどのくらいの面積が

あって、その工法を使うと幾らかかるということはしてありません。ただ、相当の額になると思っています。 

○永田公由委員 あそこは、例えばね、やるとすると、掘らなきゃいけないわね。建物取って、重油が出ている

っていうところまで、掘っていくというと、相当みどり湖の住宅地のほうへも影響が出てくる、みどり湖。 

○長寿課長 実際にその何メートルをどういう工法で掘るというところまでやっていませんので、例えば３０メ

ートルを掘るとですね、どの辺までの影響があるかということになってくるんですけれども、具体的にちょっと

そこまでの影響については、ちょっと設計とかまだしたわけではございませんので、今お答えしかねる状況です。 

○永田公由委員 今も言われているように、例えば、建物がもう老朽化してきて、壊して更地にしてっていう段

階になってきた時にはね、必ずや何かしなきゃいけないわけだよね、何もしないっていうわけにいかないから。

それを大体どのくらいの目安で。例えば３年先とか５年先とかというようなこと。それよりもっと向こうを見て
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るのか。その辺についてはどうですか、見通しとすれば。 

○福祉事業部長 まだはっきりその点も申し上げられませんけれども、できる限り暫定的にあの施設は使いたい

と思っておりますので、暫定的に使えなくなった時点でしっかりと検討したいと思っております。 

○金子勝寿委員 同じ１４７ページの高齢者生きがいづくり事業の中で、補助金が４つほどありますね、老人ク

ラブ活動費とか。この補助金、特に敬老会の補助とかは一括して同じ時期に補助金が行くのか、それとも、各敬

老会、多分時間差あると思うんですね、２つぐらいの間に、わざわざ個別に出しているわけですね。 

○長寿課長 敬老会の実施につきましては、大体９月にやるところが大半でございます。一部ですね、６月だっ

たか、６月だか７月だかに、やはり１地区ございまして、それはその時期に。９月の時期がですね、大半で、そ

の時期に補助金を概算払いでお支払いをし、まだ４区くらいにおきましては少し後ろにずれて、お金は若干後ろ

にずれてお支払いをする、そのような支払い方。概算払いでお支払いをし、実績評価が出たら確定通知書をお出

しする、という流れでございます。 

○金子勝寿委員 じゃあ、審査所見にあったようなことはない。敬老会のことじゃないんでしょうけど、いわゆ

る概算払いの手続きを取らずに、先に補助金が出てっちゃったみたいな、ではないということ。 

○長寿課長 私どももちょっと、その事務的な書類のつくり方はですね、厳密にやらないでですね、補助金の請

求書という形を取っておりまして、それがいわゆる市の補助金交付規則等で定めまして概算払い請求書、そうい

う名称を取っていなかった。そのあと、額の確定通知というものをお出ししなかった、その流れについて御指摘

を受けたものでございます。それから、もう１つの御指摘につきましては、老人クラブの活動助成につきまして

は一括で払っておりまして、時期も終わった時期に払っているのではない。そういった部分への御指摘もあった

かと思います。 

○金子勝寿委員 細かいことなのであまり聞きませんが、要するに、役所の規則上にないような書類で概算払い

がされたということがあったっていうことでいいですか。 

○長寿課長 それについてそのとおりでございまして、今年度から改めました。 

○金子勝寿委員 １５２ページまでだったですね。 

○委員長 そうですね、今度、児童福祉費のほうに。 

○金子勝寿委員 済みません、じゃあ進んでいただいて。 

○委員長 もしまたありましたら、後でまとめて。では、引き続き１５２ページの児童福祉費から最後までの質

疑を行います。委員より御質問はありますか。 

○鈴木明子委員 １５３ページの児童福祉事務補助金というところで、やまのこに１人とキッズワールド１７人

ということですが、これは松本の施設っていうことですか。 

○こども課長 いずれも松本市にある施設です。失礼しました。やまのこは山形村でございます。キッズワール

ドが松本市でございます。 

○鈴木明子委員 一時、そこの国道１５３号線沿いに同じような名前のものができたんだか、できかかったんだ

か、ちょっとわからないですけど、そこは開設されたんですか。 

○こども課長 ええ、開設までまいりましたけれども、集客と申しますか、いわゆるお子さんを預かる人数がで

すね、想定したものとかなり低かったということで、これは撤退されたという。 
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○金子勝寿委員 子育て支援センター事業と、あとそれから、こども広場、先ほど延べの人数利用は決算書に書

いてあるんですが、市外からの利用もしくは登録の人数と割合。 

○子育て支援センター所長 平成２２年度でよろしいですか。 

○金子勝寿委員 ええ、近い数字で結構です。 

○子育て支援センター所長 昨年度ですけれども、登録者数は３，２８６家庭です。そのうちの塩尻市が１，４

７６、松本市が１，１７７という数字になっておりまして、県内からは９４ということで、あとは、山形、朝日、

安曇野、木曽、諏訪、辰野というような数字になっております。利用者数からいきますと、大体、塩尻市が６３％、

松本市が２５％、あと残りで１２％ということになりますが、そんな数字でよろしいでしょうか。 

○金子勝寿委員 支援センターとこども広場と、同じ登録っていうことでしょうか。 

○子育て支援センター所長 いえ、違います。 

○金子勝寿委員 今の数字はどっちでしょうか。 

○子育て支援センター所長 御説明が下手で申しわけございません。今はこども広場のほうの数です。子育て支

援センターのほうですが、登録数はですね、図書館のほうで登録をいたしますので数はわかりませんけれども、

利用者数は、えんぱーくのほうが特に多くなりまして２倍以上になっております。利用者の市内・市外の割合で

すけれども、平成２２年度としまして、大体、市内が６９％、市外が３１％という数字になっております。以上

です。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。 

○鈴木明子委員 １５５ページ、保育所運営費の中で送迎駐車場用地借用謝礼というので５万円が出ているんで

すけど、借りているところってそんなにないっていうことですか。地代はまた別。 

○こども課長 ５万円につきましては、１件について５万円をお支払いしているという内容です。 

○鈴木明子委員 そうすると、借りているところはそこ以外はない。 

○こども課長 有償で５万円というのはそこだけでございます。用地をですね、提供していただいているってい

う例はですね、実はございまして、基本的には無料でお借りしているというような状況です。 

○金子勝寿委員 １６９ページの生活保護総務費。これ、いわゆる指定暴力団等、県の条例もこのたび発効する

ようで、他市で、いわゆる暴力団関係者が不正受給しているかどうか、いわゆる照会ですね、暴力団関係者の構

成員の名簿と突き合わせみたいなことを市町村でやってるみたいなニュースもあったんですが、当市の場合は、

今やってたら、やってるで結構です。今後どうするか、２点。 

○福祉課長 暴力団につきましては、本来受給すべきでないということがあるものですから、開始の時に県警に

問い合わせをします。文書によりまして、その人が構成員かどうかということで文書をいただいて、構成員の方

は、よほど急迫して、あした、きょうっていう人を除いてお断りをしているという状況です。 

○金子勝寿委員 はい、わかりました。 

○鈴木明子委員 関連で。端から申請者を照会しているわけじゃないですよね。と思われる人についてやってる

ということ。 

○福祉課長 話の中で、やはり過去の履歴を聞きます、うちのほうでは。その時に、例えばその系統の商売をし

てたとか、そういうような方を事情聴取した時には、県警へ問い合わせるということになっています。 
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○鈴木明子委員 生活保護のところが出たものでついでにと言うか、関連してですけども、例えばですね、生活

保護を受けている方が、住んでいるところを移るっていう、移らなきゃならないという事情が発生したというよ

うな時にですね、生活保護を受けているんだから動いちゃだめよって、そこまで極端じゃないですけど、約それ

に近いことを相談者とともに聞いたりすることがあるんですが、そこら辺の、移らなければならない必要なこと

だ、それはしょうがないから移るしかないね、っていうふうに判断されるかどうかっていうところがあると思う

んですけれども、そういうものっていうのは、どういうふうに線を引かれるんですか。 

○福祉課長 やはり住宅については、単身ですと３万１，８００円という最低のラインがあります。それとまた、

家族によってそれぞれ加算されていくんですけども、その中でやはり保護費として三万幾らとかしか出ないもの

ですから、例えば５万のところだとか６万のところへ住んでいると、自分でその分を払わなくちゃいけないとい

うことになります。そうすると、やはり生活費を圧迫するということがありまして、もう少し基準の中で収まる

ところに転居をしてくださいということで指導することはあります。 

○鈴木明子委員 ケースにもよると思うんですけれども、例えば家主さんがね、そういう人から立ち退いていっ

てほしいっていうので、嫌がらせではないけど、家賃を引き上げていくとかね、そういうことがあって、じゃあ

転居したい、そんな高い家賃になってはそこに住み続けられないので転居したいっていうような時には、認めら

れるっていうことですね。 

○福祉課長 やはりケースバイケースということが言葉で言われるんですけども、やはりその状況、例えば大家

さんがもううちをつぶすとか、なんかもうちょっと、今言ったようなどんどんつり上げていくとか、そういうこ

とがあったとします。そういう時はやはり相談に応じて適正な、もう少し環境のいい場所へ移ってもらったりだ

とか、精神的につらくないところへ移ってもらうとか、そういうようなことがあります。 

○鈴木明子委員 じゃあ、一概に生活保護を受けているので、勝手に転居なんかしちゃだめよっていう、そうい

うことではないっていうことですね。 

○福祉課長 指導というものがあるものですから、勝手には困りますので、相談をしていただいて移ってもらう

ということです。 

○金子勝寿委員 １６７ページの元気っ子応援事業について、決算書のいろいろじゃないですが、なかなかいい

ことをやってても深く理解が進まない部分もあるというのは、この間、宮田議員の一般質問にもあったと思うの

で、そろそろもう事業、５年も過ぎてきたんで冊子じゃないけど、１冊本ぐらい出して、業界でもこれだけ評価

されてるんだよという部分を、一回ね、室長ちょっと一筆書いて、ことし監修ぐらいして、ちょっと予算を上げ

てですね、少し事業を周知というか、いわゆる市内だけじゃなくて、外から見ても評価があるんだよいうところ

を少し軌跡みたいな、予算要求してみたらどうですかということ。決算なので、どうでしょうか。 

○家庭教育室長 大変ありがたい御意見だと思って承ります。それで今、元気っ子事業の関係、やはり５年もた

ったというところで、いろいろな部分で課題もありますし、またよい点も出てきてまいっておりますので、検討

会を今開催しております。それで、ここ７月までで３回の検討会を開催させていただきまして、今、金子委員が

おっしゃるような御意見もございましたので、新年度の予算の際には、また事業の成果等もあらわせるような、

また事業の説明もできるようなパンフレットといいますか、簡単な冊子といいますか、そういうものを出す予定

で予算等を上げていきたいと思っております。それでまた、年度内のうちに検討会の内容をまとめさせていただ
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きたいと思っております。 

○金子勝寿委員 パンフレットを出すのもね、行政の予算で出すのもとってもいいと思うんですが、書店に並ん

だほうがですね、いわゆる、いいですよね、ただ配られるものよりも。その辺を、いわゆるこういうことをやっ

てるよということを、書店にやっぱ平積みしてもらったほうが、市民向けにはいいのかなと。難しいことは重々

承知ですが、そのぐらいのつもりで頑張ってください。 

○委員長 要望としてでいいですか。 

○金子勝寿委員 要望で。 

○鈴木明子委員 保育所運営のところですけども、保育士さんたちは嘱託がふえていくということが言われてい

るんですが、１つの保育園を見た時に、ベテランの保育士がいて、園長含めてベテランの保育士がいて、中堅ど

ころがいて、若手がいるっていうような、こういう保育士の構成で子供たちを見ていくという、これが、私から

見たら理想かなというふうに思うんですけども、そういう保育のいろいろの、塩尻市が進めてきたこの保育所運

営っていうものに関してつながっていくということから考えて、そういうアンバランスみたいなものっていうの

は、ないんですか、生まれていないですか。是正されていって、一応そういうことがつながっていって重層的な

っていうか、若い人っきりじゃない、かと言ってベテランっきりじゃないという、そういうような目配りはされ

ているんでしょうか。 

○こども課長 保育士の配置の際には、いわゆる年齢っていうのもですね、今、委員おっしゃるように大きな要

素でございまして、保護者のほうからも、ぜひベテランの先生というような声はいただいているところです。配

置する際にはですね、なかなか年齢を合わせるのは難しいんですけれども、現在、多分３８歳くらいがですね、

各園の平均くらいになっているのかなというふうに思っております。配置する際にも、そうした丈がですね、な

るべく各園ばらつかないように、年齢構成も含めて考えながら配置してますので、そんなに大きな開きというこ

とはないのかなというふうに思っております。 

○鈴木明子委員 正規の採用でだんだん年功序列じゃないが、年齢が上がっていくというような流れがあるのは、

そういうことがやりやすいと思うんですけれども、嘱託で補っていく部分がだんだんふえていった時に、５年と

か６年とかという単位、あるいはもっと若くて結婚をしたら辞めちゃうとかっていう、そういうようなことが繰

り返されている間にね、そういうことができなくなっていっちゃうんじゃないかという心配があるけど、ほぼ何

とかやってけるということなんですか。 

○こども課長 説明が足りなくて申しわけないんですけども、先ほど言った年齢はですね、やっぱり単純に年齢

だけで、今、実は配置しています。経験年数までということになりますと、なかなかしっかり正確な数字の把握

自体がですね、やっぱり嘱託の場合、難しいところがございますので、現在は年齢中心に行っております。当然、

そういったデータもですね、私ども管理してますので、そういう中では経験年数ですね、ある程度ばらつきがな

いように、ベテランから新人まで含めてですね、配置ができるようなふうにしたいと思います。 

○中原巳年男委員 １５７ページの園児送迎バス運行委託料っていうのがあるんですが、これ、３園なんですが、

それぞれの利用者数ってわかりますか。 

○こども課長 係長のほうからお答えします。 

○こども応援係長 楢川、宗賀中央、北小野の３カ所でございまして、楢川が１６人、宗賀中央が３人、北小野
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が勝弦地区ですが、９名です。以上です。 

○中原巳年男委員 当初、宗賀中央の時に、地区で送迎バスというような話があったんですが、聞くと、あるか

ら使っているけど、なけりゃ使わなんでもいいっていうような話もちょっと聞くんですけども、そうすれば、１

１月ですか、また入所説明の時なんかに意向を聞いてもらって、必要のないところ、３人のためにこれだけのバ

スを動かしてるっていうこともね、ちょっと解消できるんならっていうふうに思うので、ちょっと希望の取り方

なんかもしっかり確認をしてみたほうがいいんじゃないかなというふうに思いますので。 

○こども課長 ありがとうございます。宗賀中央はですね、平出のほうからの１路線と、それから日出塩のほう

からの１路線、２路線で始まりました。特に平出のほうがですね、通勤と逆になる保護者がとても多かったもの

ですから、需要がとてもあったんですけども、いわゆるほかの園の通園する、通園というか送迎する保護者との

公平性ということもありますので、宗賀中央については自宅で送迎方法がないということをですね、大前提にさ

せていただいています。北小野とそれから楢川はですね、やっぱり道路事情がございますので、そちらのほうは

基本的にはバスに乗って出していただいたほうが安全が確保できるということもありますので、やってますけど

も、宗賀はそんなところで、現在は日出塩方向から来る子供だけに限っています。そのほうがですね、実際に外

国人世帯のお子さんも入っていたりしてですね、実際にお家には自動車がないというふうなことがございまして、

それで、現在３人でございますけれども、対応せざるを得ないというところでやっているところです。お家のほ

うとは入園のたびにお話をしてましてね、お父さんが会社の車で一緒に出る時には、こちらに向かって出ますの

で、その時何とかならないかという話もまた継続していきたいと思っております。 

○委員長 ほかにございますか。じゃあ、民生費あわせて全体でもし質問、御意見、御提言ありましたら。よろ

しいですかね。なければ、ここで１０分間休憩を取ります。 

午後２時０９分 休憩 

        

午後２時１８分 再開 

○委員長 それでは、皆さんおそろいのようですので、休憩を解いて再開いたします。次、５款労働費について

説明を求めます。 

○男女共同参画・人権課長 それでは、４目ふれあいプラザ運営費につきましてお願いします。決算書１９６ペ

ージから１９９ページ、説明資料は５１ページとなります。それでは、決算書１９９ページ、ふれあいプラザ運

営諸経費の中から説明をいたします。一番上の黒ポツになりますけれども、講座託児保育士賃金、こちらのほう

はふれあいプラザで行われました各種講座、こちらの際の託児の保育士の賃金となります。その下のサポート謝

礼につきましては、パソコン講座におきまして、一応受講者へのパソコンの基本操作のサポートを市民グループ

へお願いしているものでございます。次の各種講座講師謝礼でございます。資格取得講座が５講座、生活教養講

座１１講座、セミナー８講座、こちらのほうを行っております講師の謝礼でございます。次に、下から３つ目の

黒ポツになります。パソコン講座委託料１３３万円余につきましてはですね、専門の業者に委託しましてパソコ

ン講座８講座を実施したものでございます。その下の黒ポツ、ふれあいプラザまつり事業補助金につきましては、

ふれあいプラザの受講修了者、こちらのグループの自主的な学習活動の成果発表に対しましての補助ということ

でございます。以上です。 
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○委員長 それでは、質疑を行います。この議案に関しまして質疑のある方は。御質問はありますか。いいです

か。 

○森川雄三委員 この施設はあれかい、例えば運営諸経費とはあるが、いわゆる維持管理費というか、そういう

ものはないということかい。 

○男女共同参画・人権課長 施設は総合文化センターにありますので、電気、水道とかそういった共通の使用に

つきましては、社会教育課の費用となっております。こちらのほうは利用に関しましての費用ということになり

ます。 

○森川雄三委員 はい、わかりました。 

○中原巳年男委員 資格取得講座５講座ってありますが、何の資格を取得したのか。 

○男女共同参画・人権課長 昨年度ですね、資格取得でございますけど、ファイナンシャルプランナーの３級、

アロマセラピー検定、それから色彩検定、それから硬筆書写検定の３級、４級ということです。 

○中原巳年男委員 この講座を受けた人は、みんなその資格を取ってるということ。 

○男女共同参画・人権課長 その資格を得る試験に向けての講座ということでございまして、実際に受講された

方は、まずこちらのプラザの講座を受講された方は１０４名、延べで言いますと。そのうちですね、この試験を

受けられた方が４８名で、このうち合格者が４３名というふうに聞いております。 

○委員長 よろしいですか。なければ、次に進みます。教育費、２７０ページの校外学習センター費まで説明を

求めます。 

○教育総務課長 それでは決算書の２６０、２６１ページをお願いいたします。なお、決算説明資料につきまし

ては６１ページからになりますので、よろしくお願いいたします。まず、決算書１０款教育費の決算状況でござ

いますけれども、補正額の欄にございますように１億７，６００万円余の補正をお願いをいたしました。国の経

済対策にかかわるものでございまして、繰越額につきましては２億９，８００万円余という状況になっておりま

す。また、２年続きまして国の経済対策が打ち出されておりまして、２６１ページの一番上段２億７００万円余

を平成２３年度に繰り越しをしたものでございます。支出済額決算額につきましては、３２億２，８００万円余

でございまして、前年に対して３億１，８００万円余の増額になっております。 

それでは、細部について説明をさせていただきます。まず１目教育委員会費でございます。この中の一番下の

事業でございますが、教育委員会補助交付金４３７万円余でございます。私立高等学校運営費補助金といたしま

して、まず市内１校、都市大塩尻でございますけれども、学校割の１００万円、それに生徒割１７８人の３，０

００円ということで補助をいたしております。それからその下、市外７校につきましては、塩尻市に住所を有す

る市外の私立学校に通う生徒ということで、松本第一高等学校、松商学園等７校に対し２６７人分の補助金でご

ざいます。その下の細節、私立高等学校設備費補助金２００万円につきましては、都市大塩尻の調理室、あるい

は調理台等の整備に対しまして２００万円を限度に補助をしたものでございます。 

続きまして同じページ、２目事務局費の２６１ページの３番目の事業でございますが、教育委員会事務局諸経

費のうち、一番上の細節、学校評議員謝礼につきましては、小学校５９人、中学校３７人、合計９６人の学校評

議員に対する謝礼でございます。 

それではおめくりいただいて２６２、２６３ページをお願いいたします。２目事務局費のうち２６３ページの
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上から２番目の白丸、事業でございますが、教育相談研究事業１，５００万円余の決算額がございます。これは、

教育センター等の運営にかかわる経費でございまして、教育センターにつきましては、特色ある学校づくりのた

めの学校支援ですとか情報交換、それから教育課程の編成の指導等も行っておりますほか、教育相談や学校不適

応対策、あるいは高ボッチ教室の運営、ＩＣＴ活用教育を実施しているところでございます。一番上の細節、相

談員報酬５人分につきましては、教育センター、西小の４階でございますけれども、教育センターの３人、それ

から中間教室２人分の報酬でございます。１つ飛んだ細節、臨時職員賃金につきましては、高ボッチ教室、中間

教室の補助員の賃金１名分でございます。 

次の事業、スクールバス運行費でございます。３，２８０万円余の決算額でございますが、このうちの下から

３番目の運行委託料３，０９０万円余につきましては、決算説明資料の６１ページをごらんいただきたいと思い

ます。松本電鉄に委託するもの、これは東小学校から始まって片丘小まで２２９人。それから、木曽楢川小と楢

川中学校につきましては６５人が、大新東に委託をしてスクールバスを運行をしております。また、両小野小学

校と両小野中学校につきましては、２４人の児童生徒がシルバー人材センターに委託をして運行をしている、と

いう状況になっております。その下の自動車等借上料でございますが、楢川地区のスクールバスの運行にかかわ

る自動車の借り上げでございまして、平成２１年度から２８人乗りのバスを借り上げているという内容でござい

ます。 

それでは、またおめくりいただきまして２６４、２６５ページをお願いをいたします。２６５ページの上から

２つ目の事業、教育センター情報教育推進費９７０万円余の決算でございますが、このうち、上から５番目の細

節、パソコン等使用料につきましては６３２万円余の決算額でございまして、前年に対しまして１７８万５，０

００円の減額になっております。これは、４階の研修室のパソコンですとか、サーバー、プロジェクター等にか

かわるリース料でございまして、画像配信サーバーの減のために減額になっているというような状況でございま

す。 

○家庭教育室長 続きまして下の白丸、まなびサポート事業でございますけれども、特別支援教育と就学相談等

にかかわる経費でございます。主なものとしまして、上から２つ目のポツ、特別支援講師１１人分の報酬、また

その下のポツ、教育相談員２名の報酬となっております。 

○教育総務課長 それでは、３目教職員住宅費でございます。２６５ページの一番目の事業でございますが、教

職員住宅管理諸経費のうち３番目の細節教職員住宅借上料につきましては、民間のアパートを借り上げた分８戸

分にかかわる借上料でございます。平成２１年度１６戸の借り上げに対しまして、平成２２年度は８戸というよ

うなことで、５８０万円余の減額になっております。 

その下の事業、教職員住宅管理諸経費につきましては、地域活性化きめ細かな臨時交付金を充当いたしまして、

平成２１年度から２２年度に繰り越しをした事業でございます。続いて２６６、２６７ページをお願いいたしま

す。 

○男女共同参画・人権課長 ４目の人権教育費でございます。決算書２６７ページ２つ目の白丸になりますけれ

ど、社会人権教育推進事業でございます。一番上の黒ポツになりますけど、人権教育講師謝礼、こちらのほうで

すね、各地区ですね、各区の公民館分館で人権学習を行っていただいております。そちらへの講師派遣の経費と

いうことでございます。６つ目の黒ポツ、電話料から４つほど、集会所管理委託料、こちらの４つに関しまして
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は、原口集会所の管理に関する経費ということでございます。それから下から２つ目の黒ポツ、分館人権学習会・

地区推進会議補助金２０万円でございます。各区で人権学習会の開催を行っていただいております。それぞれ１

０地区に対しまして２万円ずつ補助金を交付をしたものでございます。一番下の黒ポツ、企業人権教育推進連絡

協議会負担金４万円でございます。こちらのほうは、現在市内６５の事業所で組織されております協議会への負

担金ということでございます。以上でございます。 

○教育総務課長 それでは、５目の学校施設集中管理費でございますが、学校施設集中管理費事業ということで、

保育園ですとか学校の安全対策、あるいは教育環境の維持向上に努めるための経費でございました。このうち、

次のページをおめくりいただきたいというふうに思いますけれども、２６９ページの一番上の細節で学校管理委

託料につきましては、学校施設の管理業務ということでシルバー人材センターに委託した業務でございます。具

体的には、一日４時間以内というようなことでございまして、各学校の校門等の開扉・施錠、それから環境の整

備、戸締まり、こういった業務に携わっていただいているところでございます。 

それでは６目（仮称）校外学習センター費でございますけれども、２６９ページの塩嶺体験学習の家整備事業

でございます。１，８１７万円余の決算額となっております。７月にオープンをいたしまして、平成２１年度の

利用状況でございますけれども、宿泊につきましては６６３人、日帰り等につきましては５３６人、合計１，１

９９人というようなことでございまして、当初見込みといたしまして、宿泊が７００人、日帰りが２００人とい

う９００人ということを見込んでおりましたところ、これを上回る利用状況だったということでございます。初

年度につきましては、施設のＰＲに重点を置いて運営をさせていただきました。読書合宿ですとか、イングリッ

シュキャンプ、あるいは部活、学校の部活、スポ少、サークル、地域団体、こういった利用が図られてまいりま

したし、地域におきましては塩嶺活性化協力会という支援団体もできまして、連携の体制も整いつつあるところ

でございます。課題につきましては議会の中でも答弁させていただきましたけれども、さらなる利用促進のため

の体験メニューづくりですとか、地域との交流事業、それから平日の利用促進、ここら辺が課題で残っておりま

すので、平成２３年度につきましては、自主事業でございます子供未来塾、こういったメニューを充実するほか、

地域等の農業体験、これと連携した体験メニューを加えていくというようなことを考えております。塩嶺体験学

習の家運営事業全体につきましては、１，８００万円余のうち、建物改修工事につきましては、下から４番目の

細節で１，４００万円余の工事費がかかっておりますので、経常的な運営経費につきましては４００万円程度と

いうような決算状況でございました。以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、ここまでの内容に関しまして質疑を行います。委員より質問あ

りましたらお願いします。 

○金子勝寿委員 ちょうど終わったところで、塩嶺体験学習の家の利用状況で、ここまでで人数等、わかれば。

利用人数、ああ今言った、ごめんなさい。そしたら、２回目の質問があるので、じゃあ続けて。テントを、雨の

時とか、いわゆる外でバーベキューをやる場合とか、あると思うんですが、この間使わせてもらったら、大分距

離が、自分たちで用意した場合あったんですけど、いわゆる倉庫から。大人でも重かったもので。あの辺、ちょ

っと近くに置いてあげればなとは思うんですが、なんかそんな話はないですか。 

○教育総務課長 テントにつきましては、運営をしている中で利用者からの要望に沿いまして整備したところで

ございまして、なかなか本館と別館について収納するスペースがないという実情でございます。したがいまして、
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プレハブの倉庫に置いてあるわけでございますけれども。子供たちだけで運ぶのが難しい場合は、管理人さんが

一緒に手伝ってくれるというようなケースが多いというふうに聞いておりますので。御理解をいただきたいと思

います。 

○金子勝寿委員 管理人さんもね、高齢でなかなか難しい部分もあったものだからというところで、また検討し

ていただければと思います。 

○委員長 じゃあ、要望。 

○金子勝寿委員 要望で。 

○鈴木明子委員 塩嶺体験学習の家ですけども、いろいろな使い方がされていいのではないかなというふうに思

うんですけど、この間、商工会議所の皆さんといろいろ懇親会があった時に、雑談の中でお聞きした話ですけど

も、あの辺の別荘地にお住まいのところにお客さんが見えた時に、泊まりきれない時の収容ということで活用さ

れてるという話もしたんですが、そういう使い方もＯＫということですか。 

○教育総務課長 名目は青少年の健全育成と生涯学習の推進というようなことで、施設は設置しているわけでご

ざいますけれども、子供以外の大人が使う場合につきましても、周辺の地域との連携ですとか、周遊ですとか、

そういうものにつながって活性化が図れるような利用であればいいのではないかというふうに、私は考えており

ます。ただ、利用される方が本当にその別荘で収容されない人が申請してくるのかどうかというのは、実態とし

て、私どものところではなかなか把握できていないというのが実情でございます。 

○鈴木明子委員 さらにその続きがありましてね、申し込みをするのにね、そこにあって便利なんだけども、申

し込みはここへ、教育委員会へ来ないといけないということで、そこら辺の便宜をもう少し図れないものかとい

うような話まで言っているもんで。やっぱり趣旨を徹底するということと、趣旨にかなっていて、受付の判断が

できないかどうかということもありますけども、現地で受付がしてはまずいということがあるのかどうか、そこ

も含めて。どうせ活用してもらうなら、便宜を図れるものなら図ればいいし、ただ、使用上の目的に合っている

かどうかの判断をしなければならないので、ここへ来ていただいて手続きをするということなのかなと思ったけ

ども、なかなかそれは掌握できてないっていうことだもんで、それなら現地でやってもいいじゃないっていうこ

とも、逆に言えばなっちゃうんで。そこら辺の考えはどうでしょうか。 

○教育総務課長 初年度でありますので、どういう使われ方が適当かというのは、私どものほうで把握をしてお

く必要がございますし、利用に当たっては有料と減免というようなことも出てまいります。したがいまして、ま

ずは教育委員会のほうで受付をして、利用の目的を把握をしていただいた上で利用方法をしっかり説明をし、施

設の内容にかなった利用をしていただくというようなことを徹底する意味で、教育委員会のほうに受付をお願い

をしているというふうなところでございますが、今後、運営していく中でさまざまな御意見を聞きながら、その

点につきましてはまた改善を図っていきたいと考えております。 

○鈴木明子委員 改善も図っていただけるということなので、趣旨について御説明するっていう点をね、なぜこ

こに来ていただくかについて、やはりそこら辺をきちんと説明することによって理解もしていただける面もある

のではないかと思うので、この施設が、言ってみれば都会から来た人たちといろいろな情報を交換したりする、

そういう場所にも、としてもね、活用することもよいとは思うんですので、そういうことを徹底していく中で趣

旨に合った使い方で、より多くの人が活用できるように取り組んでいただきたいと思います。意見です。 
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○森川雄三委員 市長の総括説明で、その間、通学合宿やったんですかね。その状況っていうのをちょっと説明

してもらいたいと思うが。 

○教育総務課長 通学合宿につきましては、両小野中学校の１年生が７月１２日から１４日までの間、２泊行い

ました。中学１年１クラスでございましたけれども、集団生活を送りながらそこで、そこから登校し、生活規範

を身につけるとともに、そこでも読書合宿を行いましてクラスの仲間との連携意識、連帯意識が図られたという

ようなことを聞いております。 

○森川雄三委員 おらの会派でね、今度は、通学合宿をやってるところをちょっと視察に行ってきたいと思って

いるんだけども、そこは、規模が８泊９日というような、そういう通学合宿をやっている。かなりサポーターっ

ていうかね、企業から始まっていろいろ市が協力し合っているっていうふうなことも聞いてるけども。北小野は、

確かに近いからいいのかもしれないけども、一般の市内の学校の人たちでもね、そういった子供たちのできるよ

うな方策っていうものを考えていったらいかがかなとも思いますし、それと１点、利用活用っていうか方法とし

て、ちょっと聞いた、小耳に挟んだんだが、いわゆる学習塾かなんかでね、英語合宿みたいなことをして、あれ

使用料って２，０００円でしたっけ、１泊で。くらいですよね。それが、話を聞いたら、１万４，０００円くら

いで受け入れてっていうようなお話だったんだが、そういった営業的なものの活用もあるということですか。そ

れも使用させているということなのか、その点はどうなんでしょうか。 

○教育総務課長 営業的な使用といいますか、参加料を募って利用するところはございます。それは、例えば同

行する指導者の人件費に充てたり、材料費に充てたり、食事代に充てたりというような内容でございますけれど

も、多分イングリッシュキャンプというような。 

○森川雄三委員 わからないけど、英語を多分というような。 

○教育総務課長 あれには、県外の子供のほかに、市内の子供も参加をさせていただいて、そしてまた体験学習

といたしまして勝弦の畑のブルーベリー体験をやっていただくなど、こういう計画でございましたので、市と共

催という形でさせていただきました。減免も若干ございましたものですから、それにつきましてはそういう事情

だったというふうに思っております。 

○森川雄三委員 ただその金額が、なんかえらい一万幾らというようなことを聞いたもんですからね、その点、

その割には高いなと。１泊しても、旅館へ行っても１万４，０００円 も出しゃ、しっかり今泊まってくるところ

で、御飯食べさせてくれて、そういうことをね、体験させていただくことの中身として、それが妥当なのか、そ

の点はどうですか。 

○教育総務課長 内容につきましては担当の係長から説明させます。 

○学校支援係長 御指摘のイベントにつきましては、ＮＰＯ団体教育支援協会長野が主催をしてございまして、

私どもも事業内容まですべて詰めさせていただく中で、交通費、それから講師の人件費、あと、夕食代、朝食代、

材料費、それから地球の宝石箱等にも行っておりまして、その入館料というようなことで、そういった費用を盛

り込んでございます。ＮＰＯ団体でございますので、薄利というようなことでやっているという内容確認が取れ

ましたので、教育委員会でも共催という形でイベントといたしましたので、御理解をお願いしたいと思います。

以上です。 

○副委員長 教職員住宅のところでお伺いします。先ほど借上料が８戸と聞いたんですけど、それ以外の経費と
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いうのは、どこか市で所有をしている場所があるんでしたら、それがどのくらいかかるか教えてください。 

○教育総務課長 済みません、もう一回お願いします。 

○副委員長 ２６５ページの教職員住宅の件なんですけど、借上料が前年度より半分に減っているところってい

うのはお伺いしたんですけど、市が所有している場所って、どこかあるんですか。 

○教育総務課長 市の教員住宅につきましては、市で整備いたしました教員住宅と民間から借り上げている教員

住宅と２種類ございます。市で設置をいたしました教職員住宅につきましては市内各所にございますけれども、

現在５９戸ございまして、そのうち３９戸の教員住宅に先生が入られているというようなことでございます。そ

のほかに民間住宅も借り上げ、今の教職員住宅がなかなか古いものがございまして、なかなか改修費もかさむと

いうようなことで増設は考えておりませんので、その分を民間の住宅を借り上げて教職員住宅として提供をして

いる。そういう状況でございます。 

○副委員長 じゃあ、２０戸は使っていないけれど、もう古くて使えないから８戸を民間のほうから借りてると

いうことに解釈していいですか。 

○教育総務課長 はい、市で整備をいたしました教職員住宅を、これ以上ふやしていくという計画はございませ

んし、年がたてばたつほど老朽化して、修繕をしていけばある程度はもつわけでありますけれども、それよりも

民間住宅を借り上げて、そこに入られる先生に補助をしながら確保したほうがいいのではないかというようなこ

とで、従来から民間住宅を借り上げてきているわけでございますけれども、近年、借り上げが減少してきている。

こういう状況でございます。 

○副委員長 ２０戸は浮いている、空いているところ。５９戸、市が持っていて、３９戸に今入っているという

ことは、２０戸は今どうなっているのか教えてください。 

○教育総務課長 これは今、空いております。入居者がいないという状況でございます。 

○副委員長 修繕をしないと入れないから、そのまま手をつけずにおいてあると認識していいですか。 

○教育総務課長 教職員住宅の入居につきましては、市の校長会の中に住宅係という組織をつくりまして、転入

される先生を中心に割り振りをしております。市で整備をいたしております教職員住宅も、そのうちの候補とし

て見ていただいているわけなんですけれども、立地条件だったり、老朽化だったり、設備の面だったりというよ

うなことで入られないというのが実情でございます。 

○副委員長 ありがとうございました。 

○金子勝寿委員 大変基本的なことで恐縮なんですが、教育委員会は年どのくらい委員会を開催されているのか

とどうか、どんなことをふだん。もちろん、国・県で下りてきた部分の内容ですね、指導の部分が多いとは思う

んですが、少しわかれば、話せる範囲でお話しいただけますか。 

○教育長 定例教育委員会が月１回、それから、臨時が、昨年だと臨時が１回か２回だか、ちょっとあれですが、

１回か２回。大体そんなペースかなというようになっています。あとは、いわゆる会合ではないんですけども、

いろんなイベント、行事等というのは参加しております。 

○金子勝寿委員 内容を、ちょっと私たちはね、中を拝見するわけにはいかないんですが、どんなことをやって

らっしゃるのか、例えば議題で一番多いものは、例えばどんなことがあるのか、少しお聞かせいただければ。 

○教育長 最近の例で言いますと、ここでも非常に真剣に御議論というか、御意見いただきましたのは、奨学金
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のね、件もやりましたし、また、学校運営についての実情だとか、あるいは問題、課題等について話し合いをし

たり。一応、法には決まっていますけども、いわゆる喫緊の課題と言いますか、そんなようなことを協議会とし

て扱い、また、報告事項も数多くやっております。 

○金子勝寿委員 保護者の方が教育委員会へ入られたりということがあるわけで、その辺で少し、本会議でもあ

りましたが、いわゆる現場もしくは保護者の立場からの御意見、そういうのは委員会の中では取り上げたりとか、

発言等があったんですか。もし記憶のある範囲で。 

○教育長 やはり保護者代表と言いますかね、の方が来ているということの特色と言いますか、出ているという

ふうに思います。というのは、やっぱり子供が実際学校にいるわけですので、学校ではこんな状態で支援をして

いただいているが、こんなふうにならないかと、ちょっとあまり具体的な例は避けさせてもらいますけれども、

いい面、悪い面、非常に学校の実情を話しながら、改善案などを出していただいたり、御意見を出していただい

て。そうでなかったらこういう意見は出てこないだろうなと思われる意見が、たくさん毎回のように出てまいり

ます。 

○金子勝寿委員 ありがとうございました。 

○副委員長 ２６３ページのスクールバスっていうのがあるんですが、スクールバスというもの、宗賀小のほう

も松電のバスが行ってるんですけど、さっきの保育園の３人をこのバスを利用させるっていうことは考えられな

いでしょうか。 

○こども課長 一つはですね、スクールバスの運行時間帯といわゆる保育園の登降園の時間がですね、ずれてる

ものですから、そうすると運行をですね、同じルートを２回っていうふうな状況になりまして、そういう中では、

若干委託料ですね、やっぱりそれなりにかかってまいります。先ほど申し上げた保育園のほうはですね、基本的

に御家庭で登園、降園をですね、見ていただくっていうのが原則でございまして、そのためにスクールバスは運

行するのは、いわゆるそういった送迎手段がない家庭に限るっていうことでやっているところだものですから、

学校のほうは距離によって運行する、しないっていうのは自動的に決まりますのでね、そこではいわゆる運用上

のルートに差があるというふうにお考えいただければよろしいかと思いますけど。 

○委員長 いいですか。ほかにございますか。 

なければ、引き続き、小学校費から２８８ページの幼稚園費までの説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、２７０、２７１ページをお願いをいたします。２項小学校費のうち１目学校管理費

でございます。２７１ページの一番上の事業、学校医等報酬の中の２つ目の細節、嘱託員報酬８人分につきまし

ては、市費の小学校講師８人分でございまして、少人数学級ですとか、児童の個々に応じた指導を図っていると

ころでございます。 

それから、次の事業、小学校管理諸経費のうち、一番上の細節、臨時職員賃金につきましては１，２７０万円

余の決算でございますが、これも市費によります学校事務職員３校分３名分ということになります。それと図書

館の８人分というのがその内容でございます。以下の細節につきましては、いずれも良好な学校運営ですとか、

環境整備、あるいは児童の健康管理のための経費でございます。決算額につきましては、全体で平成２１年度に

対しまして２７４万２，０００円余減額というふうになっております。この中で、２７１ページの中段に燃料費

がございますけれども、９９６万円余ということでございまして、１２月補正で灯油の価格上昇に伴いまして補
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正予算をお願いをしたわけでございますが、１３７万円余の増額になっている状況でございます。 

それでは、２７２、２７３ページをお願いいたします。２７３ページの下から２つ目の事業、小学校施設営繕

費でございます。これも前年に対して５，６００万円余の減額決算になっておりますけれども、やはり国の経済

対策によりまして臨時交付金を活用した一般工事ですとかトイレ改修、あるいは環境整備工事を対応させていた

だきました。一部を繰り越しをいたしまして、次のページに出てまいりますので、後ほど説明をさせていただき

たいと思います。続きまして２７４、２７５ページをお願いいたします。２７５ページの上のほうでございます

が、小学校負担金、これは各種上部団体ですとか関係団体の負担金でございますが、その負担金の一番最後の細

節で、辰野町塩尻市小学校組合負担金がございます。１，２００万円余の決算額になっておりますが、前年に対

して１，３００万円余の減額決算額でございます。これにつきましては、小学校組合のほうは決算額の減額に伴

いまして、塩尻市・辰野町それぞれの負担金の減額となったものでございます。 

次の事業でございますが、小学校補助交付金でございます。教育内容の充実と保護者の負担軽減を図るための

補助金でございます。特別行事等補助金の内訳といたしまして、学校活動補助金につきましては、校内研修です

とか校外活動、校区講演会にかかわる活動に対しまして補助をいたしました。ずっと下の細節を見ていただきま

して、学校支援ボランティア活動交付金でございます。４４６名の小学校学校支援ボランティアの皆さんの活動

にかかわる交付金の支給でございます。その下の総合的学習補助金でございますが、いわゆる教科の枠を越えた

横断的、あるいは総合的な学習活動でございます。職場体験、あるいは幼稚園・保育園との交流、国際理解、環

境活動、こういった事業に活用をしております。２５９万円余の補助金を交付をいたしました。その下の起業家

教育促進事業につきましては、宗賀小、広丘小、東小の３校につきまして、トレーディングゲームを中心にいた

しまして経済や社会の仕組みを学ぶ活動に対して支援をいたしました。続いてユーザー視点のものづくり事業補

助金につきましては、宗賀小１校に対しての補助金でございます。ユーザー視点ということで、思いやりの心と

体験活動を同時に体験することのできる教育活動に対する補助でございます。 

次の事業の学校安全支援事業でございます。前年度に対しまして１，７７０万円余の減額になっておりますが、

前年は中継機の増設がございました。その分の減額になっているところでございます。 

その下の事業でございますが、小学校英語活動サポート事業、これにつきましては決算説明資料の６２ページ

にございますのでごらんいただきたいというふうに思いますけれども、小学校の英語活動の充実ということで国

際理解講師５人を配置をしております。事業といたしましては、異文化交流体験授業、こういうものを行いまし

てコミュニケーション能力の育成や異文化への認識を深めていますほか、小中学校教諭対象の研修会の開催等を

実施をいたしまして、新しい学習指導要領に定められた授業時間数に対応しているということでございます。こ

こにございます嘱託員報酬５人分につきましては、国際理解講師５名分の報酬でございます。それから、その事

業の中で、外国語指導助手配置事業委託料４８７万円余がございますけれども、小学校では１校にＡＬＴ、外国

語指導助手を配置をしております。現在、片丘小を拠点校にしておりますけれども、これをアクティブパーソナ

ルに委託をしたための委託料でございます。 

２７５ページの下のほうでございますが、小学校施設営繕費（繰越）につきましては、きめ細かな臨時交付金

に対応した平成２１年度からの繰越事業でございまして、６カ所、桔梗小学校の昇降口の雨水処理ほか、工事を

実施をさせていただきました。 
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その下の小学校施設太陽光発電設備設置事業でございますが、これも交付金を充当した繰越事業でございます。

工事費の明細書４１ページにございますけれども、桔梗小、片丘小、西小学校に設備を設置したものでございま

す。 

続いて２７６、２７７ページをお願いいたします。２７７ページの教育振興諸経費でございますが、これも決

算額１，９００万円余となっておりますが、前年に対しまして１，８００万円減額決算になっております。前年

につきましては、６月と９月補正でお願いをいたしまして、経済危機対策交付金を充当いたしまして、児童図書、

教材備品を整備をさせていただきました。このうちの図書購入費のうち、児童図書につきましては７７０万円余

の減額になっておりますし、教材備品につきましては８９０万円余の減額になっているということでございます。 

次の事業でございます。教育振興扶助費でございます。経済的な理由によりまして就学困難な児童生徒の保護

者への就学援助でございますけれども、平成２１年度の要保護、準要保護児童生徒数につきましては、中学校の

分もここで説明をさせていただきますけれども、小学校が３７９名で、前年に対して３５人の増、中学校が２０

３名でございまして、前年に対して８名の増という状況でございます。したがいまして、就学援助費も、ここで

は２００万円余の増額決算となっております。 

次の事業の小学校情報教育推進費でございますが、各小学校のコンピューター教室、普通教室のパソコン５３

２台、それからシステム機器等の使用料にかかわるものでございます。再リースがございまして、６９０万円余

の減額となっております。 

２７７ページの後段のほうにございます３目給食施設費につきましては、小学校の給食運営にかかわる経費で

ございます。めくっていただきまして２７９ページをごらんいただきたいというふうに思いますが、最後の備品

購入費につきましては、老朽化しておりました片丘小の食器食缶洗浄機を購入させていただきました。 

次に４目、広丘小学校建設費でございます。広丘小学校の屋内運動場につきましては、昭和４８年建というよ

うなことでございまして、これを避難施設などの防災機能を備えた延べ床面積１，７１２平方メートルの体育館

として改築をさせていただきました。これもやはり建設工事の内容につきましては、工事費明細書の４２ページ

をごらんいただきたいというふうに思いますけれども、建築主体工事のほか、機械設備、電気設備、こういった

工事がその内容となっております。なお、ここに繰越明許の金額が３，３００万円余ございますけれども、体育

館の解体、それから後地整備工事につきましては平成２３年度に繰り越しをさせていただいたところでございま

す。つい先日、総合防災訓練の会場としても使用させていただいております。 

続きまして、宗賀小学校の大規模改修事業でございますけれども、１２月補正でお願いをしたところでござい

ます。宗賀小学校の大規模改修事業につきましては、設計委託料を決算をいたしまして、トイレの改修、それか

ら太陽光発電の設備工事につきましては、平成２３年度事業のほうに繰り越しをさせていただいております。１

１月３０日までの工期で、今現在施工をしているところでございます。 

それではめくっていただきまして小学校費の最後になります。吉田小学校建設費、耐震改修でございますが、

中学校のほうにも出てございますけれども、安心・安全な学校づくり交付金を充当いたしまして、平成２１年度

から繰り越しをした事業でございます。 

続きまして中学校費に入ります。中学校費は小学校費と重複する項目が多いものですから、主な点だけ説明を

させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず、１目学校管理費でございますけれども、学校医等
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報酬のうち２番目の細節、嘱託員報酬２人分につきましては、市費加配の講師、それから養護教諭の先生にかか

わる報酬でございます。その下の外国語指導助手報酬につきましては、塩尻中学校と広陵中学校にいるＡＬＴ、

外国語指導助手、これは自治体国際化協会からあっせんしていただいた指導助手でございますけれども、この２

人分の報酬額ということでございます。 

中学校管理諸経費でございますが、小学校と同様の内容になっております。いずれも良好な学校運営のための

経費ということで御理解をいただきたいというふうに思います。続いて２８２、２８３ページをお願いいたしま

す。ただいまの中学校管理諸経費の中で２８３ページのちょうど真ん中のところの細節、外国語指導助手配置事

業委託料１，４６２万３，０００円余の決算額になっておりますけれども、先ほど自治体国際化協会のＡＬＴ２

名分を説明させていただきましたが、これもＡＬＴにかかわるものでございますが、アクティブパーソナルに委

託をいたしました４名分のＡＬＴかかわる委託料ということになっております。 

２８３ページの後ろのほうにまいりますけれども、中学校施設営繕費でございますが、小学校と同じように営

繕につきましても、一般工事費分につきましては平成２１年度の繰越事業でございまして、次のページに出てま

いります、そのための決算額の減額ということでございます。 

その下の中学校負担金のうち、塩尻市辰野町中学校組合負担金でございますが、前年に対しまして１，０５０

万円余の増額になっております。小学校組合は先ほど説明いたしましたけれども、中学校組合では、建設工事で

すとか、あるいは退職手当等の補正増が伴いました。したがいまして、負担金の増額となるという内容でござい

ます。 

２８４、２８５ページをお願いいたします。２８５ページの上のほう、学校の補助金がございますが、小学校

と同様の内容となっております。その中の一番下、ユーザー視点のものづくり事業補助金につきましては、西部

中学校と塩尻中学校において実施した事業についての補助金でございます。 

１つ飛んで、中学校施設営繕費につきましては、繰越事業といたしまして塩中の体育館の器具の修繕、それか

ら丘中の消防施設の修繕等、実施をさせていただきました。 

中学校施設太陽光発電設備設置事業でございますが、安心・安全な交付金を活用いたしまして繰り越しをして

実施をした事業でございます。西部中学校がその箇所でございまして、現在、宗賀小で太陽光を設置しておりま

すけれども、現時点で全１５校のうち、太陽光は７校で設置済みという状況になっております。 

続きまして、２目教育振興費、教育振興諸経費でございますが、小学校と同じように前年度は経済危機対策交

付金を活用いたしまして、生徒図書、教材備品を整備をさせていただきました。そのために１，０００万円の減

額決算となっております。 

その下の事業の教育振興扶助費につきましては、先ほど小学校で説明させていただいたとおりでございます。 

次の中学校情報教育推進費でございますが、小学校と同様、コンピューター教室、普通教室のパソコン３２６

台、それからシステム機器等のリースにかかわる使用料でございます。 

３目給食施設費をごらんいただきますけれども、２８７ページをお願いをいたしたいと思いますが、一番最後

の備品購入費につきましては、塩尻中学校の食器食缶洗浄機を５５１万２，０００円余で購入をさせていただき

ました。 

丘中学校の耐震改修事業につきましても、安心・安全な交付金の平成２１年度からの繰越事業でございます。 
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それから、塩尻中学校の建設費でございますが、プールの改修につきましては、昭和３６年に整備されたとい

うようなことで、相当老朽化をしております。シート防水、あるいはろ過機の改修等の工事につきましては、経

済対策を活用いたしまして平成２３年度に繰越事業をさせていただきまして、６月１７日竣工となっているとこ

ろでございます。平成２２年度は、そのための設計監理委託料が決算という内容でございます。私のほうは以上

でございます。 

○こども課長 続きまして次のページ２８８、２８９ページをお願いいたします。第４項第１目の幼稚園費３，

１９５万円余でございますけれども、民生費で説明した安心こども基金事業でＡＥＤが事業対象になったもので

すから、ＡＥＤを３台購入いたしまして、これは私立の幼稚園のほうに貸し出しをさせていただきました。２番

目の中点に私立幼稚園運営費補助金５６３万円余がございますが、市内の私立幼稚園３園へ、一園当たり８０万

円の定額と、それから子供では一人当たり９，０００円の児童割、それからさらに、市内の児童が通園する市外

の幼稚園が７園ございますので、そちらには園児割一人９，０００円の児童数分を補助したものでございます。

市内３園では３０１人、市外５園で５８人という人数になっております。３番目の中点でございますが、私立幼

稚園就園奨励費補助金２，５０３万円余でございますけれども、保護者の所得、あるいは児童数、そういった階

層に準じまして、市内外あわせまして２８２人に補助をしたものでございます。平成２１年度に比べまして３８

人ほど増加することになりました。なお、一人当たりの平均額でございますけれども、約８万８，７９０円とい

う額になりました。以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。ここで休憩を１０分間取ります。 

午後３時１７分 休憩 

      

午後３時２７分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開します。ただいま説明を受けましたので質疑を行います。委員より質問

ある方はお願いします。 

○副委員長 小学校費にも中学校費にも両方出てくるんですが、学校支援ボランティアの活動交付金という項目

があります。市内の小中学校全校に学校支援ボランティアさんがいらっしゃいますか。 

○教育総務課長 市内全校に学校支援ボランティアは組織されております。 

○金子勝寿委員 ２８９ページの幼稚園振興諸経費で、この３つ補助金があるんですが、いつぐらいにいつも振

り込みというか、保育園のほうの、もっと言えば、対象保育園への振り込みの時期、いわゆる補助される、要す

るに単純に言えば、口座に着金する時期はいつですか。 

○こども課長 例年３月に補助をすることとしています。 

○委員長 ほかにございますか。 

○中原巳年男委員 ここに載ってないんですが、参考にですけども、ことし学校の教室に扇風機が入ったという

ことですが、大きすぎてうるさくて使えない、ファンの音が、という話来てませんか。 

○教育総務課長 現時点では来ておりません、把握はしておりません。 

○中原巳年男委員 子供たちからそういう話があったって、親から何件か来てるんですよ。一つの教室に１台。

それで、それに間に合うようにということで、なんか大きな扇風機が入ってるらしいんですよ。それで、それを
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回していると、先生とのやりとりが聞こえないっていう。何人かの親御さんから来てるんで、ちょっとそれをも

し確認する方法があったら、せっかくつけてもらったので。 

○教育総務課長 購入させていただいた扇風機は大型ですけれども、普通の市販のものに比べると音が静かな機

種でございまして。ただ、私もこの間、学校の教室に入った時に見たんですけども、やっぱり一番扇風機に近い

子供っていうのは必ずいるわけですので。なおかつ事故防止としてネットをですね、指を入れないようにネット

でそこへかぶせてあるものですから、いくら操作の上で静音状態にしても、そのネット、それから近い児童にし

てみれば、ちょっと音がうるさく感じるのかなという印象を持っております。また確認はさせていただきたいと

思います。 

○中原巳年男委員 じゃあ、たまたま近い子供だったんだね。 

○金子勝寿委員 扇風機の話が出たんで。今、置いて横からということですか。上につけるような案はなかった

ですか、天井からというような。なんか、北信のほうの高校で上からつけたら、紙も舞っていかないし、平等に

風も行くと。議場のファンとはちょっとイメージが違いますけど。横より上の方が、あと、場所も取らないで楽

かなと思います。 

○教育総務課長 ＰＴＡのほうからは、そういう天井型の扇風機の案もございましたけれども、私どもは、２階

以上の普通教室ということにさせていただきました。それは、据え付け型よりも、１階で例えば暑い場合でも、

２階、３階の教室で使っていない扇風機を１階のほうに持って、必要に応じた使い勝手ができるのではないかと

いうことも考慮したわけでありますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

○委員長 いいですか。扇風機に関してですけれども、実際に満たされているというか、必要に足りているのか

どうかということで、特に小学校は１階が１年生のお子さんで、１年生のお子さんが一番体力的にもまだちょっ

と弱いということで、暑さ・温度差にもっとやはり影響を受けやすいので、特に１階の１年生のお子さんの教室

がほしいということで、先生方からもそんな声をいただいているんですが、それが使い回しで数が足りればいい

んですけれど、その辺心配になるところですが、いかがでしょうか。 

○教育総務課長 ただいま申し上げましたように、数の根拠といたしましては、２階、３階に行くに従って室内

温度は高くなるというような状況で、２階の教室以上の普通教室の数を整備させていただいたということでござ

います。１階の教室でも、確かに風通しの悪い教室がありますので、そういうところは２階で、その教室、例え

ばプールですとか校外活動でいなくなる教室の扇風機を１階に下ろしていただいて活用すると。すべて学校の裁

量の中で使用していただくように徹底をさせていただいております。 

○委員長 そうしますと、その空き教室と扇風機が空いている時間帯を細かくチェックをして移動をスムーズに

やる係の先生がいてもらわないと、ちょっと担任の先生だけでは厳しいというようなとらえ方になっちゃうんで

すが。実際にそういう運用を学校のほうでやっていただいているのですか。わかりませんか。 

○教育総務課長 数ある中で対応していただくんですけれども、普通、教室数のほかにですね、若干プラスアル

ファをして買わさせていただいております。それは、そういった臨時の対応にも対応できるような形で使ってい

ただきたいというようなことで説明をしておりますので。御意見を踏まえて、また学校等ともお話をしていきた

いと思っております。 

○金子勝寿委員 また温度が上がってきているものですから、教室のいわゆる気温の調査とかちょっとやってみ
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て、学校によって気象条件は全然違うと思うんですよ、市内でも。広小みたいに意外と標高が低くて暑そうでも、

周りが木だとやっぱり涼しいところあるでしょうし、東小とかほかのところだと、やっぱり校舎同士の距離の形

で風通しが悪いところもあるでしょうし、ちょっと調査してみて、それで扇風機とか少しデータをもとに入れた

ほうがいいんじゃないかと思うんですけど。要するに、暑いところは多めに入れてあげればいいし、その辺どう

でしょうか。 

○こども教育部長 実際のところですね、各クラスに行き渡るように確保できれば、それにこしたことはないん

ですが、予算的な制約もあったこと、あるいは、ことしの場合はですね、扇風機を確保するにも大分苦労しまし

て、その中で一応の必要数を確保したという経過もございますし、また、その一方では、昨年ぐらいからＰＴＡ

で用意していただいた扇風機も実際にはあります。したがってですね、１階は一つの目安として置かないという

ことにしてありますけれども、各学校の絶対数を見れば、果たして全部１階には行き渡っていないのかと言えば、

そういうことでもないと思いますんで、ある意味でそこら辺はですね、私どもの一つの考え方でその導入を図っ

ているわけでありまして、あくまで学校運営はその学校がですね、自分のところの気象条件も違うでしょうし、

当然市内においてもですね、それは学校の中で運用を図っていただければありがたいかなというふうに考えてま

すので、御理解をお願いします。 

○森川雄三委員 市内の小中学校はほとんどソーラーがのったわけかい、みんな。のってるわけだね。これであ

れかね、顕著に電気料ってものは減ってきてるかね。その点はいかがですか。 

○教育総務課長 電気料の状況でございますけれども、小学校につきましては、電力使用料、前年に対しまして

４万９，０００円の減でございます。中学校につきましては、これは逆に４７万３，０００円の増となっており

ますが、まだまだ経済対策を活用してここで整備したばかりでありますので、顕著な効果というものはあらわれ

てはきておりません。ただ、理論数値といたしまして、これまでの各学校の電気料の実績等を勘案いたしますと、

電気量につきましては、電力の量につきましては１１．７％の減、それから料金につきましては７．６％の減と

いうような試算をしてきております。ここで１５校のうち７校が太陽光がのりましたものですから、今後、その

運用を見ながら効果等についてはまた検証をしてみたいと考えております。 

○永田公由委員 小学校の英語活動のサポート事業をやってるわけですけれども、この成果についてはどんなふ

うに評価されてますか。 

○教育総務課長 本市では前倒しをいたしまして小学校５、６年の英語活動に対応しておりまして、もちろん英

語力というものを中学校の英語につなげるという意味合いもありますけれども、外国語活動を通じまして言葉や

文化についても体験的な機会をつくる。あるいは、コミュニケーション能力の育成ですとか、それから、中学校

へ入って本格的に習います外国語、特に英語の発音ですとか基本的な表現に小学校のころからなれ親しむという

ものについて効果があらわれてきているというふうに考えております。 

○鈴木明子委員 英語の講師なり助手なりの導入があるわけですけれども、そういう方たちと教育上の方針や何

かについて具体的に検討したり、例えばこういう教材を使おうだとか、そういった研究についてはどんなふうに

進めているんでしょうか。学校ごとにやっているのか、市全体でやっているのか。 

○教育長 まず、一番は学校ですね、実際に授業を担当する先生同士でやるっていうのが基本でありますし、原

則、チームティーチングでやる場合には、打ち合わせなしではちょっと授業が成立しないので。ただ、なかなか
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十分な時間が取れないということがね、以前から言われている大きな課題だというふうに。それから、市として

は、協議会、いわゆる研究会みたいなものをつくりまして、それぞれの学校から代表の先生に出ていただいて、

それで、成果や課題や、あるいは、こんなふうにやってるよっていう実践発表をやっておりまして、年間４回か

ら５回、もっとかな、結構何回もやって、私も時々出させてもらうんですけども、それが非常に学校間での情報

の交換になるかなというふうに思っています。つけ足しですけれども、ここまで塩尻市が導入してやってきて、

今のもう一つの大きな課題は、成果は課長のほうで言っていただいているんですけど、課題は、小から中へのつ

ながりだというふうに思うんですね。これもやっぱり、一つしながら、打ち合わせをしながら上につながなけれ

ばいけないので、ことしは一つの試みとして、小学校の英語講師が、子供たちは中学に行っているので、その中

学にも行って授業をやるということでね、つながりを持たすというようなことを試みとして行っております。以

上です。 

○森川雄三委員 今、英語の話が出たんだけども、あれですかね、教育委員会として小学校のうちから学科に英

語を取り入れるというようなお考えについては、あるかないか。何年から入れろと言っても、なかなか難しいと

ころあるんだけども。これからの時代、特に頭の柔らかい時期のほうがいろいろ覚えやすい期間だというのもあ

りますけれども、今現在英語の授業は週に一遍くらいですか。そうですかね。そういったお考えというか、そう

いうところにはいかがですかね。 

○教育長 結論的には、もう学習指導要領に位置づけられたので、これはやらざるを得ないと。やらざるを得な

いって、消極的な意味でなくて進めていくということではございます。以前からそういう具合に講師やＡＬＴを

配置していたということがあって、下の学年、５、６年生じゃなくてもふれあう機会、授業というよりは、授業

というか教科というよりはむしろ、国際理解とか国際交流というような意味合いでやってきているので、いわゆ

る違う言葉を話すとか、あるいは肌の色が違うとか、髪の色が違うとか、そういうことも含めて、何て言うんで

すか、怖がらないというような言い方は変ですが、そのような意味も非常に国際交流、理解の面ではありますの

で、いずれにしても進めていかなければいけないことだというふうに考えております。 

○委員長 よろしいですか。 

○副委員長 ２７０ページの真ん中あたりの地域見守りシステムの件なんですけれども、これは発信器を子供に

持たせるシステムですよね。現在、児童の何パーセントぐらいがこれを活用していますか。 

○教育総務課長 小学校、平成２３年度でございますけれども、６月時点の数値で恐縮ですが、小学生が、利用

者数が３４３人、８．９％の割合。それから、中学生が１９６人、９．６％の割合ということです。 

○副委員長 それは、始まってからふえてきてますか、それとも減ってきてますか。 

○教育総務課長 中学生につきましては、小学校から使っている時の子機をそのまま継続しておりますので、ふ

えてきている傾向にございます。ただ、低学年、１年生、２年生につきましては、小学１年生が５．９％、２年

生が５．０％というふうなことで、低学年になるほど、率が、割合が少ないと、こういう傾向にございます。 

○副委員長 今の小学校の１年生とか２年生がだんだん減ってきたということは、上のお子さんが使ったけど採

用しなくなったとか、なんかこう、話を聞いてみて使わなくなったとかっていうふうにも考えられるんですけど、

そのあたりはどのように思われますか。 

○教育総務課長 その都度、保護者の皆さんに学校を通じて説明をさせていただいておりますけれども、いろん
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な御意見を聞く中では、子機が高いですとか、それから重いですとか、正確な位置情報が把握できないですとか、

いろんな御意見をお聞きをしております。やっぱりそのところを総合的に保護者の皆さんが判断されて、なかな

か普及が進まないのかなというふうに考えております。 

○副委員長 それに対して何か対策を考えてらっしゃいますか。 

○教育総務課長 当面、中継機につきましてはこれで整備をさせていただきましたものですから、あとは子機の

機能向上というようなことをこれから考えるべきではないかなというふうに思います。今言ったような正確な位

置情報ですとか、軽量化、それから金額の問題、これらにつきましても、それとまた違うもう一つの新たな機能

の付加ができないかというようなことは、今後の検討材料にさせていただいて、今進めているところでございま

す。 

○副委員長 ありがとうございます。 

○金子勝寿委員 外国人の英語の講師の先生方、在任期間、今、１年から長い方はどのくらいいらっしゃるんで

すか。 

○教育総務課長 一応契約は２年ということですが、１年更新と。 

○金子勝寿委員 じゃあ、大体、最大でも２年で更新なさる、お帰りになるという形ですね。 

○委員長 いいですかね。それでは、引き続きです。社会教育費の２９６ページの公民館費までを議題として説

明を求めます。 

○社会教育課長 それでは、５項社会教育費１目社会教育総務費についてまず御説明をしたいと思います。決算

書２８９ページ、それから決算説明資料の６３ページになりますので、よろしくお願いしたいと思います。まず

白丸３つ目の社会教育諸経費でございますが、このうち講師謝礼１万１，０００円につきましては学習機会の場

としての塩尻学びの小さな旅を開催したものでございまして、３回の開催で７６人の方が参加していただいてお

ります。それから一番下の黒ポツ、公共施設等建設事業補助金でございますが、これにつきましては各区にあり

ます分館の改修にかかわる補助金でございまして、床尾公民館ほか４館が改修、それから次のページへ行きまし

て古町公民館については耐震診断、それから奈良井公民館については新築の補助ということでございます。 

それから続きまして、次の白丸、全国短歌フォーラム事業でございますが、これにつきましては、２番目の黒

ポツ、企画演出委託料でございますけども、これは第２４回全国短歌フォーラムの投稿歌の選評、それから表彰

式、講演会の企画演出の業務委託を行っております。これについては、エヌエイチケイエデュケーショナルに委

託をさせていただきました。これについては短歌フォーラムの収録後に１時間番組としまして、昨年の１０月１

７日にＮＨＫ教育で放映がされました。それから次の丸ポツでございますが、全国短歌フォーラム事業負担金７

６１万円余でございますが、これは実行委員会の負担金でございまして、短歌の投稿募集からフォーラム運営全

般の費用でございます。昨年の１０月３日に開催されました一般の部の投稿歌数につきましては３，３４１首で、

前年よりも１６０首増加いたしました。投稿者数につきましても１，７９８人で、前年よりも８０人の増加でご

ざいました。また、学生の部は１１月の２１日に開催いたしまして、投稿歌数については３，３３１首で、前年

より５０４首減少をいたしました。 

続きまして次の白丸、文化会館運営事業でございますが、これにつきましては、指定管理委託料としまして１

億４，８２４万円につきましては、レザンホールの指定管理者であります財団法人塩尻市文化振興事業団への指
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定管理委託料でございます。劇団四季のコーラスライン等の芸術鑑賞事業、森永卓郎講演会等の地域文化芸術振

興事業を行いまして、レザンホール全体の入館者数は１０万５，２６１人。前年より１６４人の増加でございま

した。 

次の白丸、成人式運営諸経費でございますけども、これにつきましては、昨年の１月９日に新成人みずからが

実行委員会を組織しまして開催した事業全般の費用でございます。昨年の新成人の参加につきましては、５００

人の参加がございました。 

次の白丸、高出地区センター建設事業でございますが、高出地区のコミュニティーセンターの拠点となります

地区センターの建設を行いました。工事費明細書の４３ページに記載してありますので、それもごらんいただき

たいと思いますが、地区センターの建設工事としましては、建築主体工事１億３，１２５万円、機械設備工事３，

４１２万円余、電気設備工事３，３６０万円で、合計で１億９，８９７万円余でございます。その下の備品購入

費につきましては、プロジェクターなど開館に必要な備品等の購入を行いまして、当地区センターにつきまして

は、地域のコミュニティーの中核施設として、今年度から利用を開始しております。 

続きまして２目総合文化センター管理費でございます。最初の白丸、総合文化センター管理諸経費でございま

すけども、市民の生涯学習の拠点である総合文化センターの管理運営をいたしました。総合文化センターは、中

央公民館、それからふれあいプラザの２館で形成されております。次のページをごらんいただきたいと思います

けども、次のページの管理業務委託料２，０１６万円でございますが、これは総合文化センターの施設設備管理

にかかわるもので、清掃、それから設備の保守、警備、受付にかかわる業務でございます。詳しくは工事請負費

等明細書の７２ページに記載されておりますので、ごらんをいただきたいと思います。次に、施設等改修工事で

ございますけども、これにつきましては、図書館が市民交流センターに移設した関係で、３階の空きスペースを

多目的室として設置するための工事費でございます。詳しくは、工事請負明細書４３ページに記載をしてござい

ますのでよろしくお願いします。それから、総合文化センターの利用状況でございますが、決算説明資料の２３

ページをごらんいただきたいと思います。２３ページに生涯学習関連の施設利用状況がありますので、以降、生

涯学習施設の説明の利用者数等については、このページをごらんいただきたいというふうに思います。総合文化

センターにつきましては、中央公民館、それからふれあいプラザをあわせまして、年間で９，３９７件、延べ人

数で８万８，２７９人の利用がございました。 

続きまして２９３ページの白丸、総合文化センター管理諸経費、繰越分でございますけども、１，２０４万円

余でございますが、これにつきましては、総合文化センターの耐震診断委託料１，０７５万円余でございます。

総合文化センターは昭和５５年に建設された施設でありますため、耐震診断を行って耐震性についての状況を確

認をいたしました。結果としましては、耐震補強の必要なしという結果になっておりますので、お願いいたしま

す。 

続きまして、３目公民館費について御説明申し上げます。最初の白丸、委員等報酬２，４２０万円余でござい

ますが、これにつきましては、中央公民館長、それから各地区の公民館長、分館の分館長、主事等の報酬でござ

います。 

２番目の白丸、公民館事業諸経費でございますが、これにつきましては、各地区館、中央公民館、それから各

地区の地区公民館、それから６４の分館の活動費でございます。まず、学級講座講師謝礼でございますが、１６
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７万円余。これにつきましては、中央それから地区公民館で開催した講座の講師謝礼でございまして、開催した

講座につきましては全部で２２１講座、延べ１万８，８８５人の方が受講してございます。次のページをめくっ

ていただきまして２９５ページの中ほどの公民館事業委託料でございますが、公民館事業委託料につきましては、

１０地区の地区公民館、それから６５の分館についての事業整理をそれぞれの地区館に委託しているものでござ

います。地区館への委託料については備考欄に記載してあるとおりですので、お願いをいたします。その下のＩ

Ｔ基礎技能講習委託料でございますが、これについては、公民館で主催をしておりますＩＴ講座等の委託料でご

ざいまして、全部で２９講座を開催をしてきております。 

続きまして、一番下の白丸、学校開放事業でございますが、これについては、下から２番目の講師謝礼２１万

円余でございますが、これについては学校開放講座の講師謝礼でございます。学校開放講座については、１５校

で３５講座が開催されました。それから次のページをめくっていただいて、２番目の黒ポツ、特別教室棟委託料

でございますが、これについては、施設の開放に伴う管理業務の委託でございまして、それぞれ、塩尻西小学校

の夢広場、塩尻西部中のまなび庵についての管理業務をシルバー人材センターに委託しているものでございます。

特別教室の開放については、この２つのほかに丘中学校の芸術棟でも行っておりまして、延べ利用日数について

は４７９日、利用者は１万２，０６９人でございました。私のほうからは以上です。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、ただいま説明を受けましたので質疑を行います。公民館費まで

のところで、委員より御質問ありましたらお願いします。 

○副委員長 ２９１ページの総合文化センターのところでお伺いしたいんですが、清掃業者が入っていると思う

んですけど、それはどこですか。 

○社会教育課長 工事請負費等明細書の委託のところを見ていただいて、７２ページでございますが、下から３

つ目のところにあります塩尻総合文化センター管理業務委託料の部分の太平ビルサービスさんになりますので、

よろしくお願いします。 

○金子勝寿委員 文化会館運営事業のところで、平成２２年度の決算書の中でいろいろ自主事業なさっているん

ですが、いわゆる入場者数の割合が、例えば３０％台のもので、そういうものは見直すのかどうなのかというこ

とと、もう１点、赤になったものが中にはあるのかなと思うんですが、その辺、詳細がわかる範囲で報告をお願

いします。 

○社会教育課長 芸術鑑賞事業につきましては、全部で９事業をやっておりまして、入館というか、入りました

分については、例えば９７％の入りだった分もございますし、一番少ないので３１％っていうものもございます。

当然、パーセンテージから言うと、少ないものについては多少整理できる部分があるかと思いますし、あるいは、

ある程度入っているものについては、全体としては収支的には良好なという部分もあると思います。当然、目標

としましては、すべてにおいて満席状態になるような企画をすればいいんですけども、なかなかその時代、時期

時期に合わせたものだとか、いろいろなものがありますので、その部分については、私どものほうとしましても

指定管理としてお願いをしてある部分がありますので、財団のほうの自主的な運営、あるいは企画等をしていっ

ていただけるようなことで、またお話をさせていただきながら運営をしていきたいというふうに思います。 

○金子勝寿委員 自主的だから、とりあえずお願いをして、見直しはよろしくねということですか。 

○社会教育課長 原則的にはそういうことなんですけども、市としましても協議会あるいは理事会等に入ってお
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りますので、その中で意見配布させていただくという形にはなろうかと思っております。 

○金子勝寿委員 決算書、細かいところまで数字を出すっていうのは、やはりもう少し。もう少し、やはり数字

だけ見てしまうと、どうしてもどうなのかなという疑問があるので、若干その辺、もうちょっと公開していただ

くとチェックもしやすいのかなと思います。モニタリングを必ずするはずなので、そのところではきちんと数字

を出してですね、ホームページに載っけていただけるということになっていますので、報告をお願いをいたしま

す。 

○社会教育課長 きちんと確認をさせて、報告させていただきます。 

○委員長 じゃあ、私のほうから１点お聞きしたいんですが、レザンホールにかかわることというか、総文にか

かわることというか、あそこに今階段、レザンホールと総文の間に階段で地下を通って裏に抜ける道がある。階

段は今、通行止めになっていますね。そこの利用方法、今、どのようにお考えなのか。 

○社会教育課長 委員長がおっしゃっているのは多分、ギャラリーのところの下のところへおりていくものだと

思いますけども、あの部分については、通ってはいけないということではないんですが、多分、夜間等ですね、

あそこのところにスケボーとかやってる方が、ちょっと最近は見られないんですけども、一時そういう方が見ら

れまして、それの危険性から下へおりないように目印としてのポールをやってあるんですけども、それについて

は、通常の、以前はイベント等を使った場合はその部分を使ったりとかという形ではやっておりますが、ただ単

に通り抜けるだけでは危険性もありますので、現状としてはポールというか、直接おりないようにという形をさ

せていただいております。 

○委員長 そうすると、今後もああいった形でそういう使用をしていくということで、特に夜間も危険性がない

ように、そこの足下部分にライトとか明かりを、安全性の意味で設置するとか、そういう予定は特にないですか。 

○社会教育課長 今のところ、そこのところで通行を、下へおりてまた上がっていくということでの利用ってい

うのは、こちら側の南側から北側に抜けるという方は見られませんので、現状とすれば、イベント等で使う以外

は、管理上はそういうふうにさせておいていただければと思います。 

○委員長 わかりました。 

○中原巳年男委員 レザンホールですけど、やっぱり自主事業、先ほど３１％かなっていうような話がありまし

たけど、ちょっとテレビなんかのコマーシャルで、ほかのところの文化会館を見たら、これをなんで塩尻でやら

ないんだろうなというようなのが結構あって、ミッフィーだか何とかっていうのを毎年、子供相手のものを毎年

やってるんですが、２年、３年たってくると、子供ももういいやってなってしまうというようなね、そういう企

画じゃなくて、毎年何か目新しい企画をして、それで入場者数をふやしたり、入場料収入を得るというようなこ

とで、もう少し事業展開にメリハリをつけてもらって、この運営委託料も少なくしていかれるような企画をお願

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○社会教育課長 おっしゃるとおりだというふうに思いますので、私のほうとしても、先ほど申し上げたように

理事会、あるいはそういう機関での意見配布、それから直接またそのような要望等を申し上げて改善をしていく

ようにしたいと思います。 

○金子勝寿委員 これ、いい企画は来年も繰り返すということでいいんですか。例えば、名前出しちゃったらあ

れですけど、きみまろさんとか９９％、それからアンパンマンが９７％。金額５，０００円でも９９％ですから、
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興業とは。文化的にね、例えばもうからなくても市民の皆さんに入ってもらわなきゃいけないという価値観も大

切ですし、その辺のメリハリが何となくわからないところで、こういう質問になってしまうんですが、どうなん

ですかね。 

○社会教育課長 当然、何年か継続して、人気のあるものについては継続したいと思います。特に、先ほど言い

ました３月１１日に行った、きみまろについては、なかなか日程が取れないとかですね、いろんな事情がありま

すので、オフレコに関するものについては自主事業として持ってくるのは、毎年というのはなかなか難しい状況

もあると思います。 

○委員長 いいですか。あとは、特にございますか。 

○鈴木明子委員 公民館事業で、各、いろいろな講座とかが開かれて、それなりの、それなりのなんて言っちゃ

って申しわけないんですけど、参加者があるということですが、参加者の傾向とか、これから団塊の世代が時間

がある世代というのか、そういうふうになってくるんだと思うんですけど、そういうようなことで工夫をされた

り、いろいろ考えたりされているのかなと思うんですけど、どうでしょうか。 

○社会教育課長 公民館事業につきましては、毎年地区館、地区公民館関係につきましては全体で公民館長、主

事会議等を毎月持っておりまして、その中でそれぞれの地区の状況もありますし、地区の特徴もありますけども、

中で意見交換をしながらどういう講座がいいというようなことも議論をしてますし、全体とすれば、年間の事業

計画を立てまして、来年の講座についてはこういう方向で持っていこうとかいう議論はさせていただいておりま

す。それから、分館につきましては、それぞれの分館もある程度主体性を持ってやってもらっている部分もあり

ますので、ただ、分館でこういうことがしたいけどとかという相談については、地区館あるいは中央公民館で相

談を受けて、よりよいものができるようにお願いをしているところでございます。それから、ちょうど最近カル

チャーセンターとかいろいろな部分が出てきてますので、そこら辺との兼ね合いの中で、人はそんなに集まらな

くても、その地区にとって重要な課題だとかというものについては積極的に取り組んでいきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いします。 

○委員長 私からもう１点お願いします。学校開放事業、学校開放講座、１５校で３５講座というようなお話が

先ほどございましたが、この講座の内容と講師の選定、また、それはどういう方法で選ばれて実施しているのか、

その点についてちょっと詳しくお願いします。 

○社会教育課長 学校開放講座につきましては、学校のほうの主体性もありますし、行っているところですけど

も、それぞれの地区、学校で行うもので、学校の先生が講師になるケースと、講師をお願いをして学校を使って

講座をやっている部分と２種類ございまして、内容的には、それぞれの特に学校のほうに、そういう地域の方々

に教える、そういう特徴のある先生がいらっしゃれば、そういう先生をお願いをして開放講座をしたりしており

ます。例えば具体的に言いますと、ガーデニング講座だとか、焼き物、茶道等がございますし、学校の先生を使

っているものだと、給食の献立をつくろうとかですね、親子でストレッチ、それから、あるいは、エアロビック

ス等、そういうものを行っております。それですので、それぞれの学校においての特徴とともに行っているとい

う状況です。 

○委員長 はい。済みません、それからもう１点。講師謝礼がここにありますけれど、講座の講師になった保護

者とか地域の方は、基本、統一された料金ということでよろしいですか。あと、先生が講師の場合は、もちろん、
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ないということでよろしいですか。 

○社会教育課長 講師謝礼につきましては、市のほうの基準等がございますので、その講師謝礼に沿ってお支払

いをしております。それから、先生のほうについては、当然そういうことになります。 

○委員長 ありがとうございました。ほかに。教育費についてはよろしいですかね。少し時間がありますが。 

次は、図書館費になっていますけれど、いいですか。じゃあ、図書館と３０２ページの平出博物館費までの説

明をお願いします。 

○総務課長 それでは、２９６ページの図書館費、よろしくお願いいたします。資料のほうは６４ページになり

ます。備考欄ですが、初めの白丸、委員等報酬につきまして、これは主なものは嘱託員報酬で、本館に勤めてお

ります１７人の嘱託員報酬４，２３３万円余であります。 

次の白丸の職員給与費につきましては、正規職員４人分の給料等でございます。 

次の白丸、図書館事業諸経費ですが、主なものを説明させていただきますが、２番目の臨時職員賃金３，１２

３万円余につきましては、本館で１３名、それから分館で３７名、それぞれ時間には相当な差がありますが、頭

数でそういう人数が勤めております。その賃金でございます。あと必要経費がずっと並んでおりますが、黒ポツ

の下から８番目の図書データ作成等委託料まで飛ばさせていただきますが、これにつきましては、図書の購入時

に図書のデータを同時購入しまして、インターネット等で検索等したりとかですね、館内で調べたりというデー

タを必要とするわけですが、その購入費用１７１万４，９４４円でございます。それから３つ下、電算機器使用

料ですが、図書館システムのシステム使用料、それから電話使用料、バーコードリーダーのリース料等の合計額

で、８２７万９，１７８円となっております。それから、このページ最後の備品購入費ですが、２，７２１万２，

０６６円。そこにありますとおり、要するにパソコン等の備品購入費となっておりますが、これにつきましては、

新しい新館ができまして、そこにつきまして利用者用、職員用あわせましてパソコン等の台数がふえました。そ

れらに対しまして合併特例交付金２，５００万円の補助金をいただきまして整備したところでございます。 

めくっていただきまして２９９ページですが、最初の白丸、図書館運営事業負担金につきましては、日本図書

館協会への負担金等でございます。 

次の白丸、市民読書活動推進事業につきましては、市民の皆さんの読書活動を支える部分への費用、予算でご

ざいます。１６６万５，７８３円。主なものの一番大きなものは、一番始めの臨時職員賃金です。これは読書ア

ドバイザーを１名お願いしておりまして、その賃金１１６万円余が主なものでございます。 

次の白丸、古田晁記念館諸経費ですが、ほとんどは臨時職員賃金を始めとする館の管理に伴う費用となってお

りますが、平成２２年度はですね、筑摩書房、古田晁さんの創設しました筑摩書房の７０周年記念ということで、

これに伴う文学サロンを社長さん等来ていただいて行いましたので、その講師謝礼、３番目ですが１５万円、支

出させていただいております。あとは、ずっと管理的な経費が続いておりますので省かせていただきます。 

 下から３番目、最後に白丸で図書館事業諸経費（繰越）ということで載っておりますが、これは平成２１年度

のですね、緊急経済対策の補助金対応をしたいということで財政課の指示で平成２２年度予算分を前倒しする形

で平成２２年に盛り、それを平成２２年に繰り越して使用するということで、指示を受けて対応したものでござ

います。中身としては消耗品費と図書購入費をそのようにしたわけですが、消耗品費につきましては、新しい図

書館に必要な消耗品をちょっとそろえた部分もありまして、若干の金額が多くなっておりますが、主なものとし
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ましては、新しい図書館で４００誌の雑誌をそろえるということでやります、その雑誌代、それから新しい書架

等で使いましたブックストップという本をとめる器具ですが、それから、寄贈が非常にこの年多かったものです

から、それにかけるブッカーと呼んでますけど、透明なブックカバーですね。それらを購入いたしております。

それから、最後の図書購入費ですが、２，６９９万円余でございます。これにつきましては、本、それからＡＶ

資料になっておりまして、全体で１万７，７３２点購入させていただいております。以上でございます。 

○平出博物館長 続きまして５目平出博物館費ですが、決算書３０１ページ、決算説明資料６５ページをお願い

します。最初に、昨年度の入館者数ですが、先ほどごらんいただきました決算説明資料２３ページにまとめてご

ざいますけれども、平出博物館５，９６６人、また遺跡公園にありますガイダンス棟の入館者数が、１１，７２

０人となっております。 

３つ目の白丸、平出博物館運営諸経費のうち、２つ目の黒ポツ、臨時作業員賃金ですが、緊急雇用創出事業と

いたしまして、これまでの平出遺跡の発掘調査で出ました住居址の出土の洗浄、並びに選別作業に、今回４人の

方をハローワークを通して採用し従事していただいた２２９万円余が主な内容でございます。３つ目の黒ポツ、

講師謝礼につきましては、平出歴史大学２回、土曜サロン５回、ミュージアムコンサート、ガイダンス棟の体験

講座、土器づくり、ポシェット、つるかごづくり等でございますけれども、この講師謝礼でございます。５つ下

がりまして、ひらいで遺跡まつりですが、昨年第７回を迎えまして、好天にも恵まれたこともありまして１，５

００人、初めて１，０００人の大台に乗りましたけれども、１，５００人の参加がありました。謝礼につきまし

ては、運営のお手伝いをしていただきました４つの協力団体等への謝礼でございます。７つ下の印刷製本費でご

ざいますけれども、展示図録の再版、博物館ノート、博物館紀要、遺跡まつりのチラシ、入館パンフレット等の

印刷でございます。下から２つ目の黒ポツ、園庭整備委託料ですが、これはシルバー人材センターに、平出博物

館周辺と遺跡公園の草取り作業を５月から９月の間お願いしているものでございます。１つめくっていただきま

して３０３ページをお願いします。２つ下の黒ポツ、環境整備委託料は、地元の遺跡公園協力会に遺跡と博物館

周辺の生け垣の剪定、草取り、落ち葉の片づけ等をお願いしているものです。おおむね２０人くらいで年３、４

回出役していただいております。下から５行目、博物館周辺整備工事ですが、これは、博物館駐車場の奥にあり

ますこども広場の遊具が老朽化により土台が腐っている状態でしたので、修理工事を行ったものでございます。

以上です。 

○委員長 それでは、ただいま説明を受けましたので、質疑を行います。委員より質問をお願いします。 

○鈴木明子委員 図書館ですけども、新しい図書館ができて、期待も大きく、利用者も大きく広がったというこ

とだと思うんですけども、この利用者の皆さんから図書館に対して寄せられているいい面もあるでしょうし、こ

う改善してほしいというような面もあると思いますし、そういったようなことで何か特徴的なところというか、

まとめたものがありましたら、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○総務課長 お話しできるような、まとめたという形になっていなくて申しわけありません。ただ、投書箱をつ

くったりですね、メールや手紙でも今は出している制度があるものですから。以前の図書館の時は、いいですね

というお褒めの言葉があまりなかったと言ってもちょっといけないんですけど、正直やっていて当たり前のレベ

ルだったと思うんですけど、今度のところについては、市内外の方からですね、非常に注目ということもありま

すし、非常に開放的でいい図書館ですねというお言葉は非常にいただけております。特にインターネットで、え
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んぱーくや塩尻図書館を検索すると、すごい数で今上がってきてまして、ちょっとほかの図書館では見られない

傾向がはっきりと今、出てきてますので、なるべくこういう機会を逃さないようにしたいなというふうに思って

おります。苦情的なもので言えば、これは日常的に住民の方と接してますので、大きな根本的な問題というのは

ちょっとないかなというふうに思っておりますけども、小さな、接遇から始まってですね、そういうことは随時

来て、それは職員で共有し改善しなければなりませんので、改善できる部分は改善をして、努めて対応しており

ます。あまりあれのこれのという、きっちりした形になっていませんので。 

○鈴木明子委員 館内の案内サインですね、そういったようなことで改善してほしいと言われたような部分は、

何件かはこれまであったかと思うんですけど、そういったものについては、随時、わかりやすいものに取りかえ

たりとか、そういうことはされているんですか。 

○総務課長 以前、エレベーターの線とかですね、要するに誘導線ということで、これは多分図書館ということ

でなくて、えんぱーくそのもののお話かなというふうに思いますけど、エレベーターサインとか、あるいは４、

５階の入っている会社さん等へのサインとかですね、それは、つけられるところはつけました。それから、ちょ

うどこの平成２２年度は、最後のほうでですね、表示看板をちょっと集中的に、要するに非常に複雑な、何時に

ここは閉まるとか、開くとかっていうのが、非常に複雑に動いてますので、それに全部対応できるように看板を

そろえまして対応するとかという、そんなことを一応やっております。その後、また閉館時間が変わったりとか

ということで、なかなかきちんと行ってないですけど、それは随時対応するように変えているつもりではありま

す。 

○中原巳年男委員 平出の博物館の入場者数とガイダンス棟の利用者数が、かなり開きがあるんですけども、ち

ょっと自分で見てる限りですが、博物館へ来たお客さんがガイダンス棟へ行くということも少ないだろうし、ガ

イダンス棟から博物館へ行くっていう、そういう人も少ないように思うんですが、双方のところで見学するとか、

体験するというような、そういうメニューみたいなものは何か予定はないですか。 

○平出博物館長 博物館とガイダンス棟の入館者数の違いですけども、最初に、これは有料と無料の違いってい

うのが大きく響いてくる部分でございます。特にガイダンス棟につきましては、平出遺跡の見学、それから古代

体験をですね、やりに来る方、これもいらっしゃいますけど、もう一つですね、中山道を歩いて、あそこを休憩

施設にするというお客さんが結構います。中山道ウオークとかですね、駅からハイキング等のイベントによりま

して、立ち寄る。で、トイレを使わせてもらうというようなお客さんがいらっしゃるものですから、当然ガイダ

ンス棟のほうが入館者数は多いというような状況です。博物館は有料施設なものですから、中はいいから外だけ

見て帰るというようなお客さんも結構いらっしゃいますし、また外の便所をですね、そういう方もいらっしゃい

ます。半分ぐらい、多分いらっしゃると思うんですけども、そんなことです。 

 それから、双方の連携ですけども、最近ですね、うちの、今回本会議の答弁でも申し上げましたけれども、あ

そこ一帯を、全体の歴史的な遺産を、塩尻の歴史的遺産も全部ひっくるめてですね、活用していくというような

方向づけでいますので、私どもも、そういった面でいろいろな団体、それから学校等にもＰＲしまして、最近は

結構、博物館から遺跡のほうへ行っていただく、遺跡から博物館へ来ていただくというようなコースを組んでい

ただいて回っていただくというようなケースがふえてきております。今後も、ぜひそのような形で博物館から泉、

それから平出の集落を見ながら中山道、平出遺跡等、あの辺一帯の歴史的景観を楽しんでいっていただくような
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コースづくりをですね、設定をしながら、より利用者の増を図っていきたいと思っております。 

 あと、関連のイベントですか。例えば、今年の夏ですね、第２回目になりますけども、クイズラリーというの

を夏休みの子供の企画としてやりまして、ガイダンス棟をスタートにしまして博物館の終点まで、途中何カ所か

クイズを置いたポイントをおきまして、その途中途中で親子でクイズを解きながら博物館へ向かって行っていた

だくというようなクイズラリーを企画しましたり、あるいは、バス見学やなんかでかなり博物館の出土品と、遺

跡自体の復元住居といいますか、当時の景観をセットで見ていただくようなことも積極的にＰＲして組んでいた

だいております。 

○金子勝寿委員 信州大学の図書館と連携して、もうしばらくたつんですが、いわゆる大学の図書館等の本を市

立図書館を経由しての貸し出しとか、そういうのは実績とかどうですか。 

○総務課長 済みません、ちょっと今、数字をここに持ってきていないもんで、申しわけありません。 

○金子勝寿委員 じゃあ、登録者の中に占める市外の人の割合、先ほどと同じ質問になりますが。 

○総務課長 申しわけございません、今、登録者でもってちょっと数字を出せていないんですが、新規登録で、

平成２２年度に７，２７４名という新規登録があるんですが、その新規登録のうちの市外者パーセンテージは、

２８％です。 

○金子勝寿委員 あと、ちょっといつも気になるというか、ノートの貸し出し、図書館の範囲じゃないですが、

ノートパソコンの貸し出しをしてますよね。あれは、どこにあるんですか。あまり見ないんですが、貸し出して

いるところ。どのくらい台数があって、どのくらい貸し出しが、需要があるのかなという点。 

○総務課長 台数は２０台そろえてあって、ちょっと修理に出したりしていることがあって、２０台完璧な状態

では、ちょっと今ないんですけれど、貸し出しの台数で言いますと、全部出ちゃうっていうのが最近あります。

当初はですね、図書館外のパネル席という長い席で、図書資料とインターネットを使う、まあハイブリッド図書

館と言うんですけど、その使用を一応していただこうということで。ただ、図書館の職員がパソコンの貸し出し

をいちいちやることはないだろうということで、あそこで貸し出しを始めたんですが、会議で使いたいから貸し

てくれとかですね、前のインターネットができる席を１１用意してあるんですが、あれがもう土日ほとんど満杯

でして、結局ノートパソコンを借りていって３階で使うと。要するに、どこでもかなり使えるものですから。電

源のあるところで使っているという使い方が、結構最近広まってきてまして、ちょっと、ともすると、申しわけ

ない、今ないんでというふうなことで、状態が発生してますので、台数的にはいい台数かなという認識でおりま

す。 

○永田公由委員 図書館、今、蔵書数はどのくらいですか。 

○総務課長 図書ということで、全館で３６万８，０００冊です。分館も含めてです。 

○永田公由委員 開架率は。 

○総務課長 率で言うとですが、本館だけが閉架がありますが、閉架のほうに回ってるのが約５万冊くらいだと

思います。本館だけで言いますと、図書数が２７万冊に今なってますので、２０万冊ちょいくらいが今出ている。

ですから、約８割くらいが開架ということです。 

○永田公由委員 全部でどのくらいまで蔵書を持っていられるか。４０万冊くらい。 

○総務課長 済みません、中に置ける量は、開架で２６万冊、閉架で２０万冊という能力を持っています。 
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○永田公由委員 それとあれですか、筑摩書房からも、毎年新刊本っていうのは無償で送られてきてますか。 

○総務課長 はい、筑摩書房でなくて、古田晁さんの御遺族ですけれども、家族の方からという形になりますが、

ずっと送られております。 

○委員長 じゃあ、私のほうから１点、図書館の利用のマナーということで、県内図書館によっては、本を借り

た後、中身が破られて返されいた。それと、マナーが悪いということが意外とあちこちで聞かれるんですけれど、

塩尻の図書館の利用状況とマナーの面でどんな状況かお聞かせくださいますか。 

○総務課長 パーセントでいいのか悪いのかちょっとわかりませんが、塩尻市立図書館が代表で、ちょっとそう

いうことで悩んでいるという新聞記事もありましたが、どこでもこれは悩みです。塩尻市立図書館のあの記事が

出た時に、県下の図書館からよく出してくれたって言って褒められたという言い方も変ですが、悪意なのかどう

かということは、まあほとんどが悪意ではないと思いますが、要するに、犬にかまれちゃったとかですね、特に

児童書関係に多いのは、読んでいて何かこぼしちゃった、ペットの犬がかんじゃった、そんなたぐいのものが結

構あります。ちょっともう悪意というかマナー不足だろうというのは、借りた本というよりは、新聞コーナーの

新聞に線を引いてしまうとかですね、場合によっては切り抜く等で、ちょっと今の図書館、大分、さっきのよう

に開放的ということで、どこかでだれかに見られているような図書館になったのが幸いしてか、切り抜きはちょ

っと減ってる感じがありますが、なんか線引いて、読み終わって返してあった時に、そんなようなマナーの悪さ

というのはいまだにあります。 

○委員長 その点に関して、どこの図書館でも日常的にある、そんなに珍しいことではないということで、解決

策というか、市民への利用の仕方のＰＲとか、そういった点で何か工夫ができる点とかは何かないですかね。 

○総務課長 なかなかうまくいかなんで悩んでいるというのが実態ではありますが、一応返していただく時にで

すね、中身の確認ということはちょっと失礼なようでもありますが、できる限りその目の前でですね、させてい

ただくようにしております。要するに、後から電話でですね、ちょっと汚れてますよねって言った時に、いや、

最初から汚れてましたよっていうやりとりにどうしてもなってしまうので、その時に。善意の方は申し出てくれ

ますけど、そんなことをやったりしてます。それとあと、じきえんぱーくまつりというのがありますけど、以前

の図書館まつりというのがえんぱーくの祭りにしてますが、この場所ではもう毎年そういう本を陳列してですね、

こういう皆さんがいますよということをやったりとかですね、ちょっとそういうことをしないようにということ

で、今回ブックカバーをつくる、かぶせて読んでいただくというような工作教室を開催するとかですね、ＰＲと

それからそういう具体的なことの手を打って、模索しながらやっていけばと思います。 

○委員長 済みません、関連でですね、学校にも図書館がありまして、１年生になると図書館の本を利用するわ

けですけれども、子供たちに図書館を利用する上でのマナーとか、その辺図書館教育とか、学校教育の中でやっ

ていただいていると思いますが、その辺、現状何かお感じになることがもしありましたら。 

○教育総務課長 御意見のとおり、やはり学校図書館の図書につきましては、小学１年生から６年生まで幅広い

世代が使うものですから、やはり世代に応じた学校図書の利用の仕方というのを学校の中でルールとして定めて、

使う児童に十分学校の司書の先生が中心になって説明をした上で貸し出し、返却をいたしております。取り扱い

の注意みたいなものにつきましても、学校の図書館内の壁に張って、それを説明しながら理解をしていただくと

いうような取り組みをしておるところでございます。 
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○委員長 やはり小さい時の大事な、最初の教育も、教育というか、も大事だと思いますので、引き続き教育を

お願いしたいと思います。ほかにございますか。 

○金子勝寿委員 ちょっと総花的なことなんですが、ようやく１年が過ぎて当初の図書館等で解決型ですね、い

わゆる単に本を借りて帰って行くんじゃなくて、問題を解決したり、そういう形の図書館を目指すという話だっ

たんですが、１年過ぎて、先を見てその部分をやっていく施策的なもの、決算を踏まえてですね、来年以降、そ

んなところで少し力を入れたいみたいなものがもしあるようだったら。１年を経てくると、また考え方が変わっ

てくると思うんですけど、手前の交流センター費のほうではね、いろいろＮＰＯとかに補助金、交付金でやって

いるのはわかるんですが、図書館の中ですね、例えば司書の皆さんたちが私たちの問題とかを解決しますよみた

いなところ、その辺何か事業等があれば。考え方です。 

○総務課長 一つというか、いろいろ多面的にやっていかなきゃいけないとは思っておりますが、一つには、絶

対ものを言うのが資料、それは間違いないことで、新しい図書館でですね、先ほど開架率の話もありましたが、

以前の３倍からの資料が今、目の前にあるというのを、やっぱ利用者が見てですね、この資料があるんだという、

これは生の声で私たちの耳にも届いております。そういう資料構成をしていかなきゃいけないということが一つ

で、データベースとかですね、そういうツールも入っているものですから、それの利用講座、利用促進のための

講座とＰＲ、これをやっていこうということを今考えております。それと、利用をですね、そういう利用ができ

るというＰＲも一つしていかなきゃいけないと思ってますので、これはちょっと次年度、まさに次年度用に今考

えているところですが、学校との連携とかですね、そういうようなことを考えていきたいかなということでもっ

て思っております。課題解決でレファレンス力ということを言いますが、これだけで言いますと、前年度に比べ

て倍以上のレファレンス数に伸びておりますので、利用する方は、利用できる方はですね、そういう、ちゃんと

利用してくださっておりますし、これ以上に強くしていきたいというふうに考えております。 

○鈴木明子委員 今のことに関連して、私も新しい図書館にしていくために館長の招聘も含めてお願いしてきた

という経過がありますが、やっぱり開館してみて、若い人たちはたくさん利用して、そういう課題解決型の図書

館というのにすっと入っていける人たちばかりではないっていうふうに思っていて、特に年配の方たちの見方と

してはね、まだちょっと冷ややかかなという気がしているんですね。公民館のさっきの講座の話をした、関連し

てるんですけど、そういうような図書館をもっと利用するように、そういう講座みたいなのをね、開いて、これ

から団塊の世代が時間がある生活になっていった時に、やっぱりこれから先の人生を豊かに過ごしていける、そ

ういう施設、道具としてね、図書館がもっともっと活用されればいいなというふうに思うんですけど、そこへ導

入するようなね、そういう企画というかね、そういうものもぜひ、図書館ってこういうものなんだよっていうの

をね、目を開いてくれるような、そういう対象に対しての働きかけも組み込んでいっていただきたいなというふ

うに思いますので、どうでしょうか。 

○総務課長 まさにおっしゃるとおりで、先ほど私が言ったとおりで、いろいろな手をですね、打っていきたい

と思っておりますが、一つ、えんぱーくのですね、来ていただいた時に、中高生が今あまりに多くてですね、シ

ニアの利用が低い低いという声が上がってるんですが、実際のところ、図書館の利用、年代別利用で言いますと、

すべての年代層で伸びていて、その中で中高生と子供の年齢層の利用がぐっと伸びてるという伸び方ですので、

特にですね、平日の午前中来ていただくと、もう退職された世代の皆さんばっかりが来館されているという光景
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がですね、最近定着してきているように思いますので。ただし、まだ全市民、たった７万の市民ですけど、それ

から見ても、じゃあその中の何人が使ってくれているかと言えば、まだまだそれこそ半分どころか、そのまた半

分にも満たないんだろうなというふうに思っておりますので、今おっしゃっていただいたように、あらゆる手で

来ていただくようなことを考えてまいりたいと思っております。 

○鈴木明子委員 本当に、例えば小説を借りて読むというところのものだというふうに思って、そういう利用に

とどまっている人たちをね、もっと、こんなふうに使ったらこんなことができるんだよみたいな、そういうのを

体験できるようなものをお願いしていきたいなと思います。 

 それと、もう１つですけど、図書館を運営していくのにもね、市民の皆さんの力も活用していくっていうこと

も方向の中ではあると思うので、そういう、これまで新しい図書館をぜひつくってほしいという、この辺からず

っと図書館にかかわってきたような、やっぱり図書館のすばらしさとかそういうものについて造詣もあるという、

そういう人たちの層も大切にして、知恵袋としてね、相談をしたり智恵を出してもらったりするような、そうい

うことも引き続き、今もやられているのかなというふうに思いますけども、引き続きそういう、かつていい図書

館が塩尻にほしいというようなことで切望されてきたような、そういう時からの図書館をほしいと熱望していた

人たちの層のね、力もまた借りていくっていうようなことも続けていただきたいと思いますが、よろしくお願い

したいと思いますが、どうでしょうか。 

○総務課長 そのように、ぜひしていきたいと思っております。委員さんもまた御協力をよろしくお願いしたい

と思います。 

○委員長 よろしいですかね。 

○森川雄三委員 平出博物館いい。 

○委員長 はい、そこまで、きょうしていきます。 

○森川雄三委員 一般質問っていうか、質問でも平出遺跡の観光化っていうか、言ったわけだね。そんな中で、

平出博物館を移転したらどうだいというようなお話をしたんですが、御答弁は、いわゆる平出らしく、確かに立

派な家もあるし、あそら辺を散策しながらですね、ひとまわり、比叡の山も使っているというようなお話で、そ

れはそれでいいんですけれども、見てると、遺跡の、平出遺跡博物館の予算っていうのは約５，０００万ちょっ

と。それが人件費と、要するに運営諸経費というだけであってですね、いわゆるそういうものに取られて、何か

博物館自身を売り込むというかですね、外へしっかりと広めるというか、そういったイベントというか事業みた

いなものは考えられないか。もう少し予算を請求してもらってですね、ぜひそうやって、何て言うか人を集めて

ほしいなとおれは思うんですけどね。それで、何かいいイベントができりゃいいなと、毎年、第１回からもう１

０回ですよ、２０回やってますよっていうような、そういうイベントをですね、ここじゃあ、あれがあるね、公

園まつりは。公園まつりはあるが、きっと１，５００人も集めるとは言ったが、その衆はほとんど行かないでし

ょうね、博物館へは。ほとんどその中で、ただ古代のなんか子供たちの勉強というか、そんなような場面ですよ

ね。それは、博物館はやっぱり大人のものですのでね、そこら辺をぜひ予算をしっかりつけていただいてですね、

そして、博物館を売り出すというようなことを考えていただいたらいかがかなと思いますが、どうですか、その

点。 

○平出博物館長 委員さんおっしゃるのはごもっともだと思います。うちの博物館は、歴史博物館という、博物
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館はいろいろな種類あるんですけれども、ちょっと非常に地味な分野で、しかも、それに興味があって来る方が

少ない分野で、歴史はですね。美術館とか自然博物館とか動植物園みたいな、そういう華やかなものに比べて、

まあ誘客力は低い建物であることは確かでございます。もう一つはですね、新しい博物館はかなりなんですけど

も、開館以来五十何年たって、来られるお客さんも、小学校の時来た以来だとかですね。ですから、小学校の団

体客については、県内にかなり呼びかけまして、チラシやなんかも全部の小学校に、県内全部の小学校に送りま

して、平出博物館・平出遺跡へ来れば、２時間ではこういうコースができる、１時間半ではこういうコースがで

きるというようなコース設定までしまして、全部の学校に配ってあります。ということで、若干学校数も最近ふ

えてきましたけども。 

じゃあ、大人の方に対してどういう取り組みがあるかということで、博物館自身の内容だけではちょっと魅力

が少しやっぱり内容的に乏しいのはもう事実なものですから、新しい企画ですね、遺跡の今の整備とあわせた新

しい企画を、今後考える必要はあるかと思います。遺跡まつりにつきましても、もう第７回ですか、７回やって

ますけども、イベントが目的ではなくて、あれは遺跡公園を周知するのが目的なおまつりなものですから、今後

１０回、２０回ではなくて、見直しをする中で、よりこれからの遺跡・博物館を、何と言うかな、新しい観点で

ＰＲできるイベント等もまた考えていかなければいけないと思っております。ということで、うちのほうも考え

ておりますし、実は今、整備の最終段階を迎えまして、アンケートをとったり、それから懇談会をやったり、ワ

ークショップを開く予定でいますけども、そういった市民目線で少しいろいろな御提言をいただいて、新しい企

画に持っていこうかということで今、検討しておりますので、また議員さん方につきましても、いろいろな面で

御協力をいただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 よろしいですか。 

○森川雄三委員 大きなね、投資をしてせっかく、宝の持ち腐れじゃね、これは何とも寂しいことになるし、地

味なのはわかるけども、何とかこれをメジャーにね、持ち上げるような、一つ協議会もあるし、ぜひいろんな中

で研究してもらって、あれだね、特に予算づけはまた副市長のほうからお願いしてもらってしっかりと、ぜひつ

けてもらってせ、それでバーンと打ち上げをやるだね。それじゃなきゃやっぱりね、人は呼べんじ、どう考えた

って。このまま行ったじゃ、ただじり貧でね。歩けって言ったって歩かんに、人は。 

○副市長 御指名でございますので、一言言わせていただきます。私は、平出遺跡とあの周辺は塩尻市の宝だと

思っております。あの遺跡を戦後の混乱期に発掘をしてですね、日本人のルーツっていうのはどこから来て、ど

こにあるのか。重層遺跡でございますので、古代から近代の初めまでどういう生活をしてきたかというのがまさ

に、そういう意志で平出遺跡を発掘したという話を聞いております。したがって、あそこの地域を中心にして本

当にその古代から中世までの歴史物語がずっと繰り広げられるような雰囲気を持っているところだというふうに

思っておりますので、多分いろんなことを仕かけていったり、物語をきちんとつくっていけばですね、平出の集

落も含めて、あるいは中山道というものを含めてですね、非常に大きな塩尻市の、塩尻市と言いますか、この地

域を代表するようなものになっていく、文化遺産になっていくというふうに思っております。だから、本会議で

も経済部長のほうからお答えしましたけれども、本当にそういうことをきちんとわかっていてお客様に来ていた

だく。どこかでやってるような、いろんな物産をそこに集めてですね、俗ないわゆる観光地化をしていくんでは

なくて、きちんとした物語のもとに整備を進めていくなり、そういう学習を進めていくということが非常に大事
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だなというふうに、私自身は実は思っているところでございます。委員さんの御意見もいただきましたので、で

きる限りそういうふうな形でいろんなところと勉強させていただいてやっていければなというふうに思ってます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○鈴木明子委員 森川委員があまり熱く語ったもんで、ちょっと私も言いたくなって。博物館で、この９月４日

までの企画展をやられていて、できるだけそういう時には見せていただこうと思って行ってるんですけど、館長

から２回ほどいろいろ御説明をいただいたので、やっぱり、あそこにある展示物が、そこにそれをつくってそれ

を使って生活していた人たちが、ここに生きていたっていうようなことにつなげて考えると、非常にロマンが広

がるというかね、この年になって、ああ、いいなあと思うような感じを受けているので、ぜひ、副市長も今、物

語をつくってということも言われたので、ぜひそういうところをやっていただきたいし。瓦塔が飾ってあるのを

皆さん知ってると思うんですけど、あれはもう日本に２つしかないという、国立博物館にあるのと、ここにある

のとというので、本当に貴重なものも抱えている施設なので、大事に発展させていただきたいと思います。要望

です。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、ここでよろしいですかね。本日は大変熱心に慎重な審査をして

いただきまして、ありがとうございました。それでは、ここで本日は終了といたします。次は、月曜日、青少年

育成費から行いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

午後４時５８分 閉会 
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